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開会 午前９時３０分 

 

○議長（竹谷 勝君） 

  皆さん、おはようございます。 

  ただいまの出席議員は１４名であります。 

  定足数に達しておりますので、これより

本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程は、お手元に配布のとお

りでございます。 

  日程第１、「一般質問」を行います。 

  先日に引き続き、順次発言を許します。 

  質問者は、質問者席に登壇をして、質問

を行ってください。 

  無所属の会の一般質問を行います。 

  持ち時間は、質問及び答弁を合わせて４

０分とします。 

  福岡邦彬議員を指名いたします。 

  福岡邦彬議員。 

○１１番（福岡邦彬君） 

  皆様、おはようございます。 

  無所属の会の福岡邦彬が一般質問を行い

ます。 

  昨日来かあるいは、この議会が始まって、

理事者側等の説明不足が非常に目立ちます。

そして、昨日の一般質問の質問、答弁を聞

いていても、何か心に響くもの、本当にこ

のまちをよくするという姿勢があるだろう

かという思いに駆られております。本当に

言葉に力がない、空虚だという感じ、さら

には、町政運営方針の中で、昨年と同じよ

うな文言の羅列が並んでおります。それを

チェックする機関すらないのか、町長、副

町長、教育長並びにここにいる部長の皆さ

んも、本当に運営方針について、チェック

したのかどうか、非常に疑問でございます。 

  町長は、昨日、職員の皆さんに対して、

一生懸命勉強してありますとのことおっし

ゃっておられました。本当に、特別職の皆

様と部長、課長の皆さんがこの豊能町のま

ちをよくするために、一つになっているか

と問うては、非常に私に重い重い課題とい

うか、つかえが残ってまいります。 

  そこで、町長の、昨日町長がおっしゃっ

とった町の魅力、緑と輝く、いろんなこと

をおっしゃいました。土地が安いから広い

家に住めるから、豊能町は魅力あります。

そして、そのためには一環として、昨年は

住マイル助成をしたと。ところが、応募者

はゼロだった。その間、町長が就任された

２４年でしたか、１０月に、二万何千とい

う、申し訳ない、今メモを下に忘れました

けど、そこから、今年の３月の人口は、1,

０５５人も減っております。事実です。今、

２万３５０人ほどの人口ですが、今年より

少なからず、今の状況から、傾向からいけ

ば、２万人を割ると思います。しかも、４

月には、相当な数の就職される方、あるい

は、大学を目指される方等々が大幅に減っ

てくると思います。 

  そのような状況の中で、本当に町長は、

まちを思い、豊能町の人口流出に歯止めを

かけるような施策は一つでもあれば、うれ

しかったんですが、何年も、昨年の一人も

来なかった住マイル助成についても、性懲

りもなくまた今年出している。これは、は

っきり申しまして、また予算委員会等々で、

この問題について語ることがあるので置き

ますが、まず初めに、これから、そのよう

なことを前提に置いて、一般質問させてい

ただきます。 

  初めに、町政運営方針からについて述べ

させていただきます。 

  私は乳幼児医療助成について、随分思い

切った施策だと、交付税に影響しませんか

という質問を出しております。この福祉の

問題については、大阪府４３町村、全てが

このように１８歳まで所得制限もせずにし

たいというような気持ちを持っていると思
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います。また、原課原部は、このような施

策については、大体どこの会社でも、どこ

の町でもそうですが、大体隣の町はどうや

とかという形で比較して決めていきます。 

  そういうことが、もうはっきり申しまし

て、僕はこれは日本の企業でも役所でも同

じだと思います。箕面はどうだろうか、池

田はどうだろうか、あるいは町村のとこは

どうだろうか。しかし、奇をてらったか知

らんけど、大阪府で初めて１８歳まで、そ

うすると、大阪府の各市町村の担当者はも

のすごく困ると思う。なぜならば、豊能町

の２万３５０人未満ちょっとの町が、１８

歳までやると、乳幼児。うちで何でできへ

んの、そりゃ、一発に、それ首長に迫って

いくでしょう。昨年、やっと中学校の１５

歳入院費も認める。いきなり１８歳とは、

いかがなもんか。 

  だから、僕は大阪府は、そんなにお金持

ってんのやったら、豊能町さん、交付税ち

ょっと我慢しなさいというのは当たり前や

と思う。それに影響しませんか、どうか、

この１点だけお答えください。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  普通交付税と特別交付税、交付税には二

つございまして、まず、普通交付税の算定

項目には、今おっしゃった乳幼児医療費等

に係る助成という項目がございませんので、

影響はございません。 

  次に、特別交付税でございますけども、

特別交付税には、例えばダイオキシン対策

のように項目ごとに決まった算定というも

のもございますけども、交付税の大半は、

その他といいますか、追加調整額というよ

うなもので、何に交付されているのかわか

らないというのが実態でございますけども、

ただ乳幼児医療費助成というものは、交付

税、特別交付税の算定対象外ということで

例示をされておりますので、これについて

も交付税に影響がないものというふうに考

えております。 

○議長（竹谷 勝君） 

  福岡邦彬議員。 

○１１番（福岡邦彬君） 

  私は、私の言い方が悪かったかもしれま

せんが、乳幼児医療助成についての交付税

のそのことを言っているんじゃないんです。

全ての交付税は、豊能町の税収から補填し

ている中で、それに査定に影響しませんか

と言っているだけですよ。乳幼児医療に限

ってないですよ。そんなこと言うなら、僕

も知ってますがな、特定も踏まえ、それに

構いませんかと、鉛筆なめなめやりまんや

ろう。恐らくやっていると思います。限ら

れた予算の中で、どこに配分するか、どう

いう形でやるか、その全体のことを言って

いるんです。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  特別交付税につきましては、先ほども言

いましたが、ほとんどの部分が追加調整額

というようなことで、何に交付されている

かわからない。今、議員もおっしゃった、

鉛筆なめなめというようなそういうような

ことでございまして、はっきり申し上げて

影響があるなしについては、不明であると

いうことでございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  福岡邦彬議員。 

○１１番（福岡邦彬君） 

  不明でしょう、のんきなこと言ってはる

ね。去年かおととしか、ふたば園が町の支

出で宝くじの予算をもらって、否決して返
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しましたね。そのときに、僕はようせんの

です。担当者の皆さんが、これで１億円損

したなとおっしゃった。交付税なかなか大

阪府から回ってこないだろうなということ

をおっしゃってました。大阪府がつけた予

算を返すほど、豊能町は裕福やなと、こう

いうお話です。だから、私心配しているん

です。鉛筆なめなめですから、ブラックボ

ックスですから、それを心配しているんで

す。 

  言うでしょう、当然。おたくら金がある

から、１８歳までやってまうのやろう。そ

れから、なおかつ所得制限設けまへんのか、

えらい違いますな、介護保険はえらい細か

いやっとって、これだけは所得制限設けま

へんのかと、言いますやろう。 

  そこで、生活福祉部長にお聞きします。 

  このいわゆる細かいことは、予算委員会

でやりますが、これについてですね、どう

も、国民健康保険がどうも国の新しい予算

という問題が出てきますけど、一番初めに

部長が言ったのもありますけど、国民保険

税が使われるというような恐れがあるとい

うことを聞いておりますけど、この点につ

いて、お答えいただきたいと思います。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  議員御指摘のとおり、地方単独事業で行

っております福祉医療助成、つまりは老人

医療、障害者医療、ひとり親家庭医療、乳

幼児医療について、今回の乳幼児医療もそ

うでございますが、国民健康保険の加入者

については、保険給付費つまり７割に当た

る部分でございますが、これの３２％に当

たる金額である療養給付費等負担金、同じ

く保険給付費の９％に当たる調整交付金が

交付されるわけですが、それについて、調

整率を乗じて国から交付されるべき額の一

部が減額されるということになります。 

  これは、この施策によりまして、医療機

関への受診を促していく効果が考えられる

ので、その面で減じられるということでご

ざいます。 

  以上です。 

○議長（竹谷 勝君） 

  福岡邦彬議員。 

○１１番（福岡邦彬君） 

  これは、今回は、今年補正して来年まで

５年ということになってますから、どこか

ら金持ってくるかいうたら、恐らく消費税

のお金とか、そういう形でもっていって、

また２８年度やるかもしれませんけど、や

っぱり国保税には影響するんですね。そう

いうことが果たして、原課として、原部と

して、そういうことも踏まえたら、軽々に

１８歳までいかがなものかという感じはな

かったですか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  御指摘の点でございますが、金額にして

約１００万円弱ぐらいが影響するのではな

いかと試算しとるわけですが、御指摘のと

おり、影響はありますし、またいろんな事

柄を参酌しまして、魅力あるまちづくりの

一環として、総合判断されたということで

ございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  福岡邦彬議員。 

○１１番（福岡邦彬君） 

  非常に苦渋の答弁ありがとうございまし

た。大変だったと思う。 

  このように、私も先ほど何回も言いまし

たように、町村で初めて、ということは、

私たち見たら、僕はばらまきと思うんです。
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それほど町の魅力を高めるというんですか、

これは、今、交付税が毎年更新されて、５

年間ですけど、それ以降もずっと続く、い

きなり切ることはできないと思います。な

ぜならば、魅力あるまちづくりのためにと、

おっしゃったから、今後、続けるときに、

そんだけ財源に余裕があるんですか。お聞

きします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中龍一町長。 

○町長（田中龍一君） 

  おはようございます。お答えいたします。 

  確かに限られた財源の中ではありますけ

れども、人口の減少及び少子化に対応する

施策の一つとして取り組んでいくというふ

うに、この施策については、私は考えてお

りまして、今回説明させていただいている

ところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  福岡邦彬議員。 

○１１番（福岡邦彬君） 

  詳細については、予算委員会でやります。

まだまだ言いたいことありますけど、予算

委員会で。 

  次に、クボタとの和解について。順番ど

おり行きます。手短に回答はお願いしたい

と思います。 

  和解条件の中で、原告、被告との間で、

「何ら債権債務がないことを相互に確認す

る。」となっていますが、クボタによる処

理を、なぜ諦めた和解案になったのか、つ

まり、クボタはもう処理することが、これ

で除外されたわけですね、和解案では。何

で諦めなきゃあかんようになったんですか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  田中龍一町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。少し長くなるますけ

ど。 

○１１番（福岡邦彬君） 

  答えだけですよ。なぜ諦めたのかという。 

○町長（田中龍一君） 

  ですから、それを説明いたしますので、

訴訟におきまして、原告は汚染物の無害化

処理に係る外部委託については、最大限の

努力の結果、協力業者を紹介しており、そ

の責務は果たしており、これ以上できるこ

とはないとして、処理の責任はないという

ことを主張してきたところでございます。 

  一方、こちら組合といたしましては、原

告は契約を締結したことにより、外部処理

を含む工程により、事業を完成させるとい

う契約上の責務があるとして、処理の責任

は、原告にあるとする主張を行ってきたと

ころでございます。また、組合としては、

これまでから、将来発生するドラム缶１４

８本分の処理に要する費用については、外

部処理又は現地処理に関わらず、その資質

が具体化した後に、原告に対し応分の負担

を求めていきたいと考えていたもので、裁

判所に対しても和解には将来の請求権の放

棄につながるような内容は含めないように

要望してきたところでございます。 

  しかしながら、裁判所から示された和解

勧告には、債権債務がないことを相互に確

認するといった内容が含まれていたもので、

協議の結果、金額については、当初の和解

案から相当低減されたものの、裁判所には

将来的に、双方に何らかの争いを残したま

まで和解は成立させられないという考えも

あり、こうした清算条項が設けられたもの

と考えられております。 

  組合としては、これまでの訴訟の中で、

外部処理の。 

○１１番（福岡邦彬君） 

  いいです。何でそんなこと言うの。僕は
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何で諦めたかという和解になったかと聞い

ているだけですよ。そもそもいけませんよ、

簡潔にしてくださいよ。 

○町長（田中龍一君） 

  ですので、裁判所からの和解勧告が出さ

れて、それが、豊能町にとっては、組合と

しては、これまでの訴訟の中で、外部処理

の遅れの責任は原告にあるとする主張を重

ねてきましたけれども、裁判所が当初示し

た和解案では、組合の主張は認められず、

組合に６割から７割の負担を求めており、

裁判所においては、さらに訴訟を継続し、

判決となった場合には、その負担は９割以

上になるといった見解も示されたことから、

今後、１４８本分の汚染物が処理できなか

った責任を原告に求めていくことは難しい

という考えに至ったところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  福岡邦彬議員。 

○１１番（福岡邦彬君） 

  私はね、なぜ諦めたというのは、あなた

の責任において諦めたと言ってほしかった

んです。諸条件を見て、これ以上継続でき

ない、だから、私の責任と言ったらいい。

人のせいにしたらいかん。裁判所がどうの

と、裁判所がそんなことしますか。します

かいな。したら、和解になりまへんがな、

原告、被告の弁護士がついとって。一般常

識考えなはれ。しますかいな。原告に処理

の責任があるのは当たり前じゃないですか。

６０億も何ぼも使うてますやないか。その

金を使って、処理してほしいというてやっ

たんじゃないんですか。原告の責任も重々

感じてますよ。 

  次に、ダイオキシンの対策事業基金は、

本来公害調停に基づく資金として、ダイオ

キシンの処理に使われるべき性質のもので

はないのですか。調停のために使うお金だ

ったですか、お答えください。 

○議長（竹谷 勝君） 

  田中町長、できるだけ簡潔に。 

○町長（田中龍一君） 

  今回の和解金は、訴訟の結果に基づき支

払うものであるが、訴訟がこれまでに行っ

てきた汚染物の無害化処理事業に関する追

加費用の支払いを求めているものであり、

その内容も、現地での処理に要したとする

費用や外部処理に要したとする費用である

ことから、基金の目的や趣旨を逸脱するも

のでないと判断し、基金を充当したもので

ございます。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  福岡邦彬議員。 

○１１番（福岡邦彬君） 

  反論する力もないわ。時間がもったいな

い。 

  町長として、基金は、今、処理の段階と

おっしゃいましたね。なら、処理するお金

って、まだ残ってますわな。そのお金、ど

こから出しますねん。 

○議長（竹谷 勝君） 

  暫時休憩。 

（午前９時５２分 休憩） 

（午前９時５３分 再開） 

○議長（竹谷 勝君） 

  会議を再開いたします。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  処理する費用につきましては、豊能郡環

境施設組合ですけれども、結局、処理費用

は、両町が負担をして、その後、国の特別

交付金を両町が受けるということを考えて

おります。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 
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  福岡邦彬議員。 

○１１番（福岡邦彬君） 

  また交付金ですか。エスカレーターのと

きも、また後で言いますけど、なじまない

と言って、交付金で出るんですか。約束さ

れたんですか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  こちらにつきましては、これまでダイオ

キシンの関連の事業につきましては、交付

金が支給されております。また、こちらに

つきましては、国のほうにも再三要望に行

っているところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  福岡邦彬議員。 

○１１番（福岡邦彬君） 

  確約されたんですか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えします。 

  特別交付金の性格上、支払った後で、こ

れ交付金がついてくるものでございます。

ですので、確約というものは、当然どの交

付金であっても、それはいただけるもので

はないと思っておりますので、そういうこ

ともございますので、事前にお願いには参

っておりますし、これまでダイオキシンの

関連につきましては、交付金については、

ついておったところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  福岡邦彬議員。 

○１１番（福岡邦彬君） 

  昔のこと知ってますか。ダイオキシン処

理、処理せん前にお金ついたの知ってます

か。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  済みません、ちょっと今の質問よくわか

りませんでした。 

○議長（竹谷 勝君） 

  福岡邦彬議員。 

○１１番（福岡邦彬君） 

  知らんから、そんなこと言えるんですわ。

よう勉強してください。豊能郡のダイオキ

シンがどんな大きな社会問題になって、先

に予算つけたと有名な話ですわ。勉強して

ください。 

  次に、この和解について、豊能町議会並

びに豊能住民に対して、説明責任を果たす

気はないですか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  今回、和解については、組合議会で議案

としてその経過や内容について説明させて

いただいたところでございます。第一義的

には、施設組合の議会で説明をして、施設

組合の議員から豊能町議会の議員に説明し

ていただくものと考えております。 

  また、組合議会で議決いただいた際には、

その内容について、新聞で報道され、また

その後、住民の皆様には、訴訟に至るまで

の経過や和解に至った考え方については、

広報誌とよの２月号でお知らせしたところ

でございます。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  福岡邦彬議員。 

○１１番（福岡邦彬君） 

  全くおかしい。あのね、そこで町長ね、
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今、組合議員おっしゃったね、今の話。各

施設組合の各議員に事前に弁明されました

ね。されましたね、お答えください。 

○議長（竹谷 勝君） 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えします。 

  こちらにつきましては、施設組合の議会

の前に先立って説明ということで、皆さん

集まっていただいて説明はさせていただい

たということはございます。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  福岡邦彬議員。 

○１１番（福岡邦彬君） 

  議長、休憩してください。うそやん。そ

うでしょう、ね。ほんまに各人集まっても

らってやったんですか。やったんですか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  議会に先立ちまして、説明という形でお

集まりいただいて、やっております。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  福岡邦彬議員。 

○１１番（福岡邦彬君） 

  僕、聞いて、えらい違うね。各人の家に

行ったん違うの。お答えください。 

○議長（竹谷 勝君） 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  議会に先立って、全員の議員さん集まっ

ていただいて、説明はさせていただいてお

ります。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  福岡邦彬議員。 

○１１番（福岡邦彬君） 

  違うんですわ、各人の家に行ったでしょ

うと言うてんのやから。根幹の問題ですよ、

この問題は。なぜならば、町長が今、施設

組合のことをおっしゃったから、あなた、

どの立場で行ったかと、これやらなあかん

のや、これから。公用車使うて行ったんか、

自分で行ったんか。そんなんも踏まえて、

俺は聞きたいのや。 

○議長（竹谷 勝君） 

  暫時休憩します。 

（午前 ９時５９分 休憩） 

（午前１０時０１分 再開） 

○議長（竹谷 勝君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  田中町長、答弁からいってください。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  これは、事前に議会に先立って事前に説

明をそれぞれさせていただいたというとこ

ろでございます。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  福岡邦彬議員。 

○１１番（福岡邦彬君） 

  それは、町長としてやられたんか、施設

組合の管理者としてやられたのか、どちら

ですかと聞きたかったんですわ。というこ

とは、施設管理者ならば、豊能町の議員だ

けでなく、能勢町の議員も一緒ですわな。

これおわかりになりますかな、管理者とし

て。しかし、豊能町の町長ならば、こっち

の組合、５人で結構ですわ。その区別がつ

いてますかと聞きたかったんですわ。 

  おわかりなりますかな、僕の言っている

ことが。 

○議長（竹谷 勝君） 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 
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  お答えいたします。 

  こちらにつきましては、繰り返しになり

ますけれども、施設組合の議会の前に、全

員の能勢町の議員さん、豊能町議員さんも

お集まりいただいて、選挙というところで、

説明をさせていただいたということでござ

います。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  福岡邦彬議員。 

○１１番（福岡邦彬君） 

  次にダイオキシン対策事業基金がなくな

れば、施設組合の存在する必要がないと考

えられますが、いかがですか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  施設組合の解散ということについては、

これまでもクリーンセンターが稼働し、ご

み処理施設としての機能がなくなった際な

どに検討を行ってきたところでございます。 

  また、特に平成２４年に美化エンター施

設を解体し、跡地利用として太陽光パネル

が設置されることとなったことから、組合

の存続について大阪府とも協議し、解散時

期について検討を行ったところでございま

す。その際、組合には、重要課題であるド

ラム缶の汚染物を処理するという責任があ

り、汚染物の処理を終えるまでは、解散は

難しいという判断に至っているところでご

ざいます。 

  したがいまして、組合の解散の時期につ

きましては、汚染物の処理が終了した時点

が適当ではないかと考えているものでござ

います。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  福岡邦彬議員。 

○１１番（福岡邦彬君） 

  いつ頃までですか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  汚染物が処理できたときにというふうに、

私は考えております。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  福岡邦彬議員。 

○１１番（福岡邦彬君） 

  子どもの使いじゃないし、はっきりいつ

頃処理できるんですか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  そちらにつきましては、任期中に処理す

るということは、以前からお話しさせてい

ただいているところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  福岡邦彬議員。 

○１１番（福岡邦彬君） 

  次に、この汚染物の処理にも入りました

ですけど、これね、たびたび町長は地元の

了解得てやりたいとおっしゃってました。

地元の了解得てますか。周辺条件は、審議

会等つくって、昨日の川上議員もありまし

たように、３者に絞って云々という形で、

どういうメンバーを選ばれて、どの意図で

か知りませんけど、着々と進めております。

それは、はっきり言うたら、地元としては

知ったことじゃないと思います。そのアプ

ローチはちょっとやられたけども、止まっ

ているんじゃないんですか。 

  町長も副町長も随分頑張ってはったけど、

もう止まってんじゃないの。どうですか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  田中町長。 



 

 3－12 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  これまで地元に対しては、現地で処理す

ることになった経過とか、候補地等につい

て選定させていただいたことについて説明

し、処理について御理解いただくようお願

いし、説明させていただく機会を設けてい

ただくように、今お願いする努力を続けて

きたところでございます。 

  また、この年度末を迎え、役員交代が迫

っていることもあり、地元との協議は思う

ようには進展はしておりませんけれども、

早期に説明の機会を設けていただくよう、

改めて平成２７年２月１６日に文書でお願

いをもってさせていただいており、地元に

は引き続き処理について、理解を求めてい

きたいと思っております。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  福岡邦彬議員。 

○１１番（福岡邦彬君） 

  めどがついてますか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  こちらにつきましては、引き続き理解を

求めていきたいというふうに思っているし

だいでございます。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  福岡邦彬議員。 

○１１番（福岡邦彬君） 

  任期中にやるということですので、ね、

６月に僕聞きます。工程を出してください。

やれるとこだけやって、やったら無理やと

思う。やはり地元の同意というのは、絶対

必要ですわ。その地元にインセンティブが

必要と思いますけど、この考えについては

どうですか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  今のところ、組合議会ではそのようなこ

とについては、まだ検討はしていないとこ

ろでございまして、ただ、検討課題とは思

っております。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  福岡邦彬議員。 

○１１番（福岡邦彬君） 

  組合議会とは関係ないでしょう。豊能町

でやって、豊能町でやるんですよ。あなた

の考え聞いているんです。 

○議長（竹谷 勝君） 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えします。 

  私としては、まだ地元のお願い、説明さ

せていただく旨のお願いに上がっている状

況でございまして、そのあたりにつきまし

ては、検討はしていないところでございま

す。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  福岡邦彬議員。 

○１１番（福岡邦彬君） 

  なら、任期中に工程表出せますね、どの

ぐらいの形で。現実的に、今おっしゃった

ように、インセンティブについても考えま

すとおっしゃっていたから、そのインセン

ティブのお金はどこから出すんですか。ま

さか、国の予算を頼りにしているんですか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  インセンティブについては、検討課題と

は思っておるということでございます。で
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すので、まだ、それについては具体的な検

討はしておりませんし、どうするかについ

ては、まだわかりません。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  福岡邦彬議員。 

○１１番（福岡邦彬君） 

  そしたら、６月に聞きます、ますます工

程表は必要です。検討課題、それから国庫

補助金も踏まえてですので、改めて６月に

聞きますから、きちんとした工程表、あな

たの任期中は決まってます。その間にでき

るんだから、やるんだから、その工程表に

ついて沿ってやるという形をきちんと出し

てください。 

  次に、光風台駅前のエスカレーターの大

規模改修についてをお伺いいたします。 

  町長は、大規模改修について、３１年度

末まで稼働できる光風台駅前のエスカレー

ターを、国の補助金が見込める間に更新、

いわゆる大規模改修をしたいとの発言を、

公約を含め、この２年半の間にずっと固執

されてきました。先日の議員総会では、

「国の交付金になじまない」とのことだっ

たと。で、昨日は、検討中、検討中、検討

中とおっしゃった。当然、この責任は町長

がとられるんですね。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  昨日から、これ、国の交付金になじまな

いというのは、現状の立地に課題があると

いうことから、このままではなじまないと

いうことで、この課題を取り払えば、当然

交付金にはなじまないということにはなら

ないというふうに思っております。 

  しかしながら、現状では課題が克服でき

たものではないので、現在、検討している

ところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  福岡邦彬議員 

○１１番（福岡邦彬君） 

  私は、何もそんなこと言ってないんです

よ。あなたが政治生命をかけて、交付金の

ある間にやるとおっしゃったじゃないです

か。自分たちのお金でやるとか、それは当

然できますがな、金かければ、単費で。多

少、新しく出れば国の金も使えるでしょう。

しかし、この大規模改修については、国の

補助金がある間に、３１年度末までに、動

く、メンテもやって動くという形の中、あ

くまでも前倒しでやるということをおっし

ゃったから、もしできなかったら責任とる

んですかと聞いているんです。 

  とるかとれんかでおっしゃってください。 

○議長（竹谷 勝君） 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  責任といいますか、私はやはり、町長と

しての仕事、これは全うはしていきたいと

思っております。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  福岡邦彬議員。 

○１１番（福岡邦彬君） 

  いや、いや、少なくとも政治家でしょう、

基本的に。僕は町長のすばらしいと思っと

ったですよ。町長の交付税使えという位置

づけは、僕は当然光風台のエスカレーター

は利便性と思っとったですよ。利便性のた

めに必要だと、通勤とか通学とか、しかし、

現状では、やはり弱者にも配慮せなあかん

という形で、エスカレーターからエレベー

ターという話も出てきました。私は従来か
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ら、３１年度までに、エスカレーターが動

く間に、エレベーターも検討して、必要な

らば二つつけてもいいんじゃないかという

ずっと持論で来ました。紙に公約も出して

ます。 

  しかし、町長は、利便性じゃないんだ、

町の魅力なんだと、だからやりたいと言う

て、信念かけてやるということを言明され

てます。現実、ここにも、町長の公約も持

ってますわ。時間ないから読みませんけど、

だから、できなかったら責任をとられるん

ですねということを聞いているんです。 

  もう一度お答えください。 

○議長（竹谷 勝君） 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  今さまざまな課題が浮上したため、その

課題に向けて検討しているというところで

ございます。私は、これはやはり町長の仕

事を最大限発揮するということは、これは

私の責任かと思っておりますので、今後も

最善であるということを探りながら、町長

の仕事を務めてまいりたいと思っておりま

す。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  福岡邦彬議員。 

○１１番（福岡邦彬君） 

  もうちょっと後で言いますけど、町長、

この運営方針にも２行しか書いてませんわ

な。早うからなじまないというのはわかっ

てましたけどね、検討中のこと。ところが、

現実的に、何や議会開いても、検討中、検

討中で、住民に対して、泥はかぶってもい

いけど、説明する考えはありませんか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  今、課題が出てきて、その課題について、

今検討しているところですので、それが今

説明できるような段階ではございませんの

で、説明できるような段階になれば、そう

いったことも、自治会の方とも話ししなが

ら、検討はしていきたいと思っています。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  福岡邦彬議員。 

○１１番（福岡邦彬君） 

  議会にも、豊能町住民にも、豊能町住民

に約束するということですね、よろしいで

すね、それで。 

○議長（竹谷 勝君） 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  今、課題について検証しているというこ

とで、これが一定説明できるような段階に

なれば、自治会のかたと話をして、今後ど

ういった形で、要は説明させてもらうのか

どうかというのは、話を聞かせてもらって

進めようと思っています 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  福岡邦彬議員。 

○１１番（福岡邦彬君） 

  またごまかすな、あんた。町長、自治会

と、僕は住民と言った。住民は何も自治会

の代表じゃないですよ。自治会でごまかす、

タウンミーティング言えば、歩くタウンミ

ーティングやとか、住民と言っているんで

すわ。その考えは約束できるんですか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  これはエスカレーター代替案の検討会議
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のあの中でも、この方針等変わった場合に

は、自治会と相談をしてということであり

ますので、それに従いまして、まずはやり

たいと思っております。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  福岡邦彬議員。 

○１１番（福岡邦彬君） 

  住民に、それでできなかった場合には、

住民に信を問う責任があると思うんですけ

ど、いかがですか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  これは、やはりできる、できないという

のは、今課題を検証しているところですの

で、これについては、やはりそのときに一

番最善のものをするというのが、私が一番、

信を問うというよりは、最善のことをして

いくということが大事だと、私は思ってお

りますので。 

  以上でございます。 

○１１番（福岡邦彬君） 

  無所属の会終わります。 

○議長（竹谷 勝君） 

  以上で、無所属の会の一般質問を終わり

ます。 

  この際、暫時休憩いたします。再開は１

０時３０分といたします。 

（午前１０時１７分 休憩） 

（午前１０時３０分 再開） 

○議長（竹谷 勝君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次にイノベーションとよのの一般質問を

行います。 

  持ち時間は、質問及び答弁合わせて１２

０分といたします。 

  岩城重義議員を指名いたします。 

  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 

  イノベーションとよのの岩城でございま

す。一般質問を行わせていただきます。前

置きは控えまして、早速質問に入ります。 

  まず、火葬場についてです。前に能勢町

と広域で火葬場建設という話があったんで

すけど、それがなくなった経緯を確認のた

め、お聞きいたします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  広域行政ということで、私の方から答弁

させていただきます。 

  豊能町におきましては、町内に火葬場を

建設するという、能勢町と豊能町の当時の

申し合わせによりまして、町内で候補地を

選定してきたところでございますけども、

平成１３年１２月に、高山地区の御理解を

得まして合意を得られたということで、そ

の後、豊能郡町長議長会という会議が当時

あったんですが、その豊能郡町長議長会で

協議を重ねてまいりましたところでしたが、

能勢町議会のほうで、場所が遠いでありま

すとか、あとは建設費が高いというような

理由によりまして、２度そのアセスメント

に係る調査費の予算が否決されたというよ

うなことがございました。能勢町からはそ

れを受けまして、今後のめどが立たないと

いうようなことで、最終的に、その高山地

区での広域で進めるということは難しいと

いう御返事を、平成１５年６月にいただき

まして、それも町長議長会の場でございま

したが、平成１５年６月に最終的なそうい

う表明が能勢町からあったということでご

ざいます。 

  このため本町といたしましても、広域で

の火葬場の建設を進めることは難しいと判
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断したという経緯でございました。 

○議長（竹谷 勝君） 

  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 

  そうしましたら、その当時は、豊能町と

しても火葬場建設するんやという意思があ

ったわけでございまして、それが、広域が

なくなったからというて、今後どうするお

考えでしょうか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  石田建設環境部長。 

○建設環境部長（石田 望君） 

  お答えいたします。 

  火葬場につきましては、建設用地等も含

めて、長年にわたって検討してまいりまし

たが、懸案事項が山積している中、現在の

ところ具体的な検討はいたしておりません。 

○議長（竹谷 勝君） 

  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 

  懸案事項とはどういうことでしょうか。

具体的にお聞きします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  発言を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  ちょっと先ほどの答弁の中で、広域では

過去には検討してきた経緯はございますけ

れども、今のところは検討していないとい

うところでございます。 

  補足させていただきます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 

  そしたら、前は広域では検討してました

けども、町単独については、もう火葬場は

建設しないということで、よろしいんでし

ょうか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えします。 

  こちらにつきましては、今まだ、今のと

ころ検討していないというところでござい

ます。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 

  そうしましたら、豊能町議会で検討した

けども、今はしていないということですね。

それは理解しますけども、今、料金ですね、

例えば川西市を利用させてもらう場合、川

西の市民と我々豊能町民では格段の差があ

るとは思うんですけど、その辺は理解され

てますでしょうか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  石田建設環境部長。 

○建設環境部長（石田 望君） 

  お答えします。 

  近隣の火葬場の使用料につきましては、

住民の使用料に比して、市外の住民であり

ます本町の住民の使用料が、約２倍から４

倍程度になっているということは存じてお

ります。 

○議長（竹谷 勝君） 

  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 

  私としましてね、先ほどちょっとフライ

ングで答弁されましたけども、例えば差額

の補助とかいうことはお考えでしょうか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  石田建設環境部長。 

○建設環境部長（石田 望君） 

  お答えします。 

  申し訳ございません。御質問の差額の補
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助につきましては、今のところ考えており

ません。 

○議長（竹谷 勝君） 

  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 

  そうしましたら、差額の補助でなしに、

例えば川西市の火葬場利用する場合、川西

市やら池田市へ負担金みたいな形でするの

やったら、そういう考えは思い浮かびませ

んか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  石田建設環境部長。 

○建設環境部長（石田 望君） 

  お答えいたします。 

  今のところ、考えはございません。 

○議長（竹谷 勝君） 

  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 

  平成１０年代、１５年まで、豊能町でや

ろうかという意思があったわけですやん、

火葬場建設しようという、事実として。そ

れが今、これ１０年以上たつんですけどね、

約１０年以上やな、たって、どういうの、

前の意思はもう無視するわけでしょうか。

その火葬場を建てるという意思があったと、

意思決定したと、豊能町で。それが能勢町

との広域があかんようになったさかいに、

もうその意思自体もほったんでしょうか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  中井副町長。 

○副町長（中井勝次君） 

  火葬場、これ、住民の生活の中で、必ず

必要な施設ということで、種々御議論いた

だいてきたところかと思います。そして、

今も状況は変わらないどころか、ニーズは

今後いっときかもしれませんけども、かな

り高まるだろうというふうに思っておりま

す。今、おっしゃっていただいたみたいに、

違う自治体の火葬場を今使わせていただい

ております。その分、言いましたように、

２倍から４倍程度の料金がかかっておるん

ですけれども、一方に必要な施設であると

いう課題とその条件と、もう一方にはやは

り高額の建設費が高くつく、もしくは建設

の用地選定、候補地選定に、これも努力が

要るということと、今おっしゃっていただ

いたみたいに、じゃあ、一緒にやらしてい

ただきましょうと、他市の他の自治体の火

葬場に負担金を支払って、まるで我が町の

火葬場かのように住民さんの負担を下げる

と、こういうふうなやり方もあるかと思い

ます。 

  そこは申し訳ございません、突っ込んだ

議論、検討ができておりませんけれども、

今、そういうふうな状況の認識はしている

ということでございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 

  やっぱり個人的に補助する手もあるわけ

ですわね。それと、今私が言うた負担金み

たいな感じ、古江浄水から水もらうときの

負担金みたいな感じですね、原田下水処理

場の負担金みたいな感じでやるほうが、町

としてはやりやすいんではないかと、私は

思うんです。やっぱり、ここらほったらか

しで、どないでもええわという考えでは、

やっぱりあかんと思います。 

  前にやっぱり造ろうという意思があった

んやさかいに、その意思はやっぱり、町長

ね、やっぱり引き継いでもらわんと、私は

駄目やと思いますんでね。その辺、ちょっ

とよう前向きに考えてほしいんですけど、

いかがでしょうか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 
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  お答えいたします。 

  当然、今、高齢化していってます。また、

他都市でも、そういった問題があるという

ことは、非常に認識しているところでござ

いまして、本当に今後の当然ながら検討の

大きな課題だという認識はございます。 

  ですので、先ほど岩城議員がおっしゃっ

たように、例えばほかのところで、今後焼

却場を新たに造るようなことがあれば、何

かお話をさせていただくとか、そんなこと

は考え得るのではないかと思っております。

ただ、大きな課題という認識はございます

けれども、今現在、申し訳ないですけども、

具体的にどうしよう、こうしようという案

は持ってないというところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 

  ぜひとも具体的に考えていただきたいと

思うんです。今、人が亡くなられた場合、

葬式の日程を決めるときに、火葬場を先に

押さえてからの日程になっていくわけです。

今後、いろいろ高齢化社会はうれしいんで

すけども、そういう事態が多くなると思い

ます。そうしましたら、下手すれば１週間

ほど待たんなるような羽目になるんです。 

  やっぱり、よその市さんのやつを使わせ

てもらう場合、やっぱり豊能町、よその人

間ですんで、そこから見たら、後回しにな

ってくる可能性が結構あります。そうやさ

かいに、１週間も待たんなん羽目になる可

能性が高いさかいに、ぜひとも町長も副町

長も含めて考えていただいて、前向きに、

今の予算にはならんさかいに、今年度は。

来年度の予算に向けまして、何か手立てを

講じてほしいと思うんですけども、その辺、

前向きなお答えが欲しいんですけど、いか

がでしょうか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えします。 

  本当に、非常に重要なお話だということ

は、重々認識はしているところでございま

す。ただ、来年度すぐとかというふうなこ

とでは、まだ考え及んでないところでござ

いまして、今後、当然ながら大事な問題と

いうのは、非常にそれは認識しているとこ

ろですので、中では、検討は今後もしてま

いります。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 

  それなら、やっていただけるものと確信

して、次に行きたいと思います。時間のあ

れもありますんで。 

  まず、２番目の奨学金制度についてでご

ざいますが、確認のため、現行制度の説明

をお願いをいたします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  今中教育次長。 

○教育次長（今中泰行君） 

  お答えいたします。 

  豊能町奨学金、これは条例で定められて

おりまして、経済的理由のため、高等学校

以上の就学が困難と認められる者に対して、

奨学資金を貸与しております。 

  貸与の額ですが、高等学校又はそれに準

じる特別支援学校の高等部、専修学校の高

等課程、高等専門学校の３年まで、こちら

の方については、月額１万2,０００円、年

額にして１４万4,０００円となります。そ

れから、大学、専修学校の専門課程、高等

専門学校の第４学年より後ということは、

大学生に当たる部分ですが、こちらのほう

が月額２万5,０００円、年間にして３０万



 

 3－19 

円、貸与しております。 

  毎年新規で募集しております奨学生の数、

これは予算の範囲内ということになるんで

すけども、高校生が５名以内、それから専

修学校の高等課程、こちらのほうが２名以

内、それから大学、高等専門学校の４年以

降、こちらのほうを５名以内、それから専

修学校の専門課程を２名以内ということで

募集をしております。 

  それから、この条例に基づきます奨学金、

貸与でありますが、返還については、無利

息でございまして、貸与を受けた方は、貸

与期間が終わった後、１０年を限度として、

均等に返還していただくという制度になっ

ております。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 

  今、現に利用されている人数をちょっと

お聞きしたいんです。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  今中教育次長。 

○教育次長（今中泰行君） 

  お答えいたします。 

  今現在、２０名の方に貸与しております。 

○議長（竹谷 勝君） 

  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 

  その２０名は、そしたら、今の奨学金制

度に漏れている方は、申し込めないという

方、申し込んだけども、定員があるんであ

かんという方は、いらっしゃるんでしょう

か。 

○議長（竹谷 勝君） 

  今中教育次長。 

○教育次長（今中泰行君） 

  お答えいたします。 

  毎年募集予算で、確保している募集人員

を下回っておりますので、審査会をかけて

絞り込むということをせず、まずは就学困

難とお申し込みであるかぎりは、就学困難

ということで貸与させていただいておりま

して、２６年度で新規にお申し込みのあっ

た方で、貸与しておりますのが高等学校で

５名、それから大学生で２名ということで、

７名に新規で貸与を始めております。 

○議長（竹谷 勝君） 

  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 

  これは予算が基準なんでしょうか。応募

が多かった場合ね、全て利用できるのが理

想やと思うんですけどね、予算まずありき

で人数を絞るというようなことは、ちょっ

と違うんじゃないかと思うんですけども、

いかがでしょうか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  今中教育次長。 

○教育次長（今中泰行君） 

  お答えいたします。 

  本町の奨学資金制度なんですけれども、

奨学資金の基金を持っておらず、一般会計

から毎年歳出によって貸与しておりますの

で、予算を計上させていただいている額、

それからそれを想定している人数を上限と

させていただいております。 

○議長（竹谷 勝君） 

  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 

  ようわからんですけども、そうしました

ら、次のことですけども、今、例えば定住

化策等を考えまして、奨学金を借りて、あ

と、社会人になって豊能町に住まれて住民

税を払うことになるんですけども、そのと

きに、例えば何年間豊能町にお住みいただ

いたら、奨学金の返還を免除するというよ

うな制度は考えられませんか。 
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○議長（竹谷 勝君） 

  今中教育次長。 

○教育次長（今中泰行君） 

  お答えいたします。 

  今、この場で御提案いただいたところで、

質問のほうでも創設はということなんです

けれども、今現在、条例のほうでは、免除

又は返還が困難な方に対しては、一定期間

猶予するという制度を持っておりまして、

今現在は、定住化策の一つとしての免除制

度という部分については、検討しておりま

せん、考えておりません。 

○議長（竹谷 勝君） 

  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 

  これは、ほんまに教育委員会と違うと思

うんです。副町長か町長の話になるんです

けども、例えば町長はいつもＩターン、Ｕ

ターンおっしゃられてますわね。私らは前

から交通費をただにしてまえといったよう

なことをたいそうなことを今まで言うてき

ましたけども、例えばこれ、大学終わって

５年間でも、例えば５年ですよ、７年かも

わからん、それは、ペイできる年数を設定

してもろうて、したら、別にペイできんね

んから、赤字にならんということですわね。

そしたら、青空天井で募集はできるという

ことですので、町長か副町長か内田部長か

わかりませんけども、その辺ちょっと前向

きに検討するという考えはありませんか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  若者の定住施策として、ほかの市町村も

一定の条件の下、減免しているというのは、

承知しております。今後、本町としても勉

強はしてまいりたいと思います。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 

  これは、町長の今までずっとおっしゃら

れていることに合致すると思うんです。ぜ

ひともやっていただきたいと思いますので、

お願いをいたします。 

  それでは、次の教育問題は、うちの同僚

議員にお任せしまして、４番目の光風台駅

前のバリアフリーについてお聞きをいたし

ます。 

  私たちのイノベーションとよので、先日

情報公開お願いして資料いただいたんです

けども、それは、エスカレーターの更新追

加調査及び構造検討業務報告書でございま

す。 

  これによりますと、検討結果のまとめと

いうのがあるんですけども、ちょっと読み

上げますけども、上部構造について、本エ

スカレーターの上部構造については、柱脚

の補強及び既設構造部台の取り替え等の改

修工事により、建築物としての安全性は確

保されるとあります。 

  次に、地盤についてですけども、エスカ

レーターを支持する地盤と建築物の関係に

ついて、傾斜地の建築物に求められる建築

基準法及び宅地造成規制法等の関係法令で

求められる条件を満たさない。本エスカレ

ーターは、計画時に道路構造物等の別の視

点での安全性の確認が行われ、建設され、

豊能町に移管されたと推察するが、検討さ

れた資料及び施工時の資料は引き渡されて

いない。 

  現行法を満たす改修を行うためには、各

柱脚部直近において、ボーリング調査を行

い、各部の土質調査を行い、精度の高い現

況の土質の把握により、補強方法を検討す

ることが必要である。しかし、立地条件が

急斜面であることや、本エスカレーターの
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柱脚周りに作業スペースが確保できないた

め、補強検討を行う調査を実施することは

できない。 

  また調査可能な隣接地のデータにより、

補強方法を計画した場合であっても、既存

柱脚の地盤面下の補強工事を行うことは、

工事上の作業空間の確保、安全性の確保や

工期、費用面で現実的ではないと判断する

とのまとめがまとめられたわけであります。 

  この報告書の結果を、普通に考えた場合

は、無理じゃないかと思うんですけども、

石田部長ですか、担当、これどうされる方

向でお考えですか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  石田建設環境部長。 

○建設環境部長（石田 望君） 

  お答えいたします。 

  今おっしゃいました報告書に基づきまし

て、現在、ほかに書類がないかどうかとい

うふうなことで確認をいたしておりまして、

その上で、どういうふうにするかというこ

とを検討していきたいというふうなことで、

ただいまは検討中でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 

  専門の業者が、こういうふうにまとめた

わけです、最終的に。これ、何を検討する

んです、業者を信用しないということでし

ょうか。その辺、ちょっと。専門の業者が

高い金額をかけて、専門に調査していただ

いて、結果がこんな結果ですわな。これ、

何か部長が検討して、これがまた生まれ変

わるということがあるんでしょうか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  石田建設環境部長。 

○建設環境部長（石田 望君） 

  お答えします。 

  今、おっしゃっているのは、この報告書

では無理と違うんかということなんですけ

ども、今現在、現場と当初光風台の駅前等

ができましたときの図面等々と確認等やっ

ておりまして、その中で、擁壁の形とかが

確認できましたら、その計算等もできると

いうこともございますので、そういう作業

を現在やっておるところでございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 

  ちょっと専門的なことをお聞きするんで

すけども、これは部長やと思うんですけど

も、鉄道法と宅地造成規制法等のどちらが

きついんでしょうか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  石田建設環境部長。 

○建設環境部長（石田 望君） 

  お答えいたします。 

  宅地造成規制法のほうがきついと思って

おります。 

○議長（竹谷 勝君） 

  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 

  やっぱり一番大事なんは、人の命やと思

うんです。冒頭から人の命の話、今日はし

てますけども、利便性も大事で当たり前で

ある。それとまた弱者対策は、やっぱり大

事であります。命、それから弱者様、これ

考えたときに、この報告書見たら、もうこ

れ無理やと思うんです、私。私も土木建築

の専門家ですけども、これに逆らう必要は、

私ないと思うんです。覆すことはできない

と、私は理解してますんよね、専門家とし

て。 

  それやったら、今、３１年まで今の現エ

スカレーターが動くわけでありますから、

早いとこ別の手立てを考えるのが、豊能町

としても得策じゃないかと。また、これ次

の今のこの報告書にあった調査を、またお
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金かけてするんですか。まず、ほんまに、

これの障害、障壁、これを除去しようと思

うて、また予算を使う予定ですか。 

  部長お願いします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  石田建設環境部長。 

○建設環境部長（石田 望君） 

  お答えいたします。 

  今考えてますのは、今、その報告の中で、

議員おっしゃったように無理なんちゃうか

ということなんですけども、今現在あるも

のは、当初できたときには、安全であると

いうことで擁壁等の上に乗っておるという

ことでございます。そういうことから考え

ますと、今のものが、宅地造成規制法の中

で安全であるという証明ができない場合に

は、低いところからの安息角の中に、基礎

が入っているかどうかということになって

まいりますので、そういうことになると、

大分費用がかかるんですけども、それまで

にそういう擁壁等の先ほど申し上げた構造

等が分かれば、計算等ができましたら、安

定かどうかというとこになりますので、ち

ょっとその辺を今現在検討しているという

ことで、今後、その費用をかけるんかどう

かというのは、まだ今後検討した後につい

てくるもんでございまして、今、どうする

かというのは、ちょっとお答えできない状

況でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 

  今度、また町長にお伺いするんですけど

も、この報告書によったら地盤があかんと

いう話ですな、これ。それやったら、今３

１年まで動かすことは可能なエスカレータ

ーはそれまで動かして、私、前からあの地

盤、怖い、怖いとずっと言うてましたやん。

何で山側へつけへんとか、それやっぱり現

実のものになってきたわけですね、この文

章からいくと。それならば、もう３１年ま

で動かして、その間にエレベーターをつけ

るという考えでいくのが、これ、普通じゃ

ないか。今ここで決断してもいいんじゃな

いかと思うんですけども、町長いかがでし

ょうか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  先ほど答弁ありましたように、その確認

の方法としては、現在の、一般建物でも同

じですけれども、現在の擁壁、これが安全

ということが確証できれば、それはそれで

確認できると。ただ、その安全性が確認で

きない場合は、その安息角をとってみると

いうような話でございます。ですので、今

現在、その擁壁等で安全性が確認できるか

どうかということを、まず、今検証してい

るところでございますので、その結果を待

って、また考えてまいりたいというふうに

思っております。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 

  まだ時間的に余裕あるんやから、そりゃ、

お金をかけずに検討できれば、そりゃ検討

したらいいんですけども、もともとは地盤

悪いとこう言い切っている報告書ですやん、

これ。建築の専門家ですので、町長もよう

わかるんです。地盤が悪いというようなと

こへ、やっぱり建てれませんやん、普通。

家かて、やっぱり地盤調べるわけですやん、

木造の家建てるにしても、支持力確かめて。

そうやさかいね、ほんまに、別にこれ町長

が悪いわけでもありませんやん。地盤が悪

いの、町長の責任違うんやさかい。 
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  それをね、もう早いとこやったほうが、

またこれが今の擁壁の構造を考えるのに、

２年も３年もかかったら、これあかんわけ

ですわね。３１年までにせないかんのやか

ら、とにかく。だから、そろそろ町長、別

に町長の責任でエスカレーターが断念とい

うことでもないわけです、これ。地盤があ

かんねんやもん。地盤があかんねんから、

地盤の責任ですやん、これ。だから、町長、

今見切りどきやと、私思うんですけどね。

どないです。見切りませんか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えします。 

  繰り返しになるんですけれども、今現在、

先ほど申しましたような形で検証している

ところですので、その結果を見て、また判

断してまいりたいと思います。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 

  わし、優しい言うてまんのにな。町長の

責任違うさかい、もう、そんなら、いいで

す、しゃあないですわ。あかんもんはあか

んと、見切り千両です。それならば、ほか

の新しい手立てを考えるのが、町長の責務

やと私思うんでね、ぜひともそういうふう

な考えになっていただきたいと希望します。

希望です。 

  次に、時間がちょっとなくなってきたん

ですけども、ダイオキシンのクボタの問題

に入りますけども、和解したわけですけど

も、和解というかぎりは、勝ち目がないと

思って和解というのが一般常識やと思うん

ですけども、その勝ち目のないと判断した、

どこをもって勝ち目がないと判断したかを、

ちょっとお教え願います。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  こちらにつきましては、双方原告側、ク

ボタ側、またこちら組合側と、それぞれ意

見を出して、その結果、裁判所のほうで一

定の和解案が出てきたところでございます。 

  その和解案というのは、当方にとっても

非常に厳しいものでしたので、また、この

まま続けたとしても、もう９割以上の負担

になるのではないかというような、そうい

ったまた厳しい見解も、裁判所からも示さ

れてきたところです。また、これにつきま

しては、長引けば長引くほど、金利という

のもかかってきまして、これ、今求めてい

る金額の５％いうものが、毎年かさんでく

るということでございます。 

  そういったことから考えますと、今現在、

これを、裁判所の見解、またこのまま続け

ていくことを考えると、今、和解したほう

が、これははるかに、組合としても、これ

を飲むほうが妥当ではないかということで、

この結論に至ったということでございます。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 

  ちょっと内容が違いましてね、普通は和

解せえと裁判所が言うのは、理解している

わけです、割と裁判詳しいんで。その裁判

所の和解は、当然和解せえと言うんです。

しかしながら、うちというか、この施設組

合にマイナス面がないとした場合、次の地

裁で判決もろうて、高裁へ行けると。高裁

もできるわけですわな、高裁へ持ち込みが。

それをしなかった理由は何かということで、

その契約にミスがあったんか、この施設組
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合側ですよ、それを聞きたいですねん。 

  今後、またこんな契約がいっぱいあるわ

けですやん。契約ごとにミスがあったのや

ったら、しゃあないかなと思ったりします

ねん。裁判所は和解というのが、当たり前

やから、和解前置主義やしね、今は。そう

やから、マイナス面がない場合は、和解す

る必要はないわけですな、勝てると。高裁

に行っても勝てる自信があれば、和解は要

らんわけです。 

  それを和解されたということやさかいに、

何かマイナス面があったんかなと、それを

お聞きしたいんですねん。事務的なことが

あったんか、その数量的なことがあったん

かですね、それだけ聞きたいだけですねん。

お願いします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  私どもとしましても、当然ながら、私ど

もの主張、クボタはクボタの主張をしてき

た中で、今回こういった形に至っておりま

してね、どこに落ち度というよりは、私ど

もの主張とクボタの主張の中で、裁判所が

こういった形で判断をされて、また今後、

まだ延びれば延びるほど金利もかさむとい

うこともあります。 

  裁判所の判断も非常に厳しいものでした

んで、このまま裁判、上告するよりは、今

和解したほうが適切であるというふうな判

断に至ったところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 

  その和解というものは、そもそも裁判所

は和解勧告しますけど、和解案も裁判所出

してきますけども、それを最終的に原告・

被告が飲んでの和解ですんで、もう和解の

段階においては、裁判所の勧告は全然関係

ないわけですな。勧告以外で和解すること

いっぱいあります。勧告より低い額で今回

和解したんやさかいね、それと同じことで

すわな。 

  和解は別として、高裁へ控訴することが

できたわけですやん、結果としてね。それ

をやめて和解したんやさかいに、何のミス

があったんかを、ただ、単純に聞きたいだ

けですねん。そんな難しいことじゃないで

す、一個も。副町長でも構へんですけど。 

○議長（竹谷 勝君） 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  こちらにつきましては、要は、損害賠償

請求ということで、原告はしてきたわけで

す。それに対して双方主張して、こういう

形になったということですんで、裁判所か

ら出てきたのも、交通事故も一緒ですけれ

ども、何対何ぼという形で、一定出てきた

と。要は、それについて、我々も裁判所の

話も、厳しい割合等も勘案し、かつ、これ

から延ばしたとしても、負けた場合には、

毎年の金利がかさんでくるということから

勘案すると、このまま高裁に持っていった

場合には、決して有利に働くとは思わなか

ったので、こういう判断に至りました。 

○議長（竹谷 勝君） 

  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 

  そうしましたら、施設組合にマイナスは

なかったということで理解していいんでし

ょうか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 
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  お答えします。 

  こちらにつきましては、補助金もらって

いる分で、当然会計検査ももう３回も受け

ておりますし、私どもとしては、私どもが

正しいという主張をして、今現在、裁判所

はそういった形になったといったところで

ございます。 

  以上でございます。 

○７番（岩城重義君） 

  一般質問を終わります。 

○議長（竹谷 勝君） 

  次に、橋本謙司議員を指名をいたします。 

  橋本謙司議員。 

○４番（橋本謙司君） 

  ４番、イノベーションとよのの橋本です。

理事者の皆さんには、はっきりとわかりや

すい前向きな答弁をよろしくお願いします。

時間もありませんので、早速質問に入りま

す。 

  まず最初に光風台駅前エスカレーターに

ついてお伺いします。 

  昨日から先ほどまで、質問に対する答弁

を聞いていても、非常に苦しい答弁なり、

全く理解ができへんような答弁が多いなと

感じました。昨日からるる何回もおっしゃ

ってましたが、課題を克服するための検討

とは、どのようなものかお聞きします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  先ほども答弁させてもらったとおりでご

ざいまして、要は、安息角という意味で言

うと、今、一部足りてないところがある。

ただ、擁壁等がそれが当然ながら、安全で

あるということがわかれば、それについて

は、当然安全であるということはわかりま

すので、今、そういったことで、その擁壁

等について安全であるかどうかというふう

な検証をしているというところでございま

す。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  橋本謙司議員。 

○４番（橋本謙司君） 

  先ほど岩城議員が読み上げてもらいまし

たが、この資料には、安全性の確認が行わ

れ建設された、その後、豊能町に移管され

たと推察されると。ただ、検討された資料

及び施工時の資料は引き渡されてないとい

うようにあります。この資料が今ないから、

今擁壁の構造なりその検証ができてないと

おっしゃりましたが、ここの最後に、その

後にもずっと書かれている例えば作業スペ

ースの確保ができへん、補強検討は難しい

ん違うか、例えば作業空間の確保、安全性

の確保、工期費用も現実的でないと判断す

ると書かれているものは、これは、今、擁

壁の構造を検討することに対してのことの

評価を書かれているものじゃないのですか。 

  それについてお聞きします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  石田建設環境部長。 

○建設環境部長（石田 望君） 

  お答えいたします。 

  そこに書かれてます作業スペースとか、

どうのこうのという部分につきましては、

現在あります擁壁等がありますので、そう

いうものから見たときに、そのスペースが

取れないとか、そういう意味で書いてある

と思います。 

（発言する者あり） 

○建設環境部長（石田 望君） 

  そこに書いてあることは、だから、現在

あります擁壁等のスペース等が狭いという

ことと、高さもありますので、そういうこ

との中での作業がしにくいということで書

いてございます。 
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  以上です。 

○議長（竹谷 勝君） 

  橋本謙司議員。 

○４番（橋本謙司君） 

  いや、私が聞きたかったんは、それも含

めて、今、課題を克服するための検討を進

めるということで、昨日から何遍もおっし

ゃってましたが、それが、この擁壁の構造

を調べるということやと、今おっしゃいま

したね。ただ、それができないということ

をここに書かれているんではないんですか

ということを聞いているんですよ。 

○議長（竹谷 勝君） 

  石田建設環境部長。 

○建設環境部長（石田 望君） 

  お答えいたします。 

  現在、当初あそこの光風台の開発等でで

きました届なんかとこいろんなとこを捜し

ておりまして、その図面と現場との対比等

を行い、その中で、擁壁の形式等が、現在

あります擁壁等がどういう形になっている

ものかということやらを検証できれば、そ

の中で、安全計算なり何なりができますの

で、それに基づいて、安全が確認できまし

たら、そこに書いてあるような基礎等は不

要でございますので、そういうことで、今

検証を行っているというとこでございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  橋本謙司議員。 

○４番（橋本謙司君） 

  この報告書が上がってきたんが１１月２

０日、今既に３カ月たとうとしています。

３カ月もっとか、もう３カ月たちましたや

ん。３カ月の間で、多分今おっしゃった答

弁でいくと、この資料、施工図面がちゃん

と出てきたら、この検証はできる。出てこ

なかったらできへんと聞こえましたけど、

その辺はどうですか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  石田建設環境部長。 

○建設環境部長（石田 望君） 

  お答えいたします。 

  現在、その報告をいただいてから３カ月

以上たっとるんですけども、その中で、い

ろいろと書類は捜してまいりました。その

中で、施工当時の図面ではないかというよ

うなものは見つかりました。けれども、そ

れと現場行って測っていった中では、ちょ

っと現場とその図面とが整合しないとかい

うふうな部分もございましたので、現在の

ところ出来高の図面がほかにあるんではな

いかなというふうなこと等を今、いろいろ

と捜しているところでございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  橋本謙司議員。 

○４番（橋本謙司君） 

  いや、僕が聞いたのは、そうじゃなくて、

図面があればできるけども、図面が出てこ

うへんかったら、今言うここの何回も言っ

ている克服のための検討ということが進ま

ないということでいいかということを聞い

ている、それだけお答えください。 

○議長（竹谷 勝君） 

  石田建設環境部長。 

○建設環境部長（石田 望君） 

  お答えいたします。 

  今の図面等何もなかった場合は、非常に

改修とかいうのが、しんどいというふうに

は考えておるところでございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  橋本謙司議員。 

○４番（橋本謙司君） 

  これね、昨日から課題を克服するための

検討、検討って格好いい言葉を言うてたけ

ども、実はそうじゃなくて、図面が出てこ

うへんかったら、何も話進めませんという

ことでしょう、これ。ただ、さっき申し上

げたように、これ１１月２０日に報告書が
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出て、そういうものが要ると分かっている、

３カ月たっても出てこない、任期中、ずっ

と捜し続けるんですか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えします。 

  当然ながら、捜し続けるというわけには

ないですけれども、それは今、再度もう少

し検証というか、書類を捜すことも含めて、

もうちょっと見ていきたいというふうに思

っております。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  橋本謙司議員。 

○４番（橋本謙司君） 

  やっぱりね、これね、先ほど岩城議員も

言われたけど、町長悪いん違うんですよ。

地盤が悪いだけですよ。あともう一個悪い

のは、この書類がきっちりと引き継がれな

かったということも悪さはある。これがあ

ったら、多分、その検証はできたはずやか

ら、それが今行政の手元に渡ってない。こ

れは確かに開発した企業と、それを移管さ

れた豊能町の間の悪さやから、そこは仕方

ないかもわからんけど、本来、それがあっ

たら何も悪くない。 

  書類が今ないことと、地盤の悪いことが

問題。町長、それはしたいですよ、そりゃ、

公約で言わはったんやもん。けど、できへ

ん。それはあなたのせいじゃなくて、地盤

が悪いからできへんということを、多分３

カ月以降捜しても一緒ですよ。半年、１年、

もしくは、あなたが任期中ずっと捜し続け

て無理でした、それで終わるかどっちかだ

と思いますけど、私自身は、逆に、この３

１年度末に、エスカレーターをやっぱりフ

ルメンテナンスできなくなる可能性がある、

そこまでにやはり何らかの移動手段の確保

というのは、絶対すべきやと思うんですね。 

  それをやろうと思ったら、ある程度、順

序、スケジュール感を持っていくと、多分

２７年度中には、それなりのある程度の方

向性を決め、そこからまた基本設計、実施

設計、施工とやっていくとしたら、多分２

７年度中には、その意思決定をせなあかん。 

  今、３カ月間ずっと捜してきたけど、な

い。ないから、金をかけてまた更に検査を

すると。それも一つあると思います。けど、

私自身は、今回２７年度の当初予算にエス

カレーターの費用、予算を上げてこなかっ

たと、それは僕、賢明と思います。 

  だから、岩城議員も言うたけども、誰も

責めないです。あなたが悪いんじゃないか

ら。地盤が悪いんやからできませんという

ことを早く住民に知らせるおつもりありま

せんか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  こちらにつきましては、先ほどおっしゃ

っているように、３１年までにはこれはや

らなければいけないというのは、それは

重々認識しているところでございます。３

１年の切れるまでには、何らかの形でしな

ければいけないというのは、重々認識して

いるところでございます。ですので、まだ、

今しばらく検討を、私はしていって、それ

から判断はしたいというふうに思っており

ます。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  橋本謙司議員。 

○４番（橋本謙司君） 

  これね、責めても仕方ないですからあれ

ですけど、ただ、そもそも今回のこの報告
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書についても、我々が指摘をしてこういう

検査もされた。普通はそうじゃなくて、も

ともとエスカレーターを更新すると決めた

時点で、このぐらいのことをやっとかなあ

かんいうように思いますけども、この今回

の調査、もともと町長が当選され、エスカ

レーターを更新すると決めた、なおかつ今

２年半たってもできてない。僕、そこの段

取りめちゃくちゃ遅いと思うんですよ。全

部が後手後手になって、結局、結果してあ

かんかった。 

  我々それはもともと思ってましたけど、

その辺のそもそもの進め方に問題があった

とは思われませんか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  若干、そういったことについては、問題

があったのではないかというふうには認識

はしておりますけれども、まあ、まあ今出

てきた課題に対して、まずはやっぱり検証

させていただいて、課題の解決ができるか

どうかということは検討していって、今年

度中には、当然ながら判断していきたいと

いうふうに思っております。今年度という

か、来年度の頭には、検証はしていきたい

と思っています。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  橋本謙司議員。 

○４番（橋本謙司君） 

  これね、町長もともと当初当選されて、

エスカレーター更新するんやとおっしゃっ

たときは、それこそ交付金がなくてもやる

とか、逆に早くやるのは、３１年度末待た

ずに早くやるのは、交付金があるうちにや

ると、何遍もおっしゃった。ということは、

これについても、早くやるということであ

れば、多分、今あなたがすぐに決断されて

も、実質エスカレーター、エレベーターど

っちかわからへん。エスカレーターをまた

別のところに新たに上下のやつをつけるの

も、一つ手やと思いますよ、我々はそう思

ってないけど。 

  けど、そういうようなことをやるにした

って、早く決断を出さんと、今決断したっ

て、３１年度末に間に合うか間に合わへん

か、もしくはそれより１年前にできるかぐ

らいですよ。 

  当初、あなたがおっしゃってた交付金が

あるうちにやりたい、だから、前倒しする

んやというロジックは、今どう思ってます

か。 

○議長（竹谷 勝君） 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えします。 

  当然ながら、こちらについては交付金や

っぱり活用していきたいという思いは、引

き続き持っております。そのためにも、今、

検証遅れていてあれですけれども、早急に

検証はしていって、結果は出していきたい

と思っております。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  橋本謙司議員。 

○４番（橋本謙司君） 

  あのね、これ以上言ってもしょうがない

のであれですけど、３月議会に入ってから

いろんな説明等とまた答弁を聞いてきまし

た。エスカレーターにかかわらず、財政的

にはどんどん厳しくなる、そういうふうに

おっしゃってきた。多分、エスカレーター

も単費でやろうと思うたら、あなたの決断

で何ぼでもできるはずや。けども、昨日か

らるる述べられているような財政的にはど

んどん厳しくなるという現状の中では、多
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分、そこはそんな判断はできへんというふ

うに思いますけども、それこそ町長は幾ら

までやったらエスカレーター更新、修繕に

予算を投じてでもやろうと思ってますか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えします。 

  今現在、課題の解決に向けて、今検証し

ているところですので、やはりそれが出て、

どれぐらいかかるのかということをやっぱ

り見てからでないと、今の時点で幾らであ

ればというのは、お答えできないというふ

うに思っています。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  橋本謙司議員。 

○４番（橋本謙司君） 

  済みません、お答えできないのわかって

聞きましたけども、ただね、田中町長にお

いては、やはり現状の町の財政の状況、今

後ますます進む高齢化、なおかつ若い世代

を呼び込みたいという思い、町の財政の全

体最適化いうこと等々を勘案していただい

て、やっぱり早期に、町のために英断をぜ

ひともしていただきたいというように思い

ますけども、いかがですか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えします。 

  ですので、私も早期にはやってまいりた

いというふうに思っておりますので、今、

課題の解決に向けて早期に検討してまいり

ます。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  橋本謙司議員。 

○４番（橋本謙司君） 

  はい、この件については、早期に英断を

されるということを期待したいと思います

し、何度も言いますけども、これはあなた

が悪いんじゃなくて地盤が悪いということ

は、しっかりとわかった上で決断をお願い

したいなと思いますので、よろしくお願い

します。 

  次に移ります。次に、議会の意見に対す

る行政のスタンスについてということでお

聞きします。 

  １２月議会で提案された公民館の使用料

の条例の件について、議会や委員会では、

改定の時期、また他施設の使用料との関係

等々の議論があって、結果して反対多数で

否決になったというように思いますけども、

そのときに、公民館のみではなく、福祉関

連施設、学校施設、体育施設等も合わせて

精査すべきではないかというふうな議論が

あったと思いますけども、それに対して、

どのように対応されてますか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  使用料の見直しの全般についてでござい

ます。当然のことながら、使用料・手数料

の見直しの際には、公民館だけではなくて

全ての施設の使用料・手数料を対象にして

調査を行ったところでございまして、調査

を行いましたときには、近隣の市町全ての

施設の使用料・手数料、まず調査しまして、

それと比べてどうかということを見ました。 

  よそよりも低い、かなり安いというよう

なものだけをピックアップをして調査をし

て、そしてまた一方ではコストの計算もし

まして、住民さんの御負担はどれぐらいの

ものかというようなことも調査して検討し

た結果、最終的に西公民館と中央公民館だ

けが見直しの対象となったというもので、

その公民館だけにターゲットを絞って見直
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したものではございません。初めから全て

の施設を見直した上で、最終的には公民館

だけであったということでございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  橋本謙司議員。 

○４番（橋本謙司君） 

  今ね、ちょっと私が言おうと思っていた

ストーリーと違って、中公・西公のみを、

施設全体を見たけども、中公・西公が上が

ってきたんで、それを見直すということに

しましたと、今おっしゃった。ただ、体育

施設について、これ教育委員会が出してき

た公民館条例が否決された、そのときにい

ろいろな審議があったにも関わらず、教育

委員会からは、１２月の議会でいろんな意

見があって否決されたのに、１２月２４日

の教育委員会議では、体育施設の減免規定

の改正を提出して、可決されたとなってま

す。 

  公民館条例のときの委員会とか議会での

審議・審査で出た内容というのを、どのよ

うに受けとめられて提出されましたか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  今中教育次長。 

○教育次長（今中泰行君） 

  お答えいたします。 

  まず財政健全化プランに基づく使用料及

び手数料のこの定めの見直しは、平成１８

年、それから平成２２年、４年ごとに、今

回は平成２６年ということで見直すスケジ

ューリングがされておりまして、教育委員

会施設について、施設の運営コストと見合

う使用料の設定になっているか、一応基本

は公民館等は、コストの２５％、そこに至

っているかというところで調査いたしまし

たところ、７割近くを公費が持っていたと

いうことでしたので、見直し案を出させて

いただいたところでございます。 

  それから御指摘のもう一点、減免のとこ

ろ、スポーツ施設の減免につきましても、

この財政健全化プランの中に、減免につい

ての基本的な考え方ということで、要は使

用料の適正な負担を求めて改定いうか見直

すという趣旨ではなく、やはり使用料を見

直すからには、受益者負担を明確化する、

それと公平な負担をしていただくと、こう

いう面から減額免除に対する範囲も真に必

要な場合に限定せよという趣旨がございま

したので、明確でない減免運用をいうか、

徴収をしている方法であったので、近隣調

査しましたところ、やはり社会教育団体に

対して、１００％減免をしているという施

設が見当たらなかったので、やっぱり、ス

ポーツを推進する趣旨も必要かと思いまし

たので、他市にも例にならって５０％とい

う定めを提案させていただいたところでご

ざいます。 

  よろしく御理解いただきたいと思います。 

○議長（竹谷 勝君） 

  橋本謙司議員。 

○４番（橋本謙司君） 

  さっきの内田部長の答弁では、全ての使

用料等々見直して、中央公民館と西公民館

だけが土俵に上がったと、あえて僕は聞か

ないのに言ってありましたよね。なぜ中公

と西公しかといったら、公民館しか対象に

ならへんかったのに、なぜその体育施設は

改定される必要があるんですか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  このたびと今おっしゃっているのは、減

免の見直しのことでございまして、このた

びの財政健全化推進プランでの使用料・手

数料の見直しは、それは住民負担の、使っ

ている方と使っていない方のコストの負担

は当然あるだろうということで見直したも

のでございまして、そもそも減免規定の見



 

 3－31 

直しというものは、財政健全化の一環とい

うか、財政効果を出すというのが目的では

ございませんでして、公平・公正の見地で、

考慮するものというふうに考えております。 

  ただ、財政健全化推進プランでは、使用

料・手数料の見直しの際に、減免規定も必

要最小限のものにしましょうということは、

各課・各施設にお願いをいたしまして、各

部署のほうで、それぞれ御検討いただいた

ものということでございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  橋本謙司議員。 

○４番（橋本謙司君） 

  あのね、僕、これ委員会のときにも申し

上げたけども、別に上げたらあかんじゃな

いんですよ。上げるんやったら、ほかの施

設もみんな見ながら、適正かどうか、僕は

他市町村となんかいいんかと思っているん

ですよ。これは、豊能町の特徴があるから、

わざわざ都会と比較する必要は全くないで

すよ。不便なところ、不便な地域なのに、

何でわざわざ便利なところと比較する必要

は、僕はないと思ってます。 

  けど、僕が言っているのは、実は上げる、

上げへんとか言うてるんじゃないです。１

２月議会の議会委員会の中で、そういうふ

うないろんな議論の話が出ているのに、そ

れを無視して何ですぐの１２月２４日のと

きに、こんなことを教育委員会議でかけた

んやと、僕はそのセンスがなさすぎるん違

うかと。それは教育委員にかけたときには、

しっかりと、議会ではこういう議論はあっ

たけども出すんやという、教育委員なり、

町当局の判断はあった上で、これはされた

ということでよろしいですね。 

  僕は上げることに対して、特に言ってな

い。議会を軽視しているん違うかというこ

とに対して言っているんです。どうですか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  今中教育次長。 

○教育次長（今中泰行君） 

  お答えいたします。 

  上程させていただいている時期が、条例

は１２月の議会、それから規則の改正は１

２月の教育委員会定例会というところで、

規則に関しては、教育委員会の御審議によ

って御提案させていただいて、御審議いた

だいたものなんですけれども、両方のプラ

ンというのも、並行で今年度見直しを進め

てきてて、上程さしていただいている時期

も前後しているというところで、規則につ

いては、教育委員会の言えば、その執行権

限の中で御審議いただいたということでご

ざいます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  橋本謙司議員。 

○４番（橋本謙司君） 

  僕はそう言うてるんじゃなくて、議会が

先にあったでしょうって。議会で否決され

て、その後の１２月２４日の教育委員会で、

そういうことをかけられている、本来、そ

こで、いや、議会でこんな議論があったか

ら、今は時期違うんじゃないかということ

があってもしかりなんじゃないの。それを

余りにも議会での議論とか、委員会での審

査というのを無視をしているんじゃないか

ということを、僕は言うてるんですよ。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  石塚教育長。 

○教育長（石塚謙二君） 

  公民館条例が否決されたことによって、

こういう状態である、それで正直申し上げ

て、規則をどうしようかと考えたんです。

相談しました、町で。しかし、一方でプラ

ンがありまして、そこで減免についても、

一定考えると、先ほどの内田部長の話があ
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りましたので、これは、これでやっていく

必要があるんではないかという判断を、町

として、あるいは教育委員会として行った

ものであります。 

○議長（竹谷 勝君） 

  橋本謙司議員。 

○４番（橋本謙司君） 

  これ、何遍も言うてるように、僕が言う

てるのは、大きなことやけども、いや、そ

ういう議論、審査、意見、否決があった、

これ可決されてたら別でっせ。否決されて、

そういう理由でされてるにも関わらず、そ

ういうふうに動くということ自体、僕は信

じれないですね。僕やったら、そんなこと

多分しないと思います。ちょっと待てと、

もうちょっと再考しようと。 

  調べると、年額たった５０万ですよ、こ

れ。この改定をすることによっての教育委

員会資料を見ると、年間大体５０万ぐらい

書かれてる。さっき内田部長さんが言うよ

うに、もともとの使用料全部見直したけど

も、中公と西公だけがあって。ようわから

んですよ、今、説明ずっと聞いてても。全

部が論理破綻してるんじゃないか。今回の

判断について、町長、これ議会軽視だと思

いませんか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  確かに議会でそういった議論があったと

いうことは、認識しているところでござい

ます。一方、これ減免ということもありま

して、当然他都市との比較等々もしてまい

ってきたところでございます。そういった

こともありまして、また、財政の健全化推

進プランということでやっている中でも、

非常に財政状況が、豊能町の中で厳しいと

いうこともあって、やっぱり受益されてい

る方からは、一定御理解いただこうという

ことで進めている中、この中でも、手数料

というよりは、もともと支払うところを、

これまでずっと減免をしてきたというよう

なところもございまして、若干、手数料を

上げる分とは、ちょっと性格も異なるので

はないかと、私としては思っておりまして、

そんな中で、他都市の状況も見て、これ減

免ということであれば、これは見直して、

少しでも財政のためにということもありま

して、私といたしましても、これについて

は、規則のほうで定めてほしいということ

で、検討してほしいということで、指示は

したところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  橋本謙司議員。 

○４番（橋本謙司君） 

  これ、僕何度も言うけども、上げること

について言っているんじゃないんですよ。

議会で審議・審査があって、意見があって、

否決にもなっているのに、それを何であえ

て終わった途端の同じ月に出してくるんや

と、それがおかしいん違うかということを

言うてるんですよ。いいですか。 

  ほんで、ただもう一個言います。今回の

この減免の改正、規則改正なんで、当然議

会の審議とか審査要りませんよね。ただ、

教育委員会議で、もう１２月にその方針が

決まった、なおかつ今、多分、住民の負担

がふえるということも決まっている。けど

も、これを今、議会に情報提供すべきやと

思うけども、本日現在、多分、誰も知らん

と思う。そのあたり情報提供何でしないん

ですか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  石塚教育長。 

○教育長（石塚謙二君） 
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  議会において条例が否決されたこと、そ

の状態で規則を定めたのはいかんというこ

とは、道義的にはわかります。道義的には

理解します。しかし、規則制定は委任事項

でありまして、町の方針として、粛々とそ

れをやるということは、私は認められてい

ることでありまして、それは議会軽視では

ないと思います。道義的には、確かにそう

いうことは考えなくちゃいけない。道義的

に考えたんです。だから、道義的には、本

当にこれでいいだろうかと、否決されたと

きに、これを定めることは、妥当かどうか

という判断をした、道義的に判断をした。

しかし、委任された権能を持って、プラン

に基づいて、粛々と対応するということは、

これは妥当なことであると判断したという

ことであります。 

  それについて、もう一つは、今度は規則

レベルのことについて、どの程度、議会に

お伝えするのか、披瀝するのかという関し

ては、明確に私個人としては、ルールが決

まっていると思ってません。ですから、権

能として、教育委員会だけではなくて、規

則が町長の判こないしは教育委員会の判こ

でもって規則制定されますので、そのこと

をどの程度まで議会と相談をしてやるのか

ということについては、今後、どのように

していくか、それ課題ではないかと、私は

考えております。 

  ただ、確かに道義的には、十分にこのこ

とについて、お伝えしてなかったというこ

とに対しては、反省をしなきゃならないと

思いますが、しかし、権能を行為した、そ

れに対して、どの程度議会に対して報告す

るのか、これはルールが定まってないとい

うことは、きちんと私たちは判断しておく

必要がある。互いに考えなきゃいけないこ

とでないかと思います。 

○議長（竹谷 勝君） 

  橋本謙司議員。 

○４番（橋本謙司君） 

  これね、議員も、我々は当然住民負担が

ふえるとなったら、我々のとこに言うてき

はるんですよ。これ１２月２４日に、その

方針が決まっているのに、まだなおさら

我々に伝わってきてない。どう考えてもお

かしいじゃないですか。 

  今言うように、当然、自らの権能でやら

れた、それはいいですよ。それは否定しな

い。決まったことを、いち早くお伝えする

という誠意が全くないというのが、僕はお

かしいと思う。本来、住民にも知らされて

ない、議会も知らないと。なおかつ４月か

らは変わる。そんなこと普通あり得んじゃ

ないですか。 

  これね、やっぱり一つ、例えば今回のよ

うな議会の審議とか審査すらも配慮されへ

んということであったら、規則制定そのも

のの考え方、根本から僕は考えなあかんと

思うんですよ。今回でも出されてますよね、

保育所の関係。あれでも、やっぱり本来、

迅速性・速報性を求めるために、規則で運

用していると考えてますよ。それはそれで

必要なもんやと思う。 

  けど、今回のように、別に事前の公告、

ほんまやったら、事前にこういう影響が出

ますけどみたいなことがあったんやけども、

仮にそれがなくても、変わったんやったら、

変わったで、すぐに報告は、僕はそれはす

べき、それはする、僕は義務はあると思い

ますよ。それは、規則なんて、議会に審議

諮らへんから、別に言う必要なんかありま

せん。それは、僕は道義的にもおかしいし、

人として、僕はそういうやり取りは絶対あ

って当たり前や、報告ぐらいはね。事前の

調整をせえとは言いませんよ。結果して、

結果で決まったことは報告して当たり前じ

ゃないかと、僕は思いますけども、それす
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らないというのは、僕は、ほんまに議会軽

視というか、議会の立場そのもの自体、も

う何と思ってんのかな、そこの自体、僕許

せないんですよ。 

  この上げるとかいう議論じゃないんです

よ。僕が言うてるのは、議会の審議・審査、

そういうことを受けて、どう判断するかと

いうのは、本来、それはやっぱり、僕は行

政と議会が両輪やとは思うてないけども、

やっぱり一緒にうまいこと行政を進めてい

くという上では、その辺は最低限の、僕は

マナーやいうように思いますけど、そのあ

たりどう思われてますか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  石塚教育長。 

○教育長（石塚謙二君） 

  ちょっと言い訳でございます。申し訳あ

りませんが、実は規則が制定がされたんで

すが、文言修正、文言調整に時間がかかっ

てしまいまして、大変申し訳ない。それで

ようやく２月の最後の段階で、きちっと整

理がなされまして、この３月６日に告示と

いうふうに相成ります。そこで、４月１日

から施行というのは、とても乱暴でござい

ますので、３月６日に告示という形で皆様

にお伝えすることになるんですけども、そ

れ以降３カ月程度、やはり周知期間が必要

だと思いまして、新たに規則をできれば教

育委員の皆さんにお願いして制定をいたし

まして、丁寧にその辺は対応したいと思い

ます。 

  なお、何度も申し上げますが、規則が制

定された、あるいは規則を制定する段階で、

議会のかたにどのようにお伝えするかと、

これは議会と、私とすれば教育委員会とし

ての立場ですから、事務局を預かっている

者として、実は重要な信頼関係を築くこと

だと思っています。 

  ところが、今回申し訳ないんですが、そ

ういう意味ではルールが明確ではなくて、

どの程度どうすればいいかというようなこ

とについて、本来的にはもう少し情報提供

したりして、フランクリーに話をするとい

うようなことがあってもよかったなと思う

んですけども、それがまだ明確じゃなかっ

たことについては、お互いに、私ども含め

て相談させていただきたいものと思います。 

○議長（竹谷 勝君） 

  橋本謙司議員。 

○４番（橋本謙司君） 

  町長ね、これ現状の今みたいなやり方、

僕はこれ横暴やと思う。こんなことやって

いたら、それは規則なんか絶対認めへん、

全て条例に入れろと。それなら、議会にも

全部通る、チェックかかる。僕はそう言い

たいです。 

  僕が言うてるのは、別に言うてるように、

体育施設の料金が上がるから違いまっせ。

議会の審議・審査、そういう意見を踏まえ

た行政運営ができへんのかと。それすら無

視すんのやったらね、そんなん規則なんか

でゆだねられないですよ。確かに安くなる、

住民負担が軽減されることなんかは、まあ

まあ、別に少々遅れたっていいですよ。住

民さん、誰も文句言うてけえへんもん。け

ど、住民の負担がふえる、それは一部かも

わかりませんよ。今言う全住民に影響する

ことじゃないかもわからんけど、僕はそう

いうふうな配慮とかいうことは、やっぱり

しながらやらんと、やっぱり持ちつ持たれ

つというところありますよ。 

  さっき言うように、行政と議会がぎすぎ

すすること、僕、よくないと思う。そんな

話とかは、しっかりと、情報共有ぐらいは、

しっかりとしながら、事前にせえと言いま

せんよ。事後でもいい。けど、事後の情報

共有なかったら、最悪ですよ。それはある
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意味、行政という組織、そのものも回らへ

んし、そこは、僕、さっきも申し上げた最

低限のマナー、その辺はやっぱり要ると思

うけども、そのあたり、どう考えておられ

ますか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  中井副町長。 

○副町長（中井勝次君） 

  規則というもののあり方、持ち方、運用

ですね、これはやはり国においても、その

必要があるというところで、規則委任とい

う考え方があるんだろうと思います。規則

そのものは、いろんな規則がございます。

もちろん事務手続を決める規則もあります

し、日々かなりの改正をしております。そ

ん中には、法が変わったから、文言が変わ

りましたと、ただ単なるそういう規則改正

もありますが、今、いろいろ御指摘いただ

いているこのことは、るる言っていただい

てますように、住民の皆さんにもお知らせ

しなければいけない中身を含んでいると。

そういう規則の改正にあって、御説明をで

きていないということは、今回の事案も含

めて、反省するところです。 

  その上で、幾多の規則、いろんなジャン

ル、いろんな改正の中身、手法、どれをど

のタイミングでどうお伝えするかいうのは、

申し訳ございません、今、お答えはできま

せんけども、今後の検討課題やというふう

に思います。 

○議長（竹谷 勝君） 

  橋本謙司議員。 

○４番（橋本謙司君） 

  やっぱり、これ、僕が申し上げているの

は、やっぱり議会、仮に僕、今副議長やら

せてもらってます。だから、余計言うんで

すけど、この間ずっと、この半年間ぐらい

は特に、やっぱりそういう情報共有がうま

くできなくて、行政からの提示が遅くて、

いろんな意味で、疑義が生じている点、た

くさんあるんですよ、これ。 

  正直言って、我々も議会運営そのものも

やっぱりやりにくくなるとこもありますよ。

そこは、やっぱり、もうちょっと行政側が

しっかりとそのあたりは、我々議長・副議

長の仕切りもまずいのかもわからへんけど

も、そこらのことは、やっぱり気遣いしな

がら、やっぱりやっていただくというのは、

僕は最低限の、先ほど何回も言うけど、マ

ナーやと思うんですよ。 

  そこらも含めて、やっぱり町長ね、そこ

ら、先ほど申し上げたように、やっぱり議

会の審議・審査の結果、そこで出た意見、

特にやっぱり何度も申し上げている、それ

は否決になっているんですよ。これ、可決

になっとったらね、一部の議員が言うてる

だけやと、それも無視したらあきませんよ。

それも真摯に受けとめてやらなあかんけど

も、否決になってることは、過半数の人間

があかんと言うてたことを受けて、なぜこ

ういうことをされるのかと、僕はマナーも

そうやけども、僕はセンスを疑いたくなる。 

  そこらを、今、僕、教育委員会だけで決

めたんかなと思うたら、いや、町長とも相

談した上でと言うたから、余計ね、えっと

思って。その辺は、仮に僕が町長やったら、

多分そんな話ぜったいしないですよ。その

辺は、実質、今回、今、僕が申し上げたこ

とも含めて、どういうふうに考えておられ

ますか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  まずは、先ほどの話で、当然ながら、今

御意見伺いまして、そういったことも、当

然これからきっちりと配慮はしてまいりた
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いというふうに思っております。 

  今回のことにつきましては、使用料と今

もともとあるものの減免ということで、若

干考え方が違うのではないかというふうな

ちょっと思いがあったというのも、事実ご

ざいまして、そのあたり、意思、思いが違

っていたというのは、それは今お伺いして

気づいたところでございますので、そんな

ことも含めまして、今後、今まさに申され

たように、市民の方に特に影響があるよう

なことについては、当然ながら、そういっ

たことについては、情報共有ということは

進めてまいりたいというふうに思っており

ます。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  橋本謙司議員。 

○４番（橋本謙司君） 

  やっぱりね、最近欠けている議会への情

報提供、心遣いというもの欠落していると

思うんで、やっぱり議会が何であるかとい

うことをしっかり認識していただいて、今

後の行政にしていただきたいと思います。 

  よろしくお願いします。 

  以上です。 

○議長（竹谷 勝君） 

  暫時休憩します。 

  再開は１時といたします。 

（午前１１時１２分 休憩） 

（午後 １時００分 再開） 

○議長（竹谷 勝君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、永並啓議員を指名いたします。 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  こんにちは。９番、イノベーションとよ

のの永並啓です。 

  通告に従いまして質問させていただきま

す。 

  まず、環境問題から質問させていただき

ます。通告順に行きたかったんですけど、

昨日の町長の答弁を聞くと、先に環境問題

をやらないといけないかなということで、

環境問題から質問させていただきます。 

  昨日、高尾議員のごみ有料化の質問で、

町長は、なんとごみ減量化と有料化はリン

クしないと答弁されました。町長は、これ

まで１２月議会まで、ずっとごみ減量の数

値目標が達成できなければ、有料化と議会

で答弁されていました。豊能町で最も権限

のある町長が、議会という公の場で、何度

も言ってきたことです。 

  あなたの言葉を聞いて信じて、ごみ減量

頑張らんといかんのかなと、そういった方

も少しはいたと思いますよ。もう少し御自

身の言葉に責任を持っていただきたい。議

員もあなたの答弁を聞いたからこそ、１２

月議会では３名から４名の方がごみ有料化

のことについて質問されています、貴重な

一般質問という時間を割いて質問している

んですよ。考え方は例え違ったとしても、

最低限、自分の発した言葉に責任を持つか

らこそ議論を積み重ねることができるんで

す。 

  あなたのように都合が悪くなれば、今ま

での言葉をひっくり返してしまったら、何

も議論できません。答弁はその場その場で

変わるわけですから。いかがお考えですか、

お答えください。 

○議長（竹谷 勝君） 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  まずは、今回の全協の資料の中でも書い

ておりますように、ごみの減量化とごみの

有料化については、今回リンクさせないと

いうことで考えております。 

  その理由とつきましては、直近のデータ
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でいきますと、一つは可燃ごみの排出量を

見ますと、昨年度より今年度は、可燃ごみ

の量は増加傾向にある状況でもございます。

また、議会での先ほどありましたように、

御意見もるる賜っておりまして、その中で、

やはりごみの有料化を、住民の皆さんがご

みの量を減量できないということを理由に

するのはということで、御指摘もいただい

たところでございます。そういったことも

勘案いたしまして、これらの状況も鑑みま

して、ごみの量の減量化とごみの有料化に

ついては、リンクはさせずに。したがいま

して、ごみの有料化の実施につきましては、

答申もいただいておりますし、また財政の

健全化及び受益者負担、こういった考え方

から、実施するということで、明確にごみ

の有料化については、あくまでも財政の健

全化と受益者負担の考え方から実施してま

いるということで、させていただきたいと

思っています。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  あのね、それを町長は、あなたが一番権

限あるんですよ、あなたがずっとこの議会

で、１年近くずっと数値目標が達成できな

ければ有料化ということを、方針を示して

きたわけです。それをなぜ変えられるんで

すか、簡単に。あなたの言葉があるからこ

そ、議員も質問する、住民の皆さんも減量

化に向けて努力をする。今回のを聞くと、

最初から有料化ありきだったんだなと思い

ますよ。 

  この問題に関しては、ここまであなたが

１年間、答弁されてきたんですから、もう

周知した責任というのは、ありますよ。い

きなりそこで急に健全化プランで変えまし

たというんではなくて、一度リセットして、

もう１年間ぐらいかけて、ごみの減量を皆

さんで取り組みましょうよと、そして、た

だ、言うだけじゃなくて、住民にばっかり

責任を押しつけるんじゃなくて、行政の方

も例えばスーパーに働きかけて、牛乳など

はリターナル瓶でしたら、ちょっと安くし

てもらうとか、お総菜なんかは、デパート

の地下食料品のようにグラム売りでしてと

か、それで、入れ物を持ってきたら、ちょ

っと安くしてもらうとか、そういったいろ

んな働きかけをして、同じ方向を向いて、

住民と同じ方向を向いて、何としてもごみ

の減量化をするんだと、そして減量化でき

たら、有料化しなくていいんだという同じ

方向を向いて、住民と一緒に汗をかいて、

一度、１年ぐらいかけて取り組まれたらど

うですか。それが本当の協働でしょう。 

  何か行政の都合だけで、住民振り回して

て、本当にこれから先、減量化せなあきま

せんよね。協働なんて本当にできると思い

ますか。 

  お答えください。 

○議長（竹谷 勝君） 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  やはり住民の皆様との協働というのは、

おっしゃるように大事だと思っております。

このごみの減量化につきましては、これま

でもさまざまな手段で周知徹底はしてきた

ところでございます。ただ、やはり排出量

等見ますと、なかなかこれは困難だという

ふうにも思っておりますし、あくまでもや

はりこのごみの有料化につきましては、財

政、非常に厳しいということがございまし

て、財政健全化推進プランの中でも、受益

者負担ということで考えておりまして、こ

ちらにつきましては、こういった形で実施

するということに至ったわけでございます。 
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○議長（竹谷 勝君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  最初から財政健全化のためのごみ有料化

やったら、もっと賛成する人ふえとるんで

すよ。でも、あなたが言ったんですよ。あ

なたが最初からそう言ってなかったんです。

最初に財政健全化プランを出したときは、

そうは言ってなかった。最初は数値目標が

達成できればという条件を住民につけたん

ですよ、まさに住民の責任にするかのよう

に。有料化できないのは、住民の皆さんが

ごみ減量できなかったからですよと、財政

が悪いからじゃないですよ、そんな感じで

言ったからですよ。あなたが元で発信した

ことについて、あなたの言葉に責任を持っ

てくださいと言っているんです。 

  責任をとるんであれば、もっと住民の皆

さんと一体になって、もっと周知期間設け

て、ごみの排出という、豊能町、ごみの問

題で有名になりましたよ。そしたら、スー

パーなんかと連携して、ごみの排出に関し

て、一度あり方見直してから、一緒に減量

化しましょうよと、毎月広報とかホームペ

ージで、今は、どれだけ減量化できてます

よと、まだこれだけ足りませんよと、そん

な試みも一緒にして、それが協働じゃない

んですか。 

  もう一度お答えください。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  確かに協働の考え方、よくわかります。

ただ、これにつきましては、これまでの実

績も考えながら、なかなか減量というのは、

一足飛びには、もう難しいというふうに思

っておりまして、こちらについては、やは

り財政健全化という受益者負担という考え

の下お願いしたいと思っています。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  減量化は難しいんです。それよく御存じ

ですよね。町長は町長になる前に、豊能町

はごみの分別で一番頑張っていると言うて

はったんですから、それ以上減量化するこ

とは、かなり困難なのは誰もわかってます。

だから、同じようなことを言ったって、減

るわけないじゃないですか。 

  そしたら、頭使って、新しい試みを提案

しないと、町長が。こんなことをしたら減

るかなと、同じこと繰り返して減量してく

ださいなんて言ったって、絶対無理ですよ。

減量できなかったら、次は、こんなプラン

をもってこようかな、じゃ、こんな取り組

みしたら減るんじゃないかな、常に新しい

ことをしていかないと、絶対減るわけない

ですよ。ぜひともこれからそういうのをも

っと町長は出してください。よろしくお願

いします。これについては、これ以上言っ

たって、同じことを繰り返されるんで、時

間の無駄なんで、次に進みます。 

  次に、ＡＥＤの管理体制についてお聞き

します。これは町政全般、教育問題、消防

問題全部に絡むんですけども、現在は、Ａ

ＥＤを設置している各部署が管理をしてい

ると思いますが、どういった管理方法を取

られているのかお聞かせください。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  私は本庁の庁舎管理という立場でござい

ますけれども、ＡＥＤにつきましては、本

庁もそうですが、全ての施設が持っており
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まして、施設ごとに管理をしておると。ち

なみに本庁は、受付の横に置いております

けども、財政課のほうが庁舎管理の担当課

として管理しております。それぞれ別々で

ございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  今中教育次長。 

○教育次長（今中泰行君） 

  教育委員会では、各小・中学校、保育所、

幼稚園、こども園、各１台配置しておりま

す。それから、生涯学習施設では、西公民

館、中央公民館、図書館、ユーベルホール、

シートス、ふれあい広場、スポーツ広場、

野間口青少年体育館、まずは主なところに

ＡＥＤを配置しておりまして、バッテリー

の消耗度、これわかります。それとパッド、

これは有効期限を見れば、わかりますので、

使用不可がないように所属長において確認

するようにしております。 

○議長（竹谷 勝君） 

  石田建設環境部長。 

○建設環境部長（石田 望君） 

  お答えいたします。 

  私どものほうでは、高山のコミュニティ

ーセンターに設置しているＡＥＤにつきま

しては、昨年より指定管理者のほうで管理

するようになっております。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  私どものほうでは、老人福祉センター永

寿荘、豊寿荘、老人憩いの家、ふれあい文

化センターのＡＥＤを管理しております。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  本当は、電池の管理とか、どういうふう

に点検しているのかというのを聞きたいん

ですけど、時間の都合上、ちょっとそこら

辺は省いて、実は昨年１１月にふれあい広

場のＡＥＤが電池切れを起こして、１週間

程度使えなかったということがありました。

この原因と対策について、まず、お聞かせ

ください。教育委員会ですね。 

○議長（竹谷 勝君） 

  今中教育次長。 

○教育次長（今中泰行君） 

  原因としては、これ、所属長にお任せし

とったところでございますが、毎日見れば

わかるんですけども、ふだん毎日点検して

なかったのが原因かと思います。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  当然、このことは町長は把握されていま

すか。もし把握されているんであれば、い

つそういう連絡が上がってきて、町長から

どういう対応を指示されたのか、お聞かせ

ください。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  この問題については、把握しておりませ

んでした。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  結局、ばらばらで管理していると、こう

いうことが起きるんですよ。もし、今回は

事故につながりませんでした。でも、電池

切れを起こしている期間に、それを使うよ

うな状況になって、さあ、使いましょう、

いや電池切れでしたってなったら、町長謝

らなあかんのですよ。そんなんでいいんで

すか。やはり、もっと情報の伝達というか、
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そういう問題が起こったときの町長へ伝達

するという構造自体を改めなあかんの違い

ますか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  ＡＥＤの管理を今きっちりと、今してい

るところでございますけれども、そういう

ことも受けて、それにつきましては、消防

長のほうから回答させていただきます。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  事情聞いてませんから。いや、先に答え

られても、私が提案するのは、消防のほう

で一括して、管理してはどうかということ、

それで、これで、今から消防のほうに聞き

たい。先に進めないでいただきたい。 

○議長（竹谷 勝君） 

  高田消防長。 

○消防長（高田龍二君） 

  お答えいたします。 

  消防署といたしましては、ＡＥＤの管理

につきましては、やっぱり、設置施設の管

理者が責任を持って管理するのが最もふさ

わしいというようには考えております。 

  なぜかと申しますと、やはりＡＥＤのよ

うな非常事態に使うような器具につきまし

ては、やはり、設置しているだけが目的で

はございませんで、設置しているイコール

それを使用できるかどうか、どのように使

うかということが、一番大事かと、消防は

思っております。 

  やはり、それには、ＡＥＤは一般の方が

使いますが、やはり心肺蘇生法の講習を受

けた方が使えるということですので、それ

をリンクしたような形の管理をしていきた

いというように思っております。 

  今現在、消防署としては、予防の立ち入

り検査、査察、それから警防調査等に、各

設置施設に伺ったときに、ＡＥＤ点検の実

施の方法とか、それから消耗品の確認、そ

れから講習の受講状況等々をお伺いして、

実際にどのように管理しているかというこ

とを声かけをするように、今努めていると

ころでございますので、先ほどちょっと教

育委員会のほうに出ておりましたその施設

については、してない施設でしたので、把

握はしておりませんでした。 

  以上です。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  だから、そういうことが、何も起こって

なかったら、今までの管理でいいんですよ、

方法で。でも、今回そういうふうに、ばら

ばらで管理していることによって、漏れが

あったわけですね。電池切れの期間が起こ

ってしまった。それ、問題が発生したわけ

ですから、それについて、何らかの対応な

り対策とらないと、こんなこと今後二度と

あってはあかんのですよ。でも、それを責

任というのが、今、それぞれの部署にある

わけですよね。それで、今、駄目だった問

題が起こったんですから、次に、何かほか

の方法考えないと、また起こりますよ。い

かがですか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  高田消防長。 

○消防長（高田龍二君） 

  お答えいたします。 

  ＡＥＤを購入いたしますと、大阪ライフ

サポート協会に設置登録をすることになり

ます。その登録をいたしますと、ＡＥＤに

関する情報とか、パッドの交換時期等々が、

メール等で登録の各施設に送ってまいりま

すので、それをしっかりと施設の管理者が
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把握していただいて、交換していただくと

いうことで、先般、各施設のほうに、登録

されてない施設については、お願いをした

ところでございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  問題が起こったわけですから、ぜひとも、

それで対策がとれると言うならいいですけ

ども、私はいろいろと分けることによって、

絶対同じような、人の管理というのは、な

るべくまとめたほうがいいと思ってますか

ら、こういった同じ物を扱うのに、それぞ

れの施設でそれぞれの部署が違って、施設

に任せているじゃなくて、それこそ定期的

に立ち入り検査なんかするんであれば、そ

のときに検査するなり、いろんなことがで

きると思いますから、やはり、その最低限

使える状態を保つということは、一括で管

理されるほうがいいと思いますんで、ぜひ

とも、そこは今後検討していただけたらと

思います。 

  それでは、次に進みます。 

  次、町政全般についてですけど、まず、

光風台駅前エスカレーターについてですが、

本当に町長、どうしてそこまでエスカレー

ターにこだわるのかが、ほんとわからない

ですね。維持費も高い、一部の人しか利用

できない、何より高齢化を目の前にして、

下りがない、どれだけ考えても理解できな

いです。町長は、それで漠然とした定住化

と言われるんですね。具体的な数値も全く

示されない。毎年減り続けている人口が、

とりあえず、止まるんじゃないかとか、や

はり税金を投入するわけですから、もっと

しっかりした根拠、常に言ってますけど、

示していただきたい。 

  町長が数値を示してはっきりした答弁さ

れないから、エスカレーターに賛同してい

る議員の質問だって、公約でしょう、やっ

てくださいよ、全然数値的な根拠も何もな

いですよ。 

  今までの選挙で選ばれる人、正直言って、

何々しました、何々建てました、こんなサ

ービス向上しました、どっちかというと、

税金という形を変えて、ばらまいてきたよ

うなもんですよ。でも、これから日本の税

収減る、人口減る、そういった中では、も

っとシビアに費用対効果というものを考え

て、それを全有権者に示して、納得ができ

るようなきちんとした説明というのが、絶

対必要だと思いますよ。 

  町長、本当にそこまで調査結果まで出て、

第三者の調査結果ですよね。それが出て、

なおかつ３カ月もたって、書類を捜して、

それが早急でなくて、早急につくると言っ

たら、じゃあ、一体いつまでそれを調べら

れるのか、ほんと期間教えてください。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  こちらにつきましては、来年度の頭には、

結果は出していきたいと思います。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  ということは、４月上旬ということでよ

ろしいんでしょうか、一応伺います。 

○議長（竹谷 勝君） 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  それにつきまして、今検討しております

ので、上旬とまではまだあれですけども、

来年度の頭には検討はしていきたいと思い

ます。 
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  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  町長と議論をしていると、何かすごくか

み合わないというか、あなたが４月の頭と

言ったから、僕は上旬と聞いたんです。ど

っちかというと、頭のほうが短いと思いま

すよ。上旬って、１日から１０日ぐらいま

で上旬と言いますから、１０日から２０日

までが中旬で、２０日から３０日が、こん

なこと言わなあかんのですよ。上旬でいい

んでしょう、頭やったらもっと狭まります

よ。ぜひともそれまでに、回答を出してく

ださい。よろしくお願いします。 

  続きまして、地域振興券と地域通貨につ

いて質問します。９月・１２月議会でも質

問しましたが、豊能町内で使える地域通貨、

発行してはというものです。ちょうど安倍

政権の地域活性化の一環でプレミアム商品

券を出しますが、豊能町はどういった取り

組みをされるのか、商工会に任せっぱなし

で、一時的な活性化やったら、本当に能が

ありませんので、やはり、工夫をした、い

ろいろと試すいい機会だと思いますんで、

お考えをお聞かせください。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  プレミアム商品券につきましては、この

議会に補正予算としてお願いをする予定を

してございますけども、今、議員もおっし

ゃったとおり、商工会に委託をして行う予

定でございます。 

  議員のおっしゃっているのは、地域通貨

というようなことで、商品券とは違うのか

なと思うんですけど、我々考えております

のは、プレミアムつきということで、例え

ば5,０００円で6,０００円分買えるとか、

１万円で１万1,０００円分買えるとか、そ

ういう考え方でやっていくというものでご

ざいます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  豊能町内では、本当に使えるところが、

本当に限られてますから、それでも、豊能

町内で使えるもんですから、一時的には町

内の活性化というのにつながるんだと思い

ます。でも、それをさらに継続した活性化

にするんであれば、やはりそういったもの

を、福祉のボランティアに使えるようなと

か、ボランティアをしてくれたかたに配る

とか、そういった形での活用もちょうどい

い機会なんですよ。豊能町の財政負担じゃ

なくて、国が面倒見てくれるところででき

るんですから、失敗したら、それ修正でき

るじゃないですか。そういったいろんなＮ

ＰＯでも使えるようにするとか、いろんな

ところで使うところを模索したらいいと思

うんですけど、それをお考えをお聞かせく

ださい。 

○議長（竹谷 勝君） 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  議員が以前おっしゃっておられた有償ボ

ランティアのこととリンクしているのかな

と思いますけども、このたび行います商品

券の発行は、商工会に委託するんですけど、

店舗に登録をしていただいて、この店舗で

使えますというような形をとろうと思って

います。 

  したがいまして、今おっしゃったような

ＮＰＯの団体とかがもし登録なさったら、

そこで使えるのかなというふうなイメージ

を持っておりますけども、その登録する、

しないにつきましても、今のところは、そ
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れも商工会に委任して、委託してやってい

きたいと思っておりますので、どのお店が

登録なさるかというのは、今のところわか

らないので、ちょっと今の御質問、御提案

については、お答えちょっとしにくいなと

いうところです。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  商工会に任したらＮＰＯとかに声かから

ないんじゃないんですか。もうちょっと総

務のほうが積極的に働きかけないと、ＮＰ

Ｏでの登録団体、登録するとか、そういっ

たことまで多分できないような感じがしま

すけど、そこら辺はいかがでしょうか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  商工会に委託はいたしますけども、我々

考えておりますのは、商工会の会員さんに

限定するなんてことは、全く考えておりま

せんでして、商工会に入っておられなくて

も、登録された店舗、業者の方については、

プレミアム商品券を扱っていただけるとい

う考え方でございます。 

  ＮＰＯまで声がかからないのではないか

ということでございますけども、その辺、

広報の仕方もこれから考えるところで、今

はっきりお答えはできないので、申し訳な

いんですけども、補正予算を上げますとき

には、その辺のことも答えられるようにし

ておきます。申し訳ございません。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  はい、ぜひとも国が与えてくれたチャン

スなんで、それをただ同じように他市町村

と同じようなことをするんじゃなくて、豊

能町の課題を解決、次の課題を解決するた

めに、一歩となるようなそういった試みと

いうのを、常に入れていっていただきたい

と思いますんで、そこを期待してよろしく

お願いいたします。 

  続きまして、情報発信についてお伺いい

たします。町長は、何となく一度すると、

効果がなくても、同じことを常に言われま

す。例えば若い人を呼び込むために、不動

産情報をホームページに載せています。今

回も答弁されていました。ただ、重要なの

は、何のために町のホームページに不動産

情報を載せているのかということです。 

  何のためですか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  町の不動産情報は、最新のものにつきま

しては、要は近隣の新聞折込にしか入りま

せん。これ、ホームページにアップするこ

とによって、日本全国どこからでも見れる

ということになりますので、豊能町の不動

産の最新情報をどこからでも見れるという

ことで、アップしているところでございま

す。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  それで、掲載することで、頻繁にそのペ

ージを見られてて、頻繁に豊能町の不動産

が取引されている、これならいいんですけ

ど、いかがですか。そういったものは、調

べておられますか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  それにつきましては、何件見ているかと

かいうのは、ログとしてはあります。ただ、
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今ちょっとデータ、急に出てきたので、今

は持ち合わせておりません。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  そしたら、何か新しい展開できないです

か。同じようにただ載せてます、なんかね、

今の行政の施策って、何かしました、あと

するのは、住民の皆さん御勝手になんです

よ。やはりもうちょっと旗振って、動くよ

うなことをしていかないと、載せてますか

ら、あと見るか見ないかは、御自由になん

じゃ駄目だと思います。 

  実際、昨日の川上議員、高橋議員の空き

家の質問で、実際水道を閉栓されている施

設というのは、１８８軒でしたかね、なん

かそれぐらいあると言いました。じゃあ、

その豊能町のそのホームページに、どれく

らい不動産情報は載ってますか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  毎月もしくは最新で替えていきますので、

今、３社の方に登録いただいてますので、

その件数というのは、更新ごとに替わって

きますから、それについては、お答えは、

替わっていきますので、できません。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  じゃあ、これまでの平均でいいですよ。 

○議長（竹谷 勝君） 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  具体的には、数えてはおりませんけれど

も、皆さん想像していただいたら、永並議

員、想像していただいたら、わかると思う

んですけど、今、日曜日に折り込みで広告

入りますよね、不動産の。あれが、３社分

入っているというふうに理解いただけたら、

大体のことは、わかっていただけるかと思

います。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  今、ホームページでと、ホームページだ

といろんな人が見れると言われましたよね。

折り込みいろんな人のところに届かないで

すよね。今、ホームページだといろんな人

が見れるからと、町長がおっしゃられたん

ですよ。だから、そこに何軒乗ってますか

という質問で、もういいです。実際９０軒

ぐらいしか載ってないんです。閉栓されて

いる空き家が１８０軒、１９０軒近くあっ

て、その半分ぐらいしか載ってないんです。

そしたら、それを増やそうとか、何かそう

いった働きかけをしないといけないんじゃ

ないですか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  そちらにつきましては、当然、今それぞ

れの不動産業者さんが営業としてやられて

いるということと、それと私どもとしては、

それを増やすというのは、あくまでも不動

産業者さんのお仕事です。私どもは、その

情報をいかに多くの方に知っていただくと

いうことで、その情報につきまして、住宅

展示場のそれぞれのブースに行って、お話

をしたりであるとか、いろんな機会にそう

いう、要はチラシですね、豊能町に住もう

というチラシ、その中に、不動産業者さん

と提携を結んで、最新の情報が見れますよ

というそういうチラシがあるんですけれど
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も、そういうものを町外の方にもわかるよ

うに、近隣の住宅展示場等に行って、それ

ぞれで宣伝したりとか、それぞれの住宅メ

ーカーのところに入って、話をしたりとか、

あとはもしくは、そこの住宅展示場のイベ

ント等に参加をするなどして、多くの豊能

町外の世帯にも情報が伝わるような形でや

っているところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  それで、不動産がすごい取引されて、豊

能町に若い世代が来ている、それならいい

んですよ。現実そうじゃないから、そした

ら、どこに原因があるかを調べて、まだ空

き家がそれだけあるのに、半分しか載って

ないんであれば、そういったことを不動産

会社に働きかけたか、働きかけましたか。

もっと空き家あるんですよと。水道の閉栓

なんていうのは、不動産業者知らないです

よね。でも、調査によって、行政はそれを

把握している。そしたら、こんだけ実際、

豊能町に空き家あるんですよということを、

言われましたか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  そういったことは話はしておりません。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  やはり常に新しいこと、取り組み、何か

１回やって、あと、それを同じことを繰り

返すんでなくて、これで効果が出なかった

ら、次にはこんなことしてみよう、こんな

ことしてみようということをしていかない

と、何かずっととよのんの投票率のときで

も言いましたよね。投票率悪いとわかって

も、何の動きもない。やはり、悪いという

のわかったら、そのとき、そのときに応じ

て、何とか動いていこうという姿勢が、そ

れが意識改革だと思いますよ。やはり、そ

ういったものを、もっと町長はリーダーシ

ップを持って、指示していかないといけな

いと思いますけど、どうですか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  今のホームページに上げてから、紙媒体、

要は紙にも刷り、それをさまざまなところ

で配布などしている、それについては、配

布する場所を広げたりとか、そういったこ

とでは、当然ながら、努力はしておりまし

て、このホームページにまず不動産の情報

を掲載するということでも、これ多分他の

自治体にはやってないようなことを、まず、

これを取り組んで、かつそれについても、

それぞれいろんな媒体、いろんなところに

行った際に、周知するような形の努力はし

ております。 

  また、周知するようなところ、どこかあ

れば、また教えていただけたら、そういっ

たことも検討してまいります。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  だから、言うてますやん。まず豊能町内

で、まだ空き家いっぱいあるんですよ。い

ろいろ調べると、やっぱり数少ないですよ、

他の町と比べて、取引されている不動産の

数がです。同じように、拡大して、今まで

拡大されてきたんですよね。それで取引が

ふえているんであれば、その路線は間違っ

てないです。ふえてないんなら、ほかの角
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度から責めないと駄目なんじゃないんです

かということを聞いているんです。 

○議長（竹谷 勝君） 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  ですので、考え得るようなことは、今、

実施はしていってまいっているところでご

ざいます。空き家とかにつきましては、や

はり今不動産業者さんが取引している中で、

これ、発生してくるものでございますから、

それは商取引の中でやっていただくことに

なろうかと思っております。 

  我々としては、その情報をいかに多くの

方に見てもらうかということについて、今、

努力をしていっているところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  何が何でも住んでもらいたいとなると、

じっとしてられへんと思うんですよ。だか

ら、自然と体がどうにかして、誰かに任せ

てたら、あかんの違うかなと。じゃあ、自

分たちでできることって、何があるのかな

と思ったら、いろいろ行動できることって

あるんです。でも、それが、先ほどとよの

ん投票率言いましたけど、今回のことに関

しても、伝わってこない。町長も、それは

不動案業者の仕事です。 

  それで、効果がなかったら、何かもっと

違う仕掛けというものをしていかないと、

これから地方分権が進んで、豊能町にお金

だけこう来ますよ。人口ビジョンでもそう

だと思いますよ。お金は渡す、でも、中身

は自分たちで考えなさいというスタンスで

すよ、地方分権は。なおさら豊能町の特色

に合ったアイデアを持ったものをどんどん

提供していかないと、同じことしてたら、

ますます人口というものが、他市町村に流

れていきますよ。 

  ぜひとも積極的に、アイデアを出して、

あ、これすごいなというようなアイデアを

どんどん出して、動いていってください。

よろしくお願いします．多分、答弁を聞い

ても、また先ほどと同じことを言われるん

で、答弁は、それに関しては、いいです。 

  続きまして、若い世代の定住化ですけど

も、昨日からの質問を聞いていても、町長

は豊能町の魅力について聞かれると、常に、

自然豊かで、大阪への通勤圏で、安くて大

きな家に住めて、教育環境がよいと、昔か

らわかりきっていることを、今でもおっし

ゃられるんですね。というと、町長の中に

は、豊能町を知ってもらえれば、豊能町に

若い世代が来るというふうに、お考えなん

でしょうか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  一定知ってないということも一つの問題

とも思っております。まずは、知っていた

だくということは、大事ではないかという

ふうに思っております。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  それで、とよのんを使っていろいろＰＲ

されましたよね。これで、ある程度、それ

なりに、１年以上ＰＲしたんですから、何

らかの効果というものはあったかと思いま

すけども、それでも、ＰＲはまだまだ足り

ないとお考えですか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 
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  お答えします。 

  不動産会社からも、ホームページを見て

来たよというかたもいらっしゃるという話

は一方で伺っております。そんな中で、当

然、これからもＰＲということについては、

どんどん進めていきたいと思っております

ので、またＰＲの方法等ございましたら、

また教えていただけましたら、また検討さ

せていただきます。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  あのね、もう価値観が違うんですよ。庭

付き一戸建て、大阪市内まで１時間かける、

朝早くして満員電車に揺られる、それはも

う昔の価値観で、今は、大阪市内見てくだ

さい、工場跡地とかにタワーマンションど

んどん建ってます。あれ、１棟建ったら５

００世帯以上住むんですよ。ということは、

２棟建てば、一つの豊能町の住宅街、新光

風台なり光風台が消滅するんですよ。 

  都会にそれだけのもんが、どんどん今建

っているんですよ。どんどんそっちに流れ

ていくじゃないですか。それの値段って、

タワーマンションって、身分じゃないけど、

そういうふうに下のほうは2,０００万ぐら

いで買えますよ、上の方になると何億です

けどね。そういったところにどんどん人が

流れている。 

  今の若い世代の価値観というものを、も

うちょっと他市町村に出向き、把握する、

以前から常に言ってます、大阪市内とかで、

家を購入する若い世代に、その意見を肌身

で感じないと、施策なんてつくれません。

豊能町の中だけにいて、豊能町はいいとこ

なんですよと言っても、誰も聞いてくれま

せん。 

  ぜひとももっと他市町村に出て、その生

の声を聞いていただきたいと思いますが、

いかがですか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  私にも、市内に知り合いもいております

し、そんな話も聞いたりとか、あとは、市

内の不動産業者さんにお話はしたりとかは、

当然ながらしております。その中でも、そ

ういういいとこがあったのかというような

御意見をいただいたりもしております。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  じゃあ、町長が就任されてから、毎年、

これまで３００人ぐらいの減少だったのが、

毎年２年続けて５００単位で減ってますか

ら、ぜひとも人口減が食い止められるよう

なＰＲを期待していますので、結果を期待

していますんで、ぜひともお願いします。 

  それと、私は前から言ってますけども、

やはり、豊能町をＰＲする、安いだけで来

てもらうんじゃなくて、本当に豊能町に住

みたいというふうに思ってもらうような施

策を打つことが重要だと思ってます。それ

で、以前６月議会で、教育に関しては、親

がどんな環境であっても、普通に平等に受

けられる環境が、本当は国がやるべきです

けどね、そういうのが必要じゃないかと。

それに関して、一度、もちろん負担は要る

けども、それによって若い世代がどれくら

い来たらペイできるのか、それを試算して

くださいということを言いました。もし、

試算ができてたら、お聞かせください。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 
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○総務部長（内田 敬君） 

  済みません、もうちょっと丁寧に御質問

を、ちょっと意味わかりませんでした。申

し訳ございません。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  ６月議会で、豊能町では、例えば中学生

までの義務教育期間の給食費、医療費、全

て無料と、教育に関しては、全て無料にし

てはと。それは親の環境であったり、いろ

んな環境で、生まれた環境によって違うの

は、おかしいんじゃないかと、普通に学校

に行っていれば、国立大学に行けるまでの

教育環境というものを提供するのが、本当

は国の役割かなと思いますけど、それにつ

いて一度検討してくださいと言いましたん

で、その結果、もししてたら、お聞かせく

ださい。 

○議長（竹谷 勝君） 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  そのような試算はしておりません。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  終わりますけども、ぜひともそれぐらい

のことをして、豊能町に住みたいという施

策を、ぜひとも工夫して行っていただけた

らと思います。 

  以上で終わります。ありがとうございま

した。 

○議長（竹谷 勝君） 

  以上で、イノベーションとよのの一般質

問を終わります。 

  この際、暫時休憩といたします。 

  再開は１時５０分といたします。 

（午後１時４２分 休憩） 

（午後１時５０分 再開） 

○副議長（橋本謙司君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、緑豊クラブの一般質問を行います。 

  持ち時間は、質問及び答弁合わせて８０

分とします。 

  西岡義克議員を指名いたします。 

  西岡義克議員。 

○１３番（西岡義克君） 

  ただいま議長より御指名をいただきまし

たので、一般質問に入りたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

  私は新年早々、東京で議員セミナーを受

講してまいりました。非常にタイムリーな

研修でございましたけれども、どちらかと

いえば、私よりも豊能町の職員が研修した

ほうが、より効果的でかつ有意義だったよ

うに思います。 

  というのは、内容は、２０１５年の経済

と地方創生ということで、地方創生による

地方自治体の今後のあり方が主な内容でご

ざいました。つまり、国の安定は地方創生

による地方の活性化であり、地方の独自性

を生かした自立した地方行政の確立である

ということでございます。 

  戦後７０年の節目の年を迎え、今、安倍

内閣は戦後以来の大改革ということで、ア

ベノミクスを錦の御旗に、経済改革に取り

組んでいます。そして、疲弊した地方の活

性化を図るために、地方の教育改革と経済

の安定化を図り、もって国家の安定化を図

るということで、地方創生への取り組みを

行っているところであります。 

  今回の地方創生予算は、多種多様な事業

予算が計上されておりますが、あんぐり口

を開いていたら、ぼた餅が自然に入ってく

るいわゆる棚ぼた式のばらまき予算ではな

く、地方行政が結集して、知恵を絞って、

独自のアイデアを出さなければならない予

算でございます。そして地方行政の自己責
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任、自己決定した究極の予算要求に対して、

配分されるものでございます。つまり、国

が地方自治体の行政能力を試す施策である

ということを認識していただきたいと思い

ます。 

  石破地方創生大臣が言っているように、

地方独自のＰＤＣＡをやってくださいとい

うことであります。かつての１億創生では

ございません、覚悟してかからなければな

らないと思います。 

  一方安倍内閣は、経済の安定と同時に、

自国の安定に向け、積極的平和主義の推進

をうたっております。世界を震撼させた残

忍な非道なテロ問題も、不安定な国にある

日突然起こる問題ではございます。今回の

人質殺人事件を契機に、自国の国民と自国

の平和は自ら守ると、そして国際社会の一

員として協働して世界平和のために、何が

できるかということを考えていくというよ

うに言っております。 

  戦後以来の大改革も、積極的平和主義も、

国の安定という点では共通しており、地方

創生とは無縁ではないと思います。地方の

安定はすなわち、国の安定ということでご

ざいます。 

  また、今声高に叫ばれております地方分

権という観点からすれば、地方創生は、地

方自治体の独自の自己責任による人、物、

金、情報等々の東京一極集中から、地方へ

の分散ということだと思います。つまり、

地方創生は、地方自治体の分権能力を試す

というものであります。今まさに、地域の

活性化に向け住民一体となって、取り組む

ときであります。 

  まず、そこで、極悪非道かつ残忍な非人

道的な無差別テロ集団による人質殺害事件

について、お伺いいたしたいと思います。 

  今回のこういう問題は、いつどこに起き

てもおかしくないようなそういうテロ問題

になっております。町長のこの認識につい

て、まずお伺いしたいと思います。 

○副議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  テロリズムは、政治的に対する個人又は

集団に対し、その肉体的抹殺をも含め、組

織的暴力を加える犯罪行為であり、いかな

る理由があろうと、決して許されるものじ

ゃないというふうに考えている次第でござ

います。 

  以上でございます。 

○副議長（橋本謙司君） 

  西岡義克議員。 

○１３番（西岡義克君） 

  世界各地で起きている内戦や貧困問題を

取材して、今回命をかけて報道することで、

世界平和を訴えた崇高な使命感に世界が感

動したわけでございますけれども、後藤健

二さんでございます。彼は、あのテレビに

映ったとき、ヨルダン人も日本人も恨みは

しないと、全て私の自己責任ですと言った

わけですね。後藤さんのかくある死を決し

て我々は犬死にさせてはいけないと思うん

ですけども、ＩＳは国ではなく、単なる極

悪非道な殺人集団であると、私は思ってお

ります。 

  ところが、この前、国会で、１月２０日

のその人質の映像の公開の前に、１月１６

日、エジプトでの総理の演説、２億ドルの

人道支援援助を表明したことへの国会議員

の質問に、非常に非常識な議員がおったな

と、私は思っております。後藤さんの死を

えさに、自己点数稼ぎを試みるような師弟

でございまして、日本の政治家の国民を守

る考えはその程度かと、情けなく嘆かわし

く思ったわけであります。それは、そのと
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きに質問したからどうのこうのという話で

ございました。残念ながら、覚悟ある死を

遂げた後藤さんの死を逆なでするような質

問に終始した無念の一語に尽きます。我々

日本人は、今、後藤さんが地球より重たい

命を、何に捧げたのか、考えるべきときで

はないのかなと思っています。 

  豊能町でも、こういうことが起こりかね

ないと、これはＩＳに名前を借りて、一般

のちょっと外れた人がやるということもあ

るわけであります。このテロに対する対応

を何か考えておられますか、副町長。 

○副議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  中井副町長。 

○副町長（中井勝次君） 

  今、ここ最近報道で触れてるテロという

ところで、御指摘いただいて、それに対す

る対応ということでございます。我々が例

えば決してテロに屈しないとこう言いまし

ても、現実的にそのツールというものは、

ほとんど何も持っていないという状況です。

お示しのような事案があれば、それは、や

はり国なり府なりと連携をとりながらと、

要はかなり大きなもので、組織で対応して

いくということにはなろうかと思います。 

  ただ、我々は町の中で起こる危機管理と

いうところには、これはきちっと対応しな

いといけないということで、少し前になり

ますけれども、国民保護計画というのも、

町で持っておるところでございます。これ

が、ちょっと時点修正も含めて、必要かな

というふうに思います。この後に、またそ

れの国民保護計画の豊能町版、改訂の時期

に、近々もう来ているんじゃないかという

ことを考えておりまして、その時点で、い

ろんな事案を想定して対処できるようにと

いうふうにはしてまいりたいというふうに

は思います。 

○副議長（橋本謙司君） 

  西岡義克議員。 

○１３番（西岡義克君） 

  今回の健二さんが死んだことで、新聞の

見出しで、健二生きて帰ってほしかったと

いうことで、お兄さんが癒えぬ悲しみを訴

えておりますけども、私、この件では、ず

っと以前に一つ思い当たることがありまし

て、皆さんも御存じかもわからんのですけ

ども、平成５年に、私が３年度に府Ｐの会

長をしてますから、５年度にカンボジアに、

国際ボランティアで行って亡くなった若者

がいるんですね。このお父さんも、結局、

帰ってきた息子を迎えるだけのことであり

ました。 

  その当時は、日本はそういうことには一

切協力できないような体制でありまして、

そのときに、皆さんも御存じかもしれませ

んけども、国際コンサルタントの岡本行夫

という人がたまたまカンボジアに行ってお

って、彼に亡くなる前の日に会っておりま

す。 

  当時は、いろんなところから、国際ボラ

ンティアの若者が来とったと。ただ日本だ

けは何も送らずに、人も送らないというよ

うな状況で、彼は、他の国の人に非常に後

ろめたい思いで、国際協力をしていたとい

うことでございまして、その岡本さんに訴

えたのは、日本も人や物資やいろんなもの

を送ってくださいと、それまでは我々で頑

張りますと言って、別れた翌日に亡くなっ

ております。そのことで、この岡本さんは、

非常に日本は国際平和のために汗をかこう

としない国だと外国から思われていること

への彼の焦燥と、それならば日本のために

自分がという使命感が、彼をそういうふう

な責任感に追いやったと。 

  昔、赤軍派の拉致があったときに、人命

は地球より重しというふうなことで、全部
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助けられたんですけども、そのことを、せ

りふを逆手にとって、地球より重たい命と

いうようなことを言って、国際協力はだん

だん廃れていったと、そういう社会という

か、日本にしたことに対するこの岡本さん

という方が、残念だということを言ってお

ります。 

  これ、今もうこのテロ集団が、どこでも

出てくるような状況、テレビで見ておりま

すと、何かちょっと個人的に行き所のない

ような人が、その名前を変えて、若者が焦

燥的に走るとか、刹那的に走るというよう

なことが、これから起こるんではないかな。

そういう意味では、心の面、精神的なもの

をきちっとしていかなければならないんじ

ゃないかなと思うんですけども、そういう

点で、教育長、何かございましたら。 

○副議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  石塚教育長。 

○教育長（石塚謙二君） 

  お答え申し上げます。 

  テロリズム、テロ、これは国家ではない

ものが行う行為、ＩＳは国家ではないとい

うことですから、テロ集団ということにな

ります。テロリストという言い方もありま

すが、これは主義主張を暴力で通そうとす

るということがあります。そのあたりは、

きちんと私ども押さえて、意味を理解して、

子どもたちにも教える必要があるというふ

うに思います。 

  テロ対策教育ということで、難しい議論

かもしれませんが、種々のやっぱり指導の

場で、テロ行為というのは、本当に暴力行

為であって、完全に人権を踏みにじるとい

うことだということを、きちんと認識でき

るような教育が行われる必要があると思い

ます。 

  一方、これまでも、町としても町の教育

において、人権教育を推進したり、平和を

希求する教育や、国際理解を深める教育を

進めてきていると思います。しかし、より

一層そのテロ行為を認めない子どもを育て

るというためには、私が思うには、今後、

単に平和が単純に与えられるものではなく

て、やっぱり維持し、そしてそれを高めて

いくというようなそういう意識を持った子

どもの育成、そういうことを大切にした教

育を推し進めていく必要があるのではない

かということで、本町の教育についても、

そのようなことを投げかけていきたいなと

思っております。 

○副議長（橋本謙司君） 

  西岡義克議員。 

○１３番（西岡義克君） 

  ありがとうございます。今、もう若者が

非常に刹那的になっているような状況の中

で、やっぱり心身共に健全な基本的な人間

としてのあるべきこと、こういうことをき

ちっとやっていくことが、やっぱり長期的

な対応ではないかなと。今のイスラムの問

題でも、空爆とかそういうことでは、完全

には解決しないと、これは対処的なものだ、

完全に解決するには、やっぱり人道的な面、

それから教育的な面、いろんな面でサポー

トして、その国が安定するような形になら

ないと、完全には解決しないだろうという

ことは言われております。 

  この問題はこれとしまして、次に、この

地方創生と財政再建、これは一番最後に回

させてください。これは、ちょっと長くな

ると思いますので。 

  続きまして、教育再生について質問させ

ていただきたいと思います。戦後７０年の

節目の年であります。先の敗戦に破れまし

て、政治・経済・文化経済まで変えられて

しまった日本であります。教育は１００年

の大計と申しますが、今、敗戦のつけが回
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ってきているような気がいたします。特に、

日本の精神文化の凋落は耐えがたき状況に

なっております。清潔・公正・誠実・勤

勉・信頼・責任感・規律遵守等々を旨とし

た日本の精神構造が音を立てて崩れ去るよ

うな気がいたしております。 

  安倍総理は、戦後以来の大改革というこ

とで、特に地方創生による教育の大改革で、

地域の活性化に取り組んでいます。今回の

教育委員会制度の改革も、その一つであり

ます。 

  そこで、仮に、教育長が新制度のトップ

リーダーになったとしたら、新制度の教育

長として、これは何とかやり遂げたいとい

うことがあれば、一つ挙げていただきたい

と思います。 

○副議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  石塚教育長。 

○教育長（石塚謙二君） 

  人事案件の話ですので、ちょっとあれで

すけれども、それはさておいて、今の教育

長でございますので、現在やりたいことを

今後もやっていくんだろうという観点から、

やはり豊能町の今の教育の強みといいます

と、それは幼児の段階から中学生まで、ス

ムーズに円滑に教育ができる状況にあると

いうことですね。要するに、保幼小一貫教

育のことであります。 

  それから、これは見方が違うかもしれま

せんが、学校数が６校、保育所等も３施設

でありますので、比較的小規模であるとい

うことから、教育行政を担っている者と、

学校にいる、現場にいる者とが、近くてフ

ェース・トゥ・フェースで仕事ができると

いうこと。非常にいい面ではないかと思い

ます。それには、社会教育、生涯学習とい

う観点でも、この本町には、それに積極的

に参画する町民の方々多いですので、そう

いうよさがある。 

  そういう小さな町で、しかもフェース・

トゥ・フェースで、積極的に参加してくれ

ている方が多いというよさを生かして、教

育の面で、一人一人にやはり生き抜く力と

いうものを、きちっとつけていきたいなと

いうことと、それから本町ならではの、や

っぱり光るといいますか、きらり光るとい

いますか、ちょっと変な言い方なんですけ

ども、やっぱりスポーツ、文化行政を進め

ていきたいもんだと思います。 

  そういうことに向けて、今後、数年間に

なるかと思いますが、今後の方向性、ビジ

ョンというものの一端でも、定かなものに

したいと、今後の教育行政をどのように進

めていくのかというビジョンの一端でも定

めていきたいなというのが、私の今の望み

でございます。 

  以上でございます。 

○副議長（橋本謙司君） 

  西岡義克議員。 

○１３番（西岡義克君） 

  今回、地方行政ということで、内閣挙げ

て対応しているということで、臨教審を超

えた教育再生会議を立ち上げておるわけで

あります。また、先般は中教審の女性委員

の増員をしておりまして、さらに地方創生

に向けた厚労省までが、子ども子育て支援

と。ですから、総理大臣も文部大臣も厚労

大臣も挙げて、まさに国を挙げての私は教

育大改革そのものであろうと思っておりま

す。 

  豊能町の地方創生は、後ほどやらせても

らいますけども、財政再建と教育改革であ

ると思っております。教育長は、文科省在

籍の実績がございますんで、それを生かし

て、今回の地方創生に向けた財源確保と地

域活性化の取り組みについて、何かあれば

お願いします。 
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○副議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  石塚教育長。 

○教育長（石塚謙二君） 

  財源確保というお話ですが、実は私が頑

張らなくても、本町の教育行政においては、

今までも補助金たくさん使っておりまして、

例えば読書推進の取り組みや図書館での活

動を、１０年以上前からさまざまな補助金

を使ってやらせてもらっています。それら

は、やはりこれからも続けていきたいと思

いますが、ちょっと本音を申せば、比較的

補助率の高い、１００％に近い補助率の実

は事業の資金も、補助金もらおうと思えば

もらえるんですけども、それには、受けと

める体制が必要なんですね。人も必要です

し、活動エリアも広くなきゃいけないとい

うことですので、本町のように小さい町で

すから、そういったお金を取るということ

に、取れるんですけども、それには、やっ

ぱり受け皿というものが必要なので、そう

いうものはつくっていきたいものだと思い

ます。なるべく１００％補助のお金を文科

省から持ってくるというようなことは、虎

視眈々といいますか、考えてはおるんです

けれども、それはまだ至ってはないという

ことですので、考えていきたいと。 

  それからもう一方、私、文科省におりま

したですが、さまざまな教育界、医学界の

学会の重鎮と随分とつきあいがありますの

で、本町の教育に資する方々などには、比

較的たやすく声をかけられて、そして支援

を受けられることができます。大学もそう

です。この近辺の大学には、知り合いがた

くさんおりまして、事務局長クラスもおり

ます。よって、そうした人たちの人脈は生

かせるかな。それから、文科省における今

の取り組み、それについての情報もいち早

くとることができます。 

  そういうことを、私なりに力を入れて、

進めてきたつもりでありますし、今後も努

めていきたいし、その効果を、議員おっし

ゃる道徳教育の充実でありますとか、それ

だけではなくて、わかりやすい、どの子も

わかる教科指導なども実は重要な課題でも

あります。それから、先ほど来問題にして

います、保幼からの一貫教育、こういった

ことについて、これまでの経験を生かして

取り組みたいと思います。 

○副議長（橋本謙司君） 

  西岡義克議員。 

○１３番（西岡義克君） 

  ただいまお聞きしますと、やはり、人脈

といいますか、それと情報、その辺を生か

していただいて、豊能町の教育、子育てに

向けて、推進していただきたいと思うんで

すけども、先ほども教育長お話ありました

ように、この地域というのは、かなり豊能

町はありますんで、その地域と学校と家庭

の連携というのは、非常に大切だなと。中

でも、今一番問題になっているといいます

か、しんどいのは家庭のあり方やないかな

と思っております。 

  私はこの豊能町の地域の活性化の原点は、

家庭やなと思っております。この前、１月

の成人式の際に、タオルが配られたんです

ね。そのタオル開いてみたら、何て書いて

あったか、郷土愛と書いてあるんですね。

びっくりしました。郷土愛ってすごいなと。

だから、今日質問したら、教育長が一番に

郷土愛ですと言うんかなと思うたんですけ

ども、私はこの郷土愛というのは、やはり

基本やなと思っております。郷土愛という

のは、私は、ふるさとを愛するということ

もありますが、人も愛する、そして国も愛

するということで、やっぱりこれは基本的

に人間として、どうあるべきかという基本

的なところ、どう生きるかということでは、
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やっぱり先ほど教育長からも話し出てまし

たように、やっぱり徳育の充実というのは、

基本じゃないかなと。何ぼ頭がよくなって

も、出来の悪い頭のいいのは、悪いことし

ますんでね。基本的なことを、やっぱりや

らないかんと。私は基礎・基本が、一番大

切やなと思っております。 

  その中で、昨日も川上議員からも質問出

てましたけども、知育は私学で、徳育は学

校で先生に教えてもらう、これも一つおも

しろいなと思っております。私は平成３年

度の府の会長しとったときに、それに似合

うこと言われたんですね。学校週５日制で

テレビに出されまして、河合塾の先生と日

教組の先生と三人でＮＨＫに出ました。そ

のときに、河合塾の先生がえらいこと言い

なさった。これと同じこと言ってたんです。

ＰＴＡの会長、そんな学校５日制になった

って、心配せんでよろしいでと。月曜日か

ら金曜日までうちに任せなはれと、土曜日

だけ学校行かせて、子どもが生きてるとい

う証だけを見せてくれと、こういうことを

言われました。それほど塾のレベルは、知

育に関する教育力は高いと、当時は思って

ました。私はそれに対して、それは何を言

うとんですかと、じゃあ、真の学力という

のは、それですかと、知・徳・体、三つ兼

ね備えて、初めて真の学力でしょうと。あ

なた方がやっているのは、これだけでしょ

うと、だから、これもあるんよと、だから、

私は５日制に向けて、土曜日の１日大人は

休んだらよろしい、先生も休んだらよろし

い、子どもは学校行かせて、大人が休みに

なるから、大人が学校に来て、一緒に子ど

もと徳育を学びなさいという話をしたんで

すけどね。 

  だから、この基本的なことがやっぱりで

きてないとあかんと思うんですよ。教育長

の郷土愛の醸成といいますか、それに向け

ての何か考えあったら。 

○副議長（橋本謙司君） 

  石塚教育長。 

○教育長（石塚謙二君） 

  非常に郷土愛というのは、重要な内容で

あると、郷土愛の醸成というものは重要で

あると、これは認識しております。少し固

いお話ししますと、郷土愛はベースになる

ということをおっしゃってますけれども、

学習指導要領等の教育内容という観点から

すると、教科やそれから特別活動や総合学

習とか、さまざまあって、その道徳という

ジャンルの中に、郷土愛は扱うと。それ学

校全体で扱ったり、道徳の時間で扱うとい

うことになっておりますので、それは、全

てに優先するかどうかということに関して

言えば、一つの指導の内容でもあるという

理解をまずはしています。 

  しかし、自分の生まれた土地を好きにな

って、自分の生まれた土地に住んでいる人

たちが好きであるということは、国を愛す

る気持ちでありますとか、それから国際教

育ということに関しては、非常に重要だと

思いますので、本町でも、道徳教育という

観点で、その郷土愛も含めた取り組みを充

実させていきたいと考えておりまして、今

年度から道徳教育の研究指定校を設けたり

などをしております。 

  そういうような取り組みをしながら、今

後、その道徳が教科になっていくというよ

うな動きもありますので、より一層、内容

論としての道徳教育の指導の工夫といいま

すか、そういうのは、本町の学校教育にお

いても進めていきたいと思います。 

○副議長（橋本謙司君） 

  西岡義克議員。 

○１３番（西岡義克君） 

  ありがとうございます。そういうことで、

何か道徳といったら、何か右や左やという
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人がおるんですけども、道徳、徳育なんて

いうもんは、人間が持って当たり前のもの

で、それが徳育の高いか低いかだけの話で、

人間として、当然持っているものなんです

ね。その、今比率が、非常にね、知育と徳

育の比重が非常にアンバランスになってる

なと。一番いいのは、知・徳・体のバラン

スがいうことなんですけども、知育と徳育

と考えると、やはり、今は知育のほうが上

に来て、徳育のほうが非常に低いあれにな

っていると。これは一つは親御さんの考え

もあるんでしょう。この徳育というのは、

点数でなかなか示されないという部分で、

力が入らないと、親御さんにしてみたら。

そういうこともあるのかなと。 

  我々が知育偏重でずっとこれまでやって

きました。ここで、やっぱり知育も大事だ

けども、それを支える徳育が非常に大事や

なということで、文科省のほうも、安倍総

理を筆頭に、教育再生会議も開いておりま

すし、文科大臣も頑張ってやっております。

だから、以前には、道徳の本もあったんで

すけども、民主党政権でそれがなくなった

と。再度また今度新しく本ができるという

ことで、問題は教える側にもあるなと。教

師に問題もあるなと。私は５日制のときに、

先生は労働者じゃないよと言ったんだけど

も、休むということで、じゃあ、先生休み

なさいと。土曜日は徹底的に徳育やると。

徳育というのは、徳が備わった人がやるか

ら、徳育なんだと。あなた、よろしいよ、

休みなさいという話をしたんですけども、

今後、そういう知育と徳育のバランスある

教育ですね、それを進めていただきたいと

思うんですけども、教育次長どうですか。 

○副議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  今中教育次長。 

○教育次長（今中泰行君） 

  お答えいたします。 

  まず、本年度の教職員の道徳に関する研

修についてですが、先ほど教育長も申しま

したが、本年度は研究指定校ということで、

東能勢小学校で、道徳の時間のこの指導に

ついて、ユニバーサルデザインに基づいた

授業づくりということで研究テーマを設定

して、外部講師を招いて研究を進めてきて

おります。また、それに基づいて、発表に

行っております。 

  それと、全教職員対象で、今年度ですが、

教員研修として実施しましたのが、中央教

育審議会の道徳教育専門部会の委員でござ

います島先生、畿央大学の教授をお招きし

て、教育委員会主催で全体意思研修会をさ

せていただきました。今後も研修によって、

道徳に関する教育の充実を進めてまいって、

評価についても、答申のほうで述べられて

いるような児童・生徒が自らの成長を実感

して、さらに意欲的に取り組んでいけるよ

うというそのきっかけづくりというところ

で、評価ができるよう、数字として評価す

ることは好ましくないんですけども、児

童・生徒の本人を適切に判断できる力をつ

けていってもらいたいということで、研修

を進めてまいります。 

○副議長（橋本謙司君） 

  西岡義克議員。 

○１３番（西岡義克君） 

  ありがとうございます。いろんな研修、

先生方に対する研修もそうなんですが、や

っぱり基本は家庭のお母さんやなと、私は

思うんですね。今、やっぱり家庭がなかな

か厳しい状況にもあるということも聞いて

おります。道徳というか、徳育というのは、

本来なら家庭の中で育つもんでありますけ

ども、今、「マッサン」というＮＨＫの番

組がありますけども、これは、今タイトル

が、「親を思う心に勝る親心」というのが
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あるんですよね。そういうような親がなか

なか少なくなったなという気がするんです

けども、その辺をこれから地道に、教育は

１００年の大計と申しますんで、地道にこ

つこつと進めていただきたいと思います。 

  それで、学校の体制なんですけども、ま

た入学式や卒業式ありますわな。それ、私

ずっと行っているんですけども、残念なが

らポールに日の丸が揚がってないですね、

国旗が。いや、こっちはポールに揚がって

ないですよ、私は毎年行ってますから。だ

からね、何のためにポールがあるんやと。

あれは平常でも揚げるべきです、教育の場

としては。やっぱりさっきの郷土愛でも、

そうですよ。やっぱりそういう体験、見る、

感じる、そういうとこからね、やっぱり自

然と備わってくるもんだと思うんですね。

だから、やっぱり国旗・国歌、それから町

歌でもそうですよ。ユーベルで歌っている

人が少ない。これは前にも言ったように、

ここの中で、ふるさとか何か流してますよ、

５時に、うさぎおいしとか。あれ替えて、

町歌流してもええんじゃないかなという気

もするんですよ。だからその辺、ちょっと

何か考えていただいて、その国旗に関して

は、やっぱり今の国会議員自身も国旗に対

する愛着というか、敬愛の念がないやつが

おりますけども、やっぱり、子どものおる

のは家庭やと。家庭・地域が子どもを守っ

ていると。その家庭・地域を守っているの

は国やから、国に対して守られているとい

うその敬意、そういうものがなかなか薄れ

ているなと。だから、常に、学校には、国

の旗と学校の旗とは、常に揚げとかないと

あかんと。祭日だけ揚げたり、そういうこ

とじゃなくて、祭日にも揚がらないような

学校は、教育的な場所じゃないと、私は思

っております。その辺、今後、よろしく御

指導願いたいと思います。 

  今後、そういうことで、国旗とかその辺

に対してやっていただくんですけど、人間

としての基本は、私は挨拶やと思う。ここ

は、ありがたいことに、皆さんが朝立って、

子どもを相手に挨拶運動をしてくれてます。

これほんまにありがたい。だから、今、東

地区の子どもは、こちらから挨拶せんでも、

向こうから挨拶してくれるんです。西岡さ

ん、子どもは挨拶してくれて、うれしいわ

と。自然に出るんですよ、ああいうのは。

これは、習慣なんです。だから、天性に勝

るものは、よい習慣であると。きちっとし

た習慣をつけなさいと、子どものとき。三

つ子の魂百までと、こんなのは、就学がち

ょっと早うなるような話ですけども。 

  だから、そういうことで、やっぱり挨拶

運動ということで、この前も言うたんやけ

ども、のぼりをまたなんとかできへんのか

なと、もうぼろぼろになって、どないもな

らんと。前も言ったように、町がつくった

挨拶運動の旗が欲しいと。みんなでつくる

旗が欲しいと。今みたいに、大阪府のあん

な借りてきとったら、皆、そんな意識ない

ですよ。だから、自分らでつくった、今学

校にのぼりみたいなのが上がってますけど、

中学校と小学校上がってます。それとは別

に、挨拶のときに立てる旗、それを何とし

てほしいと思うんですけども、町長どない

ですか、予算的に。 

○副議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  挨拶の旗ということで、御指摘いただい

ているところではございますけれども、今、

大阪府からいただいている補助金等、活用

した形で、そういったことに、今、対応し

ているところでございます。 
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  以上でございます。 

○副議長（橋本謙司君） 

  町独自のできへんかという話。 

○町長（田中龍一君） 

  町独自につきましては、今現在、府の分

でやっておりますので、今後の検討課題と

いうふうに思っております。 

  以上でございます。 

○副議長（橋本謙司君） 

  西岡義克議員。 

○１３番（西岡義克君） 

  あのね、町長ね、現状見なあかん。今、

何本その旗があるか、町内に何本旗が立っ

ているか、その大阪府の旗。希望ヶ丘の中

に３本立ってます。その旗どんな状況か見

てください、もうぼろぼろですよ。その旗

でも、みんながつくった旗やったら、曲が

ったら、直してくれる、自分らの旗やから。

そういうね、やっぱり郷土愛をはぐくむよ

うな旗、安いもんですやん、そんなもん。

２億4,０００万か、訳のわからんもん払う

んやったら。理由の通ったとこへ、金はき

ちっとつけなあきませんやん。説明もでき

んような金は、２億何千万も払うてやね、

そうでしょう。しれた金ですやん、どない

です。 

○副議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  挨拶というのは、非常に大切なことだと

いう認識はありますし、しております。今

は財政のお話もあります、健全化というお

話もありますんで、今ある大阪府のものを

活用していっていきたいということで、今

後の独自の旗ということにつきましては、

今後の検討課題と思っております。 

  以上でございます。 

○副議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  今中教育次長。 

○教育次長（今中泰行君） 

  今現在、希望ヶ丘の１丁目に立てていた

だいていますのは、大阪府の「こころの再

生運動」のもので、それでも挨拶を込めて

ということで、代表で揚げて掲げていただ

いております。西岡議員おっしゃっていま

すその挨拶ののぼりというのは、かろうじ

て、教育委員会事務局に無事に残っており

まして、青色のツーバイツー運動ののぼり

のことでございます。その後、あのときに

のぼりをたくさんつくって、もうほとんど

消耗されているんですけども、あと、あの

運動のキャンペーングッズというのは、冷

蔵庫とかにはる黄色いマグネットをつくっ

ておりまして、まだあちらのほうは在庫あ

るんで、配布物に入れたりとかしてるんで

すけれども、今後、また町長も言いました

ように、補助事業に乗って挨拶運動、また

できるときには、つくれればと思うんです

けども、なかなか単費で予算獲得というの

は、難しいところが現状でございます。 

○副議長（橋本謙司君） 

  西岡義克議員。 

○１３番（西岡義克君） 

  多分見積りもとってへんと思うんやけど、

そんな大した金やないと思いますわ。子ど

もの将来のこと思うて、投資するのにそん

なこと言うとったらあかんがな。それで、

よう教育の町やと言うてますな、子育ての

町。 

  矢祭町というまち御存じですか。ここは

すごいですよ。子ども一人生まれたら１０

万、二人生まれたら５０万、三人生まれた

ら２００万、預かるところはみんなでボラ

ンティアで預かってくれて、心配せんでも、

子どもはちゃんとしますと。若い人は真っ
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黒になって働けと、あなた方には一銭も払

わへんけど、あなた方の子どもはきちっと

私らが育てますと。そこは子どもの声が聞

こえるまちというのがまちの将来像ですわ。 

  豊能町は、「人とみどりが輝くまち」私

はあのとき、子どもが輝くまちということ

にしようと思うたんやけど、皆の意見で、

子どもも全部含めて人とみどりと、ここは

教育のまちと言うてますやんか。何ぼほど

かかりますねん、そんなもん、しれたもん

ですわ。もうちょっと将来にかけて、この

まちを育てていかんと、今よりも未来にか

けて、やっぱりまちづくりをせなあかんの

違いますか。そういう意味では、何ぼかか

るか、１回見積りしてみてください。 

  その次行きます。地方創生と行政機能と

いうことで、先ほども冒頭申し上げました

ように、地方創生というのは、自己決定、

自己責任ということでございます。議会と

行政が一体となってという話でしたけど、

なかなかうまいこといってないみたいな感

じで、車の両輪までいってないような気が

いたしますが、やっぱり、町をつくってい

くのは職員さん、だから、私は前から言っ

ているまちづくり仕掛け人を育てなさいと

いうことを言ってますけども、前からそれ

は言うとるんです。それはいろんなことで

やっていきますと言ってましたけども、そ

ういう取り組みしてますか。 

○副議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  まちづくり仕掛け人ということでござい

ます。地域の住民の方々と連携をしていく

ということがなければ、何もできないとい

うことでございます。もちろん職員がリー

ダーシップを発揮していくということも必

要でございましょうけども、やはり物事を

するには、地域の住民の中にリーダーがお

られて、そのリーダーの方を中心にまちづ

くりをやっていくということが一番よろし

いのではないかというふうに思っておりま

す。 

  職員とその地域のリーダーの方が、まず

は課題を共有するでありますとか、その地

域のまちづくりの方向を一緒に話し合うと

か、そういうところからスタートするのが、

一番よろしいのかなというふうな思いを持

っておりまして、やる気のある住民の方々

と我々職員がタッグを組むといいますか、

我々も応援していくというような格好の中

で、そういうまちづくり仕掛け人というも

のができていったらなというふうに思って

おります。 

  また研修も、年間通じてやっております

が、政策の形成でございますとか、そうい

うものについての研修も重ねておりまして、

何とかまちづくりにつなげていけないもの

かというふうなとこをねらっておるところ

でございます。 

○副議長（橋本謙司君） 

  西岡義克議員。 

○１３番（西岡義克君） 

  今、職員と住民さんが協力体制をとって

という話がありましたんやけども、課題を

共有するいうことは、やっぱり情報を共有

せなあかんわけですわ。ところが、ここの

まちは、何でも隠し回るからね、何か知ら

んけど、今までの一般質問を聞いとっても、

情報がなかなか議員までにも流れてこない

と、いきなり出てきたりなんかすると。そ

の辺もやっぱり変えていかんとですね。 

  それと職場の中に、やっぱりそういう教

育機能があるかということですよ。お互い

に頑張ろうよと、まず、教育長、職員の中

をまず、教材をつくらなあかんですよ、こ

のまちをどうするかという。職員を先に教
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育せなあきませんわ、ほんま。教育長、職

員全部教育せなあかん。だから、職員に郷

土愛がなかってね、まちが進みますか。こ

のまちに住んでよかった、このまちを何と

かしようと思って働いている職員さんと、

そうでない職員さんの差は大きいです。中

からまず郷土愛つくってください、あんな

タオル配る前に。びっくりしました、郷土

愛と書いてある。すごいなと。これからま

ず職員の中から郷土愛生まれるんやなと思

うてますけども、それから、住民さんと一

緒になっていろんなことやれるんじゃない

かなという気がします。 

  そのためには、やっぱりいろいろすんの

にも、やっぱり行政能力というのがやっぱ

り必要になってきますけども、私、前々か

らいろいろ質問している宿題的なもんがあ

りまして、それをちょっと聞いてみますけ

ども、以前に、戸知山の入口の道路問題、

これ聞いてましたけども、前回は質問に出

てないからということで、止められました。

これ、どういうふうになってますか。 

○副議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  戸知山へ行きます府道からのバイパス道

路のことかというふうに思います。あれは

町道認定はしておりませんで、公衆用道路、

町管理道路ということでございます。あの

道路の補修といいますか、損傷部分につき

ましては、採石業者が事業をやっておりま

すけども、その後、損傷部分については、

通行に支障のある部分について、その許可

業者のほうが、補修をしてきているという

ようなところでございます。業者と約束を

取りつけたらどうかというようなことが、

これまでの議員の御指摘やったと思うんで

すけども、その約束は取りつけることはま

だできておらないわけでございますけども、

その土砂採取の行為が終わったら舗装をす

るということで、協議は続けておりまして、

引き続き今後とも協議は続けていきたいと

いうふうに思っております。 

  今の業者が来る前から、経年劣化でかな

り傷んでおったという部分もありますこと

から、ちょっと協議は難航はしておるんで

すけども、なんとか話を整理しまして、合

意できるようにもっていきたいというふう

に思っております。 

○副議長（橋本謙司君） 

  西岡義克議員。 

○１３番（西岡義克君） 

  これね、やっぱり、私も建築関係やって

ますけど、終わってからじゃ駄目ですよ。

きちっと取り組みはせなあきません。これ

を許可しているのは、大阪府ですよ。大阪

府、中へ入ってもらいなさい。何もね、あ

の通り方云々も、全部町が管理しているの

かどうか知りませんけど、大阪府にも一端

の責任があるんですよ、あそこ許可下ろし

ているのやから。看板が出ているでしょう、

あの看板も塗りつぶしてあるけど、あれま

たちゃんとせなあきませんよ。何の工事か

わからへん。初め私が写真撮ったときは、

あれも全部書いてましたわ。白うに塗りつ

ぶしてますやん。あんなことして、黙って

見とったらあきませんやん、町も。だから、

大阪府と連携とって、きちっとこれはやっ

ぱりやってほしい、よろしいですか。確認

します、大阪府と連携とってください。 

○副議長（橋本謙司君） 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  許可を出す際には、条件というか、意見

もつけることができておりまして、道路が

損傷しないように努めることというような

条件をつけておりますし、また意見書とし
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ましても、町から大阪府のほうに、道路が

損傷した場合は、速やかに修繕するよう講

じることというような意見書も出しており

ます。このようなことで、大阪府もそうい

う町の思いは御存じでございますので、協

力は求めてまいりたいというふうに思いま

す。 

○副議長（橋本謙司君） 

  西岡義克議員。 

○１３番（西岡義克君） 

  協力求めているみたいやけども、それ言

うてるんでしたら、私も今度、大阪府に行

ってみます。きちっとこれやってくれとい

う話はいたします。一緒にやりましょう。 

  その次、通学路の安全確保ですけども、

これもなかなか難しい問題です。これ、昔

の話もあるし、地元の方との関係もあるん

で、非常に難しいけども、これは、やっぱ

り何とかせなあかんなと。前に迂回路とい

う話もしました。車を迂回できへんのやっ

たら、人を迂回するかという話もしました。

そういうことが進んでいるのかどうか、ち

ょっとお聞きします。 

○副議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  今中教育次長。 

○教育次長（今中泰行君） 

  迂回路の件ですが、これは、業者さんか

らヒントというか、提案があった案だと認

識しておりまして、現に学校長とも相談し

たんですけども、子どもたちにとっては、

現実性がちょっとないん違うかと、子ども

たちに無理を強いるルールじゃないかとい

うことで、今の通学路の中での安全確保と

いう方に重点を置いて、今対策をとってい

るところです。 

○副議長（橋本謙司君） 

  西岡義克議員。 

○１３番（西岡義克君） 

  確認しときますけども、この道路をつけ

たのは、豊能町と業者と両者やということ

は確認しときます。問題が起こったら、そ

の最初につけた業者はもうおりませんので、

なくなって、全面的に町の責任ということ

だけ確認しておきます、よろしいですな。

そういうことで進めていただきたいと思い

ます。 

  確認しときなさい、それでよろしいな。 

○副議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  今中教育次長。 

○教育次長（今中泰行君） 

  工事用の車両の件だと思うんですけども、

工事用の車両については、これ、道路を走

っている車両という道交法に基づいて、被

害者に対して補償するべきもので、そちら

の被害者への対応については、被害を起こ

したドライバーだけではなかなか難しいの

で、入れさせている業者もきちっと間に立

って、解決をとることということで、毎年

取り交わしてます協定書のほうにも、事故

が起こった場合の対策については、義務づ

けているということでございます。 

○副議長（橋本謙司君） 

  西岡義克議員。 

○１３番（西岡義克君） 

  議長、そんなことはわかってますがな、

道交法というのは、私もわかってます。そ

やから止められへんのもわかってますやん。

そうやなかったら止めませんわ、私。だけ

ど、これは心情的に親御さんとしてみたら、

学校のところを通っているのを、何で学校

は止めへんのというのはありますよ。そん

なんね、法律とか云々の話じゃない、心情

的な問題を言うとるんです。だから、それ

をどういうふうにやっていくかということ

なんですわ。今後はそういう観点で進めて

いただきたいと思うんです。これ、どうで
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すか。 

○副議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  石塚教育長。 

○教育長（石塚謙二君） 

  保護者の心情、さも危ないという感じと

いうのは、理解できるつもりであります。

通学路に関して、教育委員会ないし学校の

ほうが、もし何かあったときに問題となる

のは、大きな瑕疵があったかどうかという

ことになります。もし何か事故が起きたと

きに、起きないこと望んで今やっているわ

けですけれども、ガードマンを二人を配置

したり、あるいは８時半以降に車を入れる

とかというような配慮、こういうことをし

た上で、何か起きたことが瑕疵になるとい

うことになれば、町としてあるいは教育委

員会としての責任が生ずるものと思います。 

  一方、最大限の安全策をとっていたとい

うふうな判断であれば、その責任というも

のは、全くないとは言いませんけども、ド

ライバー等の責任が重くなるという事故様

態とか、あるいはそのときの安全状態の確

認、つまりガードマンがきちんとやってい

たかどうかとか、さまざまな状態に応じて、

その責任範囲というのが規定されるもんだ

と思いますので、一元的にといいますか、

一元的に教育委員会が町の責任があるとい

うふうなことに関していえば、そうしたこ

とを加味しなくちゃいけない。心情論とし

てはわかりますけれども、その辺は、論理

的には、きちっとそういうのは整理しとく

必要があるかなと思います。 

○副議長（橋本謙司君） 

  西岡義克議員。 

○１３番（西岡義克君） 

  じゃあ、ちょっと補足しときますけども、

朝はよろしいんや。問題は帰りですわ。帰

りをきちっとやってください。行きしは集

団登校しています。その間、きちっと行け

るかもわかりません。帰りはばらばらです

わ、はっきり言うたら。その時間帯ね、ど

ういうふうにフォローするかということ、

今後考えてほしいと思います。その点、ど

うですか。 

○副議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  今中教育次長。 

○教育次長（今中泰行君） 

  おっしゃいますように、帰りは集団とい

うよりも、学年ごとにちりぢりばらばらと

いうことで、その間の工事用車両と子ども

たちとの交通整理というのは、ガードマン

必ず配置して、ガードマンに誘導させると

いうことを徹底しております。 

○副議長（橋本謙司君） 

  西岡義克議員。 

○１３番（西岡義克君） 

  時間帯がばらばらなんで、私はちょっと

心許ないなという気はしてますけども、徹

底してほしいと思います。 

  次、希望ヶ丘の環境問題でありますけど

も、これは、この前代執行していただいて

きれいになったんですが、もう既に草ぼう

ぼうです。あれね、せっかくあそこやった

んやから、後をどうするかということが肝

心なんですよ。私は、その罰則規定、まだ

設けてへんみたい、そんな考えないみたい

やけど、これ、どういうことで、そういう

罰則規定を設けへんのか、私はわかりませ

んのや。納得いく答弁をお願いしますわ。 

○副議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  石田建設環境部長。 

○建設環境部長（石田 望君） 

  お答えいたします。 

  ほとんどの方が指導段階で是正応援に応

じていただいているというところでござい
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ます。その中で、罰則等を設けることで、

一般的には、抑止力が働くことは考えられ

ますが、この件に特化し、罰則を設けるこ

と、またどこまでの効果が期待できるかも

不明な面がありますので、現在のところ、

ほかの条例とも均衡を保つ必要もあります

ので、慎重に取り扱うというふうに考えて

おります。 

  以上です。 

○副議長（橋本謙司君） 

  西岡義克議員。 

○１３番（西岡義克君） 

  ほかの均衡はいいけど、何でつくったら

あかんのかわからへんねん。これつくって、

何か損傷ありますか。答えてください。 

○副議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  石田建設環境部長。 

○建設環境部長（石田 望君） 

  お答えします。 

  今、この希望ヶ丘の空き地問題につきま

しては、今のところ、従わないというか、

いうのは今まで、議員も御存じのとおり、

去年１件あった部分だけでございまして、

ほかの方は、早い時期にほとんどが指導の

段階で、ちゃんとしていただいているとい

うとこがございますので、罰則を設けたか

ら、それでなくなるかというたら、その辺

がどうなんかなという思いがありまして、

申しますのが、罰則設けてしたから、今や

らない人が、そしたらやるかといったら、

なかなか連絡もとれないとか、この前のあ

れからいきますと、相当いろんなことがご

ざいましたので、ちょっとその辺も考えま

して、ちょっと今のところ罰則を設けると

いうのは、ちょっと考えたいと思っており

ます。 

○副議長（橋本謙司君） 

  この際、暫時休憩します。 

（午後２時５１分 休憩） 

（午後２時５２分 再開） 

○副議長（橋本謙司君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  答弁を求めます。 

  中井副町長。 

○副町長（中井勝次君） 

  議員御指摘は、要は抑止力を担保できる

規範にしろと、こういうことかなというふ

うに思います。罰則と広く言っております

けども、我々だけでできる行政処分という

のがございます、科料を科すとかというよ

うなことです。これは本当に抑止力になる

金額を設定できるかというところで、今回

の事象に当てはめてもかなり低額でとどま

るしかないので、抑止力につながらないだ

ろうとこう思います。 

  本当の抑止力とは何かと、本当に罰金と

いうところですね。もしくはもちろん逮捕

みたいなことも含めてで、こうなりますと、

抑止力を担保しようと思えば、また検察庁

との協議というものが必要になってまいり

ます。そうしますと、恐らくその判断の中

に、世の中で規定されている法規範の中で、

そういうことが可能かどうか、もしくはほ

かの法令との均衡ということを加味して協

議していくということになると思います。 

  それと、その必要とする我々の町内の状

況がどうであるかと、こういう御説明もし

ていかないといけないと思います。そうい

うのが頻発しておってというふうなことが、

今言えるのかどうかと、そういうふうな全

体の状況の中で、今、そのレベルの条例改

正ということには、多分至らないんじゃな

いかというふうな判断から、今、議員御指

摘のような、今の条例の改正をしてはとい

うところに至ってないというところでござ

います。 

○副議長（橋本謙司君） 
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  西岡義克議員。 

○１３番（西岡義克君） 

  ようわからんわ。何でつくったらあかん

のと言うてんねん。その抑止力がなかって

もええがな、つくってくれと言うてるわけ

や。ある人は、それでとまるかもわからへ

んやん。それ言うてるわけやん。それをつ

くったから、ほかの人が困ることがあるん

やったら、別でっせ。何か困ることありま

す、つくることで。 

○副議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  中井副町長。 

○副町長（中井勝次君） 

  今おっしゃっていただきましたように、

抑止力がなくてもいいというふうな御指摘

もあったと思いますけども、我々がつくる

規範で、そういうものというのは、ちょっ

となかなか想定できないです、現実的に。 

  それよりも、今回の事象に照らして言え

ば、今回ほかの方法をとって、整理ができ

たというところがあります。科料を科して、

そのお金を徴収するということじゃなくて、

今回は、実体的に実額に関して、きちっと

いわゆる徴収ができているということもあ

ります。そんな方法も組み合わせて、この

係る事案に対処していくということが現実

的かなというふうに思っているところです。 

○副議長（橋本謙司君） 

  西岡義克議員。 

○１３番（西岡義克君） 

  もう時間がないからよろしいけどね、そ

んなら、すっと問題解決するように動かな

いかん、職員は。あんなものに１０年かか

ってどないしますねん。そうでっしゃろう。

それ言うてますんや。それができへんのや

ったら、そういうのをつくっときなはれと

いう話ですわ。これは、また今度もっと勉

強して言いますわ。 

  次、残土問題ですが、これ、残土問題、

今回条例つくっているんやけども、中井副

町長が前言われたように、1,０００平米や

ったらけえへんやろうと、業者は。罰則１

００万やったら、1.０００平米やったら、

ようけえへんと。2,０００平米がボーダー

ラインで、これから、この2,０００平米や

ったら、まだ危ないなと。1,０００平米や

ったらけえへんと。でも、大阪は3,０００

平米にしたわけ、おいで、おいでという条

例ですわ、あれ、はっきり言うたら。それ

で、大阪府は3,０００平米から向こうで逃

げているわけですよ。５００から3,０００

までね、豊能町はやるんですよ。ようやり

ますか。草ぼうぼうもよう制限せえへんよ

うなところが、ようしますか。そんで、問

題起きたときに、今度は、豊能町が全部仕

切らなあきませんで、大きな金で。規則を

きちっとやらなあかんと。 

  私は今、この中にない部分で、一つは補

償制度を条例に入れてほしいということを

一つ。補償金を積むこと、それが一つ。そ

れから、問題が起きたときに、まず工事差

し止めを先にしてから対応すること、これ

二つです。三つ目は、所有者、これはやっ

ぱり利益共有者やから、共同責任的なもの

を、その条例に入れる、この三つは入れて

検討してほしい。私は委員会に入ってませ

んので、これから委員会で、これもむと思

いますから、委員会の中に、そのことを入

れて検討してほしいと思うんですけど、こ

れもお願いしときますけども、どうですか。 

○副議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  今申された三つの点ということも非常に

大事だというふうには、認識はしておると
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ころではございますけれども、今回、大阪

府との条例との整合性、これを図りながら、

大阪府・町と一体的にこれを指導できるよ

うにという思いからも、今回、条例をまと

めてまいったところでございまして、今回

の条例につきましては、今、考えておりま

す形で上程させていただきたいと思ってお

ります。 

  以上でございます。 

○副議長（橋本謙司君） 

  西岡義克議員。 

○１３番（西岡義克君） 

  いや、そんなこと言うてへんやん。この

三つを検討してくれと言うてるわけや。入

れる、入れんは別の話や。委員会で検討し

てくれと、議長にも言いますけども、そう

いうことですわ。これ、よろしいわ。 

  次行きますわ。補償の問題ですけどね、

この前残土来たときに、通った人が、交通

券ですか、代償として清算するということ

で、私も払う言うとったんを払わへんとい

うことで、いろいろ相談を受けました。聞

いたけども、町長にも、副町長にも、部長

にも話ししてますけども、これ、町の職員

の落ち度ですな。これ、まず聞きます。 

○副議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  グリーンロードとバスの助成の事業でご

ざいます。議員のおっしゃっていることは、

４月のグリーンロードの事前の受付のとき

と、８月の請求申請のときと、職員の言う

ことが違ったということで、助成金を受け

られなかった方がおられるということで、

議員を通じて、その住民の方から申し出が

あったというようなこと、その件だと思い

ます。 

  御質問は、職員の落ち度やなということ

でございます。確かに、４月のときには、

まだ制度設計がしっかりできていなかった

というようなことで、大阪府の職員とのそ

ういう突合といいますか、そういうものも

なかったという中で、まずは登録をしてい

ただくということを優先したがために、誤

解を与えるようなことを申し上げたのは、

これは事実でございます。８月に今度は助

成の申請を受付というときには、その買物

等の意味です、買物等の等って何かという

ところで、非常に見解が、住民の方と大阪

府との間で違ったと。豊能町の職員は、４

月のときに、買物等の等の中身を言うてお

りましたところが、違ったということで、

その利用が認められないということで、御

迷惑をおかけしました。 

  町の落ち度かというと、落ち度かも分か

りませんが、そのとき４月の時点では、大

阪府と豊能町とのそういう統一した見解が

なかったというようなところでございまし

て、申し訳なかったというふうに思ってお

ります。 

○副議長（橋本謙司君） 

  西岡義克議員。 

○１３番（西岡義克君） 

  申し訳なかったで済むんならいいんです

けど、やっぱり、言ったことはやっぱり責

任はとらないかんわけですよ。最終、町長

まで行っているわけです。職員の責任は町

長の責任でしょう。町長が最終判断して、

やっぱり払うべきもんは、払うと言うたも

んは、払わないかんでしょう。 

  私かってね、職人７人ほど使うてますや

ん。十分仕事してこいと、現場でもけんか

してきてもええと、自分が正しいと思うた

ら、間違うとってもやってこいと。結果、

間違ってたら、私が行って、責任とります

がな。そうやないと、職人働けないですよ。

私の代表で行っているんですから。ここの
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職員、全部町長の代わりにやっているんで

すよ。それは町長が最終責任とれへんかっ

たら、仕事できませんやん、安心して。で

しょう。 

  町長どないです、これ責任とれますか。 

○副議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  こちらにつきましては、この事案につき

ましては、大変申し訳ないと思っておりま

す。ただ、これにつきましては、お金とい

うことで、崩落事故を起こした業者への費

用の求償を行うといったことから、一定の

条件がつけられているということで、大阪

府とも十分協議はいたしましたけれども、

やはり、こちらにつきましては、支出はで

きないということでございました。 

  私といたしましても、これ、大変申し訳

ないんですけれども、こちらにつきまして

は、謝罪するしかないのかなと思っており

ます。ほんと申し訳ございません。 

○副議長（橋本謙司君） 

  西岡義克議員。 

○１３番（西岡義克君） 

  あのね、そういうこと言うてるん違いま

すんや。こんなことやっとったら、こんな

問題何ぼでも出てきまっせ。あなたが、町

長が職員の全体の責任者ですわ。そうでし

ょう。自分のかわいい職員が失敗したわけ

ですわ。職員が失敗したわけですわ。その

職員のフォローができないですか。お金の

問題じゃないですよ。 

  じゃあ、今の職員さんと住民さん、住民

さんは、職員さんを町の職員やから、物言

うてるわけですわ。そのどこの馬の骨かわ

からんのとは話ししませんがな。町の職員

やから、信頼して話ししているわけです。

ということは、町長が後ろにおるから話し

しているわけですやん。でしょう。それに

責任がとれないんですか、あんた。おかし

いでしょう。 

  そんな２万や３万の金どっちでもいいと。

ただね、ここに住んでこの町はいいなと、

町長さんもええ人やと思うて、住んでいる

のに、その信頼関係がつぶれることはお金

じゃないんですよ。そのことを言うてるん

ですよ。それはできないんですか。じゃあ、

この町には、皆住めませんよ。町長なんか

信用できへんということになるでしょう。

でしょう、それを言うてんですよ。お金の

問題じゃないんよ、これ、言うとくけど。

謝ったら済む問題違うんですよ。信頼関係

がつぶれるいうことですよ。お金で済む問

題違いますよ、これ言うとくけど。 

  だから、やっぱり、ちゃんとやね、しか

るべきことで、お金が出せないとか、そん

な話、小さい話じゃない。きちっと、職員

が失敗したことやったら、どっかから出し

てきて、ちゃんと済みませんと言うて払う

のが、本来でしょうが。それできへんかっ

たら、町の機能も何もないですやん。これ、

おかしいよ、それ。裁判訴えたら、負けま

っせ、あんた。恥ずかしい話。 

（発言する者あり） 

○１３番（西岡義克君） 

  和解があるけど、マスコミでも行かれた

らどないします、恥かきますよ、わしらも

恥ですやん。そんなとこの議員ですやん、

言うて悪いですけど。どないですか。 

○副議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  先ほどの当然ながら、そういった過ちが

あったということについては、大変申し訳
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ないと思ってます。ただ、こちらにつきま

しては、やはり公金を扱うという立場から

も、やはり大阪府との話、そういった中で

も、求償していくに当たっては、やはり一

定の条件が要るということもございました

し、本町としても、公金を扱うという立場

から言いますと、まことに申し訳ございま

せんけれども、お支払できません。ただ、

この件については、ほんとお詫びするしか

ございません。どうも申し訳ございません。 

○副議長（橋本謙司君） 

  府の言うてるのはわかるけど、町の単費

でも、できへんのかと言うてはるから、そ

れで答えてくれたらいい。できへんか、で

きるか。 

○町長（田中龍一君） 

  町の単費におきましても、やはり、これ

そういった理由が、公金を出すということ

の理由づけということではございませんで

して、検討はいたしましたけれども、まこ

とに申し訳ございませんけれども、支出は

できません。申し訳ございません。 

  以上でございます。 

○副議長（橋本謙司君） 

  西岡義克議員。 

○１３番（西岡義克君） 

  何で公金は出されへんのですか。職員の

失敗で経費が出たわけですわ。事故があっ

たわけ、職員の事故でしょう。あなた方ね、

職員のためには十分、事故フォローしてい

るんですわ。毎年車の事故ありますやろう。

あれ何ですか、あれ。毎年、事故いうたら

対処します、教育します。毎年出てますや

ん。それはね、後ろにフォローがあるから

ですよ。そんなら、その人が車年に何回事

故起こしたか、見てみなさい。ほとんどや

ってないわ。自分が金要るから。人の金や

ったら、何とも思うてないでしょう。 

  何で住民さんに対する責任がとれんで、

自分の職員やったら、何でもやるんですか。

公金出せますがな。自分の職員が事故起こ

したわけですやん。その事故の金が何で出

ませんか。おかしいやん、そんなもん。自

分とこの職員やったら、事故起こしたら金

出すのに、住民さんやったら、公金出せま

せんと、それどういう理由です、あんたら、

住民さんの金預かってますんやで。その住

民さんの金を、住民さんに迷惑かけて、金

出せんって、どういうことですか。そんな

もん、理由がつきませんやん。おかしいよ、

そりゃ。私ね、７人しか扱うてないけど、

そんなもん、なんぼでも払いますわ。迷惑

かけたんやから。ちゃいますか、おかしい

ん違う。理屈が立たんで、そんなもん。公

金、公金って、公金やから使えるんでしょ

う。自分とこの職員が事故を起こしたこと

に対して、公金が出せないのは、どういう

理由で出せないの。わからんわ、私は。答

えてください。 

○副議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  車の事故等につきましては、保険入って、

そういった形で支出をしているところでご

ざいます。こちらの事案につきましては、

基本的には、今、大阪府と進めている事業

でもございまして、この件について、豊能

町で単独で出すということは、難しいとい

うことに至ったわけでございます。 

  以上でございます。 

○副議長（橋本謙司君） 

  西岡義克議員。 

○１３番（西岡義克君） 

  言うてる、大阪府関係ない言うてんねん。

大阪府から、あんたら委託されてやってい

るわけや。大阪府と豊能町との間は、それ
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でよろしいがな。豊能町と住民さんとの問

題は、豊能町の問題、大阪府関係ないがな。

大阪府から委託受けてやっていることや、

あれは。豊能町が全面的に責任持ってやら

んなんことや。 

  そのことで、自分とこの職員が事故起こ

したわけや。住民さんに対して迷惑かけた

わけや。それに対して、何で公金が出され

へんのかと言うてんのや。何で出されへん

のや、おかしいやん。自分とこの職員に対

してやったら出せるのに、何でお金預けと

る、ま、言うたら大家さんや。何で金が出

されへんねんと。そんなもん、おかしいで。

弁護士に聞いたって、おかしいと言うわ。

そんなん払いなはれ言うわ。 

  それは、今までのいきさつがあるのか何

か知らんけど、それは、それまでにちゃん

と、最初に、マニュアル全部つくって、も

ってね、がっと見て、これあきませんわと

言うんやったらわかるよ。全部受付して、

払う段階で、送ったらその部分だけがない

っておかしいやないかと聞いているわけや

ろう。その前にきちっと教育して、受ける

んやったら、ちゃんとせなあかん。うちら

でも、職人は、仕事やるときは、受け取り

やから、きちっとやりますがな。それで間

違うたら、俺が金払うんやから。でしょう。 

  ま、言えば社長ですやん。町長が、ま、

言うたら株主さんみたいなもんやん。その

人に迷惑かけて、いや、それは公金は払え

ないんですわ。そんなあほなこと言われへ

んでしょう。考えがおかしいよ、そりゃ。

これは払うべきですわ。どうですか。 

○副議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  繰り返しになりますけれども、もともと

これは大阪府から業務を委託してやってい

るもんであります。その後、ですから、こ

ちらにつきましては、私どもで支出すると

いうことは検討いたしましたけれども、結

局、申し訳ないですけども、できないとい

うことの結論に至ったところでございます。 

  以上でございます。 

○副議長（橋本謙司君） 

  この際、暫時休憩します。 

（午後３時１０分 休憩） 

（午後３時２１分 再開） 

○副議長（橋本謙司君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えします。 

  公金の支出ということで、基本的には、

ルール、これやっぱり必要だということが

大原則でございます。ただ、こういったお

話もありましたので、弁護士に相談してみ

ます。 

  以上でございます。 

○副議長（橋本謙司君） 

  以上で、緑豊クラブの一般質問を終わり

ます。 

  以上で一般質問を終わります。 

  この際、暫時休憩します。 

  再開は、１５時３５分といたします。 

（午後３時２１分 休憩） 

（午後３時３６分 再開） 

○議長（竹谷 勝君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、日程第２「第５号議案から第２９

号議案まで」を議題といたします。 

  これに対する総括質疑を行います。 

  質疑内容は、それぞれ、各常任委員会及

び予算特別委員会に付託いたしますので、

大綱のみをお願いいたします。 
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  なお、御承知ではございますが、質疑は

議題になっている事件に対して行われるも

のでありますから、現に議題になっていな

ければなりません。また、議題に関係のな

いことを聞くことができない。このように

規定されておりますので、その点、十分御

協力いただきますよう、お願い申し上げま

す。 

  初めに、第５号議案から第２１号議案ま

での１７件に対する質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

  橋本謙司議員。 

○４番（橋本謙司君） 

  橋本です。第１２号議案ですが、職員の

退職手当に関する条例、まずは、この条例

改正の目的についてお聞きします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  このたびの退職手当条例の改正は、国家

公務員における退職手当法の改正があった

こと、それから人事院勧告によって一部改

正されたこと、これにつきまして改正する

ものでございます。 

  まずは、これまでの勧奨退職という概念

から定年前早期退職というようなこととい

たしまして、それらについて、規定をして

いくというものでございまして、年齢の要

件でございますとか、勤続年数の要件、こ

れらを改正するということ、それから調整

金について、改定するというようなことで

ございます。 

  目的につきましては、今申し上げた国に

準じてということでございますけども、国

においてこれら年齢の要件を下げたり、そ

れから勤続年数の要件を緩和するというよ

うなことがあったということは、定年前の

早期退職を促すということが主な理由であ

って、豊能町においても、それに倣って、

定年前の早期退職を促していくということ

が目的でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  橋本謙司議員。 

○４番（橋本謙司君） 

  まさしく定年前の早期退職を促すという

ことが目的だと思います。ただ、国につい

ては、きっと年齢構成のバランス等々があ

る程度それなりに均衡しているんじゃない

かなと思うんですが、本町において、本当

に、この４５歳まで下げるのがいいのかど

うか。私自身の思いは、やはりここはそこ

までのバランスが保たれてない本町で、こ

ういうことをやるのはリスキーだなという

ように思っているんですが、例えばこの４

５歳以上５０歳までの人数について押さえ

ておられると思うんですが、それについて

お伺いします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  現在４５歳以上の職員の数は１４１名で

ございます。これまでの制度に伴います５

０歳以上の職員は７７名ということで、単

純にほぼ倍増、対象者の数は倍増するとい

うところでございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  橋本謙司議員。 

○４番（橋本謙司君） 

  もう詳細は、委員会でお任せしますけど

も、今おっしゃっていただいたように、今

まで５０歳以上だったら７７名、４５歳以

上にすると１４１名ということで、ほぼ倍

増するということで、ただ、ここの割増率

自体が１％増ということなんで、これを契

機に退職を検討されるというケースは多分

少ないと思いますけども、ただ、やっぱり
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民間企業とか見ると、こういう早期退職を

募って、もっともっと上積みをすると、若

い優秀な方が多く抜けられるというような

傾向があるので、やはり、その辺はしっか

りと考えていただくべきではないかなとい

うように思いますし、本当に、早期退職を

促すんであれば、もっとこの５０歳以上の

率を高めるとか、５５歳以上の率をもっと

もっと高めるとかということをされるほう

がより本来の趣旨に沿うんじゃないかとい

うふうに思いますが、そのあたり、どのよ

うにお考えですか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  確かにもっと有利な条件で退職をしてい

ただくということをすると、議員のおっし

ゃるように、定年前の退職を促すことはで

きると思います。それを目的といたしまし

て、本町におきましても、時限的に、２２

年度から２６年度まで５年限りで、割増率

を年２％から年４％に倍にしてまいりまし

た。この制度はこの３月で終わるわけでご

ざいますけども、その間の希望退職者数が

１２名おられたということで、ある一定の

効果はあったのかなというふうに考えてお

りまして、ここもさらに、この早期退職を

促すということを目的に、それら制度の改

正というものは考えていくときが来るであ

ろうかなというふうなことは思っておりま

す。 

  ただ、これも先ほどから議員おっしゃっ

ている年齢のバランス、これを考慮しなが

らやるべきであろうというふうに思ってお

ります。 

○議長（竹谷 勝君） 

  ほかございませんか。 

  野村剛志議員。 

○１番（野村剛志君） 

  今の１２号について関するところで質問

をさせていただきます。 

  この説明の中では、現行割増率が２％と

書いてあるんですね。今、総務部長の御答

弁の中では、２２年から２６年プラス要は

２％あって４％というところですが、これ

は、この差というのは、どんなもんですか

な。要は、２％って書いてるから、４％じ

ゃないのということですが。 

○議長（竹谷 勝君） 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  ２％から３％に、１％引き上げるという

部分は、本則の部分でございまして、私が

申し上げました５年間の時限的な４％と言

いますのは、附則にあったもので、その附

則においては、２２年度から２６年度に限

るというふうなことがあって、このたびの

改正をしなくても、自動的に時限立法です

ので、期限が切れるというものでございま

す。 

○議長（竹谷 勝君） 

  野村剛志議員。 

○１番（野村剛志君） 

  では、もう一つ確認の質問をするんです

が、要するに今４％であると、だから、こ

の２６年度のこの３月末をもって退職され

る方は、２％のいわゆるものではなくて、

４％でされると。翌年からは、逆に３％に

減るという考えでよろしいですか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  おっしゃるとおりでございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  ほかございませんか。 

  高尾靖子議員。 

○１２番（高尾靖子君） 

  ５号と６号と７号についてお伺いいたし
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ます。 

  ５号議案、豊能町の子どものための教

育・保育給付に関する利用者負担額を定め

る条例、第５号議案でございます。この点

について、各階層があるわけなんですけれ

ども、これは、現在いらっしゃる、またこ

れから入る方の保育料ですけども、値上げ

になっていくという、そういう方の人数は

把握されているんでしょうか、現在おられ

る中で、保育料が上がるという方について

お伺いしたいと思います。 

  それとですね、第６号議案の豊能町指定

介護予防支援等の事業の人員及び運営並び

に指定介護予防支援等に係る介護予防のた

めの効果的な支援の方法に関する基準等を

定める条例ということですけれども、この

条例に関して、人員・運営という基準が書

いてあるんですけれども、これらの人員に

ついて、どれだけの人数を想定されている

のか、お伺いしたいと思います。 

  それと三つ目ですけれども、第７号議案

です。豊能町地域包括支援センターの人員

及び運営に関する基準を定める条例ですが、

これについては、保健師さん、その他これ

に準ずる者一人、二つ目は社会福祉士のそ

の他これに準ずる者一人、主任介護支援専

門員、これは研修を受け修了をした者の方

ですが、それのほかにこれに準ずる者とい

うふうに書いてあるんですが、この準ずる

者という方の基準はどういうものなのか、

お伺いいたします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  今中教育次長。 

○教育次長（今中泰行君） 

  御質問の保育所、それからまずは幼稚園、

両方の保育料の値上げになる方の件数とい

う部分が、今まだこれから保育料に関して

御審議いただくところで、シミュレーショ

ンはいろいろやっているんですけれども、

影響のない金額で、最終、決定いただけれ

ばと思っておりまして、できるだけ影響の

ないようにさせていただきたいと思ってお

ります。 

  ただ、所得把握のベースが、これまでの

所得税の額によるものから、市町村民税の

額に切り替わりますので、両方の税の控除

の方式の違いによりまして、一律どうなる

とは、個々の家庭によって変わるんですけ

ども、バランスをとれた切替えをできれば

と思っておりますので、よろしくお願いい

たします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  済みません、まことに申し訳ないんです

が、御質問をもう一度お願いできないでし

ょうか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  高尾靖子議員。 

○１２番（高尾靖子君） 

  ６号議案についてでしたか、両方ともで

すね。これちょっといきなりでしたからね。

６号議案のほうですけれども、人員・運営

等の基準というふうに①・②と規定内容が

書いてあります。その２番目の②のところ

ですけれども、これの人員をどのような規

模で想定をしておられるのか、お聞きして

おります。 

  それから、第７号議案については、それ

ぞれの資格を持っておられる方ね、これ

①・②・③と規定内容が書いてありまして、

③のところの資格ですよね、保健師さん、

社会福祉士さん、それから主任介護支援専

門員、この資格の方々に対しての準ずる者

と一人ずつ書いておられるんですが、この

準ずる者の基準ですね、どのような基準で、
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その準ずる者一人というふうに描いておら

れるのかをお聞きしたいと思います。 

○議長（竹谷 勝君） 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  まず、第７号議案からにお答えさせても

らいます。準ずる者というのは、例えばで

すが、保健師に準ずる者として、地域ケア、

地域保健等に関する経験のある看護師とい

うことでございます。 

  また、社会福祉士に準ずる者として、福

祉事務所の現業員等の業務経験が５年以上

の者又は介護支援専門員の業務経験が３年

以上あり、かつ高齢者の保健福祉に関する

相談援助業務に３年以上従事した経験を有

する者というふうに規定されております。 

  第６号のほうでございますが、厚生省省

令で定めておるそのことについて、条例で

それに準ずるということを定める条例でご

ざいます。 

  以上です。 

○議長（竹谷 勝君） 

  高尾靖子議員、２回目。 

○１２番（高尾靖子君） 

  今の６号議案のところでは、今おっしゃ

ったような答弁でございましたけれども、

これから介護認定、要支援などでそういう

方がふえてくるということに関して、十分

な対応ができるということを考えておられ

るのかどうか、その点についてお伺いいた

します。 

  ７号議案については、またその要支援

１・２の方に対して、このお一人ずつの人

数で対応ができるのかどうかですね、これ

についてもお伺いしたいと思います。 

  先ほどの５号議案については、できるだ

けやはり子育てについて、力を入れていく

という町の今の方針になっていると思いま

すので、その点は、できるだけ保育料を抑

えるということをしていっていただきたい

と思います。これは強く求めておきます、

５号議案についてはですね。 

○議長（竹谷 勝君） 

  ５号議案は、答弁はいいですか。 

○１２番（高尾靖子君） 

  はい、いいです。 

○議長（竹谷 勝君） 

  石塚教育長。 

○教育長（石塚謙二君） 

  次長の今の答弁に関して、ちょっとだけ

つけ加えさせていただきますが、保育所の

ほうについては、現行の保育料とほぼ同じ

ぐらいのことでシミュレーションしていま

すが、幼稚園に関しては、国の方針が５段

階の税額によって変えろということになっ

てまして、そういたしますと、今、全員が

１万円というふうになっておるわけです。

そうすると、収入の少ない方はがたっと下

がるんですけど、少し上がる方もおられる

んです。それは、ちょっと常任委員会にお

いて、その額ですとか、それから人数です

とか、あるいは全体的な歳入額ですとか、

そういったことをある程度御説明できるん

だろうと思いますが、そのときに、御意見

いただいていきたいというふうに思います。 

  事前にそのことはお伝えしておきたいと

思います。よろしくお願いします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  議員が御指摘の件でございますが、包括

支援センターの人員配置ということでござ

いますが、この条例の第４条でもそうでご

ざいますが、第１号被保険者の数がおおむ

ね3,０００人以上6,０００人未満というこ

とでございますので、その場合の人員配置

基準については、次のページでございます

が、おおむね2,０００人以上3,０００人未
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満ということで、この表の、申し訳ありま

せん。ちょっと整理させてもらいますが、

この４条における3,０００人以上6,０００

人未満ごとに置くべきもっぱらその職務に

従事する常勤の職員の人数は、原則として、

次のとおりとするということで、これまで

厚生省令で定めておりましたものを、その

まま条例として適用してまいりました。 

  これについては、豊能町における１号被

保険者の数がこれに該当しておるというこ

とと、今までの現状で、今対応ができてお

るということで、今後、高齢化率が上がり、

この基準が満たされない場合といいますか、

この基準以上に１号被保険者がふえた場合

においては、私どものほうは適正に対応し

てまいるということでございますので、現

状でどうかと言われましたら、これで我々

は対応しているということでございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  高尾靖子議員。 

○１２番（高尾靖子君） 

  人員に関しては、これから対応できると

いうことで、ぜひ十分な検討をしていって

いただきたいと思います。 

  それと、今の７号議案についての人員配

置は、現在はいけるということですが、２

９年からの実施ということでしたので、そ

れまで人数がふえていくということになら

ないかと思うんですが、そういうときに対

応はきちっと、今おっしゃったように、適

切に配置していくということでよろしいで

すか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  議員御指摘のとおりでございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  ほかございませんか。 

  福岡邦彬議員。 

○１１番（福岡邦彬君） 

  １４号議案、豊能町乳幼児等の医療費の

助成に関する条例の件でございます。 

  これは、乳幼児ですね、初めはスタート。

１８歳が等に替わるなんて、不思議でしゃ

あないんですわ。１８歳は等でしょう。も

ともとの趣旨は乳幼児の医療費の助成じゃ

なかったですか。等とつけて、１８歳まで

延長すると、随分乱暴だなと思います。 

  そこで、なぜ先ほどおっしゃったように、

幼稚園でも税額によって値段が違うんだと。

少なくともこの乳幼児等の医療補助にいわ

ゆる所得制限を設けなかったのか、これに

ついてお答えください。 

○議長（竹谷 勝君） 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  こちらにつきましては、やはり人口の減

少、少子化に対する施策の一つということ

で、これで人口の減少、そういったことに、

今年の予算の中でも、この柱ということで

やってまいりたいと思っておりますので、

少子化対策の大きなものというふうに考え

ております。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  福岡邦彬議員。 

○１１番（福岡邦彬君） 

  少子化対策と言えば立派に聞こえます。

しかし、先ほど私も言いましたように、町

長が就任してから1,０５５人も減ってます。

1,０５５人ですわ。これおわかりになりま

すか。東ならば相当な自治会の単位の人口

が消えているんですよ。それで少子化対策、

僕は同僚議員もおっしゃるとおり、いろん

な複合的に組み合わせて、確固たる少子化

対策するならいいけど、一つ一つばらばら

なんですわ。そして、この問題について、
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各市町村迷惑被っていると思いますわ。私

はこれについて、一般の交付税も恐らくち

びちびなめながら大阪府はほくそ笑んでい

ると思いますわ、あの金持ちには絶対出さ

んぞと。思いますよ。そして各市町村の１

５歳までやっている人間に対しては、なん

てことしてくれたんやと。俺らもやりたい

けど金がないからできへんよってというこ

と思っていると思います。それを単独で、

どのような形で、気狂ったとしか思えませ

んが、何でこれが所得制限外すんですか。

それがわからん。少子化対策やったら、入

れてもいいと思いますけど、もう一度お願

いします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  これにつきましては、子ども医療費助成

を機に、一人でも多くの子どもを産んでい

ただくことや、一人でも多くの人が転入さ

れること、また転出を思いとどまっていた

だくことを期待しているところでございま

す。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  福岡邦彬議員。 

○１１番（福岡邦彬君） 

  医療費等の助成は、入院したり、入院も

１５歳までいっているからましやわ。通院

という形でやるんです。思いとどまるとか

してないというのは、初めて事故が起きて

から、あるいは病気になって初めてこれは

適用されるんですわ。全ての人間が住みよ

いまちづくりで、ここに住みたいという気

持ちにならば、僕は助成してもいいと思う。

しかし、これはあくまでも病気になったり、

通院したりの場合でしょう。どうやって、

そんな抑止力になるんですか。もう少しま

じめに考えなはれ。 

  この点を指摘して、委員会に私は期待し

ておりますので、もう答弁結構です。同じ

ような答弁要りまへん。しかし、本当にこ

れについては、責任持ちなはれや。責任に

ついては、町長、お答えください。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  この施策につきましては、昨年、今年度

ですか、ＰＴＡの役員の方等にもいろいろ

話伺ってきた中で、こういった要望たくさ

んいただいていたということもございまし

て、私は、この施策、またこの施策のよう

に思い切った施策をすることによって、大

きな新聞紙にも取り上げていただいている

ところでもございます。そういった意味か

らもこれにつきましては、効果があるもの

と考えております。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  ほかございませんか。 

  西岡義克議員。 

○１３番（西岡義克君） 

  第８号議案、この条例の２５ページ、特

定事業が３年以内に完了するものであるこ

とと書いているんやけども、大阪府の条例

は何年になってますか。というのはね、３

年になっているけど、豊能町は５００平米

から3,０００平米までやね。大阪は3,００

０平米以上やねん。３年以内て、３年もか

かるんかなと。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  石田建設環境部長。 

○建設環境部長（石田 望君） 
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  お答えいたします。 

  大阪府におきましても、同じく３年でご

ざいます。 

  以上です。 

○議長（竹谷 勝君） 

  西岡義克議員。 

○１３番（西岡義克君） 

  ３年も要らんのちゃう。これ大阪府は3,

０００平米以上やで。それで３年以内やっ

たらな、3,０００平米までやから、３年も

要らんのちゃうかなと思うんやけど。 

  それと、さっきもちょっと一般質問の中

で言うたけども、この事業者の供託金の条

例を入れてほしいわ。これ、はっきり言う

てね、食い逃げいうことがあるわけですわ。

今回もあったんやから。ね、そんなもんダ

ミーの会社できてやね、これ結局１００万

払うたらええわけですやん。１００万で逃

げていこうかというのは、何ぼでもおりま

すやん、はっきり言うたら。 

  そうやから、この中に供託金制度をつけ

て、供託させとって、何千万でもええやん。

返したらええんや、供託やから。それささ

んとね、逃げてまうから、食い逃げせんよ

うに、ここんとこ１条例入れてほしいのと、

それとやっぱり、条例がないから、この条

例をよりよいもんにするために、だから、

それを挿入することを検討してほしい。 

  それから、もう一つは、さっき言うた、

この地域は、物すごいええ真砂土が出るわ

けですわ。それで大変苦労してますねん、

はっきり言うたら。今回も皆さんが物すご

い迷惑かかったわけや。だから、大阪府は

よその人や、はっきり言うたら。豊能町の

人が迷惑かかったわけや。その豊能町がつ

くる条例やねん。豊能町に合うた、それこ

そさっきの話やない、自己責任や。自分ら

が意識持って、自分らのアイデアで、きち

っとこれを条例化せんと恥かきまっせ。何

やおんなじようなもんつくってるやないか

というようことやのうて、だから、土地所

有者というのは、土地貸すんやから、金も

うけるわけですよ、はっきり言うたら。そ

の人らもうけるわけやから、同じように連

帯責任的な条例を入れていうて、さっき言

いましたわな、それも考えてほしいという

ことと、それとやっぱり問題が起こって、

今でもダンプ走ってますやん、その辺、は

っきり言うたら。私道か何か知らんけど、

先にばしっと工事を差しどめしてから、問

題が起きたら対応するいう形にせんと、そ

の間にどんどんどんどん入って、また第二

災害、第三災害が起きるわけやん。その三

つは必ず入れなあかんの違うかと。 

  それと、これをやるに際して、これはっ

きり言うたら、もうざる法の部分に入ると、

これを縛るのはさっきから言うてる規則で

すわ。規則で裏できちっと縛れるような形

をしてほしい。これはやっぱり住民さんの

切なる願いですわ。希望ヶ丘って、産廃の

問題が出たときに、みんなで頑張ったわけ

よ。ただ、罰則規定が抜けている、これが

今の豊能町の条例ですわ。あの条例をつく

ったのは、希望ヶ丘でっせ。それを条例を

入れるの、入れへんのって、はっきり言う

たら何言うてんねんという感じやけど、ま

あ、まあそれは置いて。その三つはきちっ

と入れていただいて、あ、さすが豊能町の

条例やなというようなもんをつくってほし

いと思うんですけど、その辺よろしくお願

いしたいと思うんですけど、どうですか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  石田建設環境部長。 

○建設環境部長（石田 望君） 

  お答えいたします。 

  預託金を入れたらどうやということなん

ですけども、これにつきましては、いろい
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ろ検討はいたしましたけれども、大阪府の

ほうの条例を上回るような条例になります

と、町の条例が3,０００平方メートル超え

ましても、それを適用するようなことにな

りますので、その辺で、今、預託金を取る

ということは、今の条例の中には考えてな

いとこです。 

  それから、土地所有者の責務につきまし

ては、上程してます条例の中で入っておる

と思っております。規則のほうで縛るとい

うのは、また規則のほうで考えていきたい

というふうには考えております。 

  先ほどの預託金の件につきましては、預

託金取らなくても、その会社の資産状況で

すね、それについては、その許可条件を与

えるときには、その部分で確認はしており

ますので、当然、資産等なければ、そうい

う事業できないというふうには思っておる

ところでございます。 

  それから差しどめについても考えてはい

きたいとは思いますけども、今のところ、

はい。済みません、差しどめについては、

２８条のほうで入っております。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  ほかございませんか。 

  西岡義克議員。 

○１３番（西岡義克君） 

  その規則やけどね、規則であれするのは、

規則はまだ施行の段階でやるもんですか。

提案は、委員会の段階では出てけえへんわ

けやね。施行の段階で、規則はつくるとい

うことですか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  石田建設環境部長。 

○建設環境部長（石田 望君） 

  お答えいたします。 

  今おっしゃるとおりでございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  あとございませんか。 

  ないようですので、次に第２２号議案か

ら第２９号議案までの８件に対する質疑を

行います。 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  私は、第２２号議案、平成２７年度豊能

町一般会計予算の件について質問させてい

ただきます。 

  当初予算説明資料に沿って質問させてい

ただきます。まず、５ページの吉川支所及

び周辺整備事業で、旧吉川幼稚園園舎解体

工事を行い、その跡地整備として、駐車場

を設けると書いていらっしゃいますが、こ

の駐車場ですね、設けただけで、そのまま

駐車場、住民に開放していただけるんでし

ょうか。例えば有料にしてしまうというよ

うなお考えなのか、そこをお聞きしたいと

思います。 

  次、同じくその同じ資料の１０ページで

ございます。子ども医療費助成事業につい

てお伺いいたします。条例についてのこと

は、私委員でございますので、そのときに

聞きたいんですけれども、予算に関するこ

とで聞きたいと思います。本年度予算3,４

６１万1,０００円の根拠が上げられており

ますが、この根拠、もっとふえるのではな

いかと、私は思っています。例えば、平成

２５年決算では、上げてらっしゃるのが、

もちろんこのときは条件が違いました。就

学前までの乳幼児に係る通院の医療費及び

小学校６年生までの児童に係る入院の医療

費の一部を助成するということをなさって

まして、そのときには、平成２５年度決算

ベースで、1,０４９万８５９円支出なさっ

ております。今回、もちろん条例で出てく

るわけなんですけれども、その幅が１８歳

まで、通院及び入院の助成ということにな
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っております。なので、3,４６１万1,００

０円、もっとふえるんじゃないかと、私は

思っているんですけど、その点についてお

伺いします。 

  それともう一つ、ゼロ歳から満１５歳ま

での年度末を迎えるまでの子どもの入院費

及び通院の医療費を助成したときの事業費

を見積もってらっしゃいますか。 

  同じく三つ目、その上記条件で、扶養親

族が一人の場合は、所得５７０万円未満と

いう今までの所得制限にしたときの事業費

も教えてください。 

  その同じ件で四つ目です。ひとり親家庭

医療費助成事業また子ども医療費助成事業、

それから未熟児養育医療普及事業というの

があります。この三つの事業、すみ分けは

なされているんでしょうか。 

  それと同じ件の五つ目の質問になります

が、先ほど条例の中で町長がおっしゃった

のは、少子化対策また転出を思いとどまっ

てもらうようにという理由を挙げてらっし

ゃいました。ですが、交通不便だから、人

口が減ると考えませんか。同じ使うなら、

交通至便にすべきです。この小手先をいじ

るだけで出ていかないって、そういう発想

が私には分かりません。豊能町に通える大

学が限られているんです、不便だから。な

ので、子どもたち大学から出ていって、そ

こで就職先を決めるので、帰ってこれない、

来ません。また就職するときもそうです。

町内では少ないので、医療費助成をしたと

ころで、やはり子どもたちは、豊能町を出

ていくんです。幼稚園、こども園、保育所

同時入園、二人目より入所無料としても、

それにより豊能町に移り住んだという人は、

ないと、私は報告を聞いております、一般

質問の中でも。同じことになるんじゃない

んですか、この予算つぎ込んでも。そう思

われませんか。それについてお伺いします。 

  それともう一つ、２７ページでございま

す。ユーベルホール修繕事業ですね、こち

ら１３３万5,０００円の修繕料上げられて

います。主に何をするのか教えてください。 

  以上です。 

○議長（竹谷 勝君） 

  この際、暫時休憩します。 

（午後４時１７分 休憩） 

（午後４時２０分 再開） 

○議長（竹谷 勝君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  私からは、旧吉川幼稚園の駐車場につい

てでございます。住民に開放するのかとい

うお話でございますけども、そもそも駐車

場は施設の利用者のためのものでございま

すので、一般開放することはございません。

これは、別にその駐車場に限ったわけでな

く、全ての施設の駐車場について、一般開

放しているものはございません。 

  それから有料化するのかということでご

ざいます。これは財政健全化推進プランで

もお示ししておりますとおり、この駐車場

も合わせて総合駐車場と西公民館の駐車場

と三つを有料化しようという計画を持って

ございます。ただ、有料化するんですけど

も、施設の利用者のためのものでございま

すから、ある一定時間、まだ何時間と決め

ておりませんが、ある一定時間は無料とい

うようなことにしたいと考えております。 

○議長（竹谷 勝君） 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  どこまでお答えできるかどうかわかりま

せんが、予算額の3,４６１万1,０００円の

内訳で、それ以上上回ることがあるのでは

ないかという御質問であったと思いますが、
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この内訳といたしまして、医療費助成とな

る扶助費が3,１８２万3,０００円で、国保

連合会及び支払基金への審査支払手数料が

１８４万7,０００円、医療証の発行送付に

係る費用が７７万5,０００円ということで、

トータルとして3,４６１万1,０００円とい

うことで予算を組んでおります。 

  しかしながら、これ初めての制度といい

ますか、踏み込んだ制度でございますので、

実際医療費は、御指摘にもありましたけれ

ども、医療に係る意欲をそそる圧力がかか

るといいますか、医療機関にかかろうかな

というふうに思う、そういうふうな成功が

ありますので、実際にはもう少し膨らむ可

能性もあるのではないかと考えております。 

  次、２点目のですが、ゼロから１５歳の

助成した場合のというように言われました

かね。その場合ですが、先ほど私は、扶助

費については、3,１８２万3,０００円を予

算として内訳として組んでおると、それに

見合う分でございますが、ゼロから１５歳

到達までの３月にした場合には、2,４０４

万5,０００円を、一応積算いたしました。 

  三つ目でございましたか、これまでの所

得制限を通用するとということで、これに

つきましては、これが年齢が１５歳までで

したら、2,１６４万円というふうに見積も

りました。 

  ４点目でございましたか、その他ひとり

親家庭医療助成、未熟児養育医療給付など

とのすみ分けはということでございますが、

ひとり親家庭医療助成は、これは大阪府の

単独事業、所得制限が設けられております

ので、親は対象外であったとしても、その

お子さんは、ゼロから１８歳ということに

なりますならば、本事業の対象となる場合

が想定されます。未熟児の養育医療給付は、

所得制限により、月額単位の一部負担が発

生しますので、子ども医療助成を所得制限

なしとした場合には、すみ分けが難しいと

思われるかもしれませんけれども、本条例

中でございますが、その中で、他の法律で

優先する規定を設けております。したがい

まして、ひとり親家庭や未熟児養育医療給

付などの他法の給付が優先されるというこ

とでございます。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  議員の皆さんにお願いします。冒頭で発

言しましたように、それぞれの議案は、各

常任委員会あるいは予算特別委員会に付託

をしておりますので、この場での質疑は、

大綱のみの質疑にお願いをしたいと思いま

す。 

  井川議員よろしいですか。 

○５番（井川佳子君） 

  はい。 

○議長（竹谷 勝君） 

  今中教育次長。 

○教育次長（今中泰行君） 

  お答えします。 

  ユーベルホールの修繕事業でございます

が、まず一つが、この間御覧いただいたか

と思うんですが、舞台照明設備の調光機器

の交流から直流電源装置の修繕が１０８万8,

０００円、それからあとトイレの電光セン

サー、便器の前にありますセンサー、これ

を６個交換するということでございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  そしたら、条例で聞けることは、条例で

聞かせていただいて、失礼いたしました。 

  では、２回目の質問になるんですけれど

も、すみ分けのとこを聞きたいんですけれ

ども、じゃあ、理解したのは、これでいい

かどうかお聞きしたいんですけれど、では、

優先の事業によるというので、要するにか
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ぶらないということで、理解しといてよろ

しいんですね。 

  以上です。 

○議長（竹谷 勝君） 

  ほかございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（竹谷 勝君） 

  総括質疑を終結をいたします。 

  お諮りをいたします。 

  第２２号議案から第２９号議案までは、

６名の委員をもって構成する予算特別委員

会を設置し、第５号議案から第２１号議案

は、お手元に配付のとおり、それぞれの各

常任委員会及び予算特別委員会に付託の上、

審査することにしたいと思います。これに

御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（竹谷 勝君） 

  異議なしと認めます。 

  よって、第５号議案から第２９号議案ま

では、お手元に配付いたしております付託

表のとおり、それぞれの各常任委員会及び

予算特別委員会に付託の上、審査すること

に決定しました。 

  ただいま設置いたしました予算特別委員

会の委員の選任については、委員会条例第

７条第１項の規定により、予算特別委員会

委員に、 

  野村剛志議員 

  管野英美子議員 

  永谷幸弘議員 

  永並啓議員 

  福岡邦彬議員 

  西岡義克議員 

  以上６名をそれぞれ指名いたしたいと思

います。これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（竹谷 勝君） 

  異議なしと認めます。 

  よって、ただいま指名いたしました６名

の議員を、予算特別委員会委員に選任する

ことに決しました。 

  ただいま選任いたしました予算特別委員

会委員の互選により、委員長に福岡邦彬議

員、副委員長に永並啓議員が選出をされま

した。 

  以上をもって本日の日程は全部終了いた

しました。 

  本日は、これをもって散会をいたします。 

  次回は、３月２０日、午後１時より会議

を開きます。 

  どうも、お疲れさまでした。 

 

散会 午後４時３０分 
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本日の会議に付された事件は次のとおりである。 

一般質問 

第 ５号議案 豊能町子どものための教育・保育給付に関する利用者負担 

       額を定める条例制定の件 

第 ６号議案 豊能町指定介護予防支援事業の人員及び運営並びに指定介 

       護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法 

       に関する基準等を定める条例制定の件 

第 ７号議案 豊能町地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準 

       を定める条例制定の件 

第 ８号議案 豊能町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例制 

       定の件 

第 ９号議案 豊能町行政手続条例改正の件 

第１０号議案 豊能町一般職の職員の給与に関する条例改正の件 

第１１号議案 職員の管理職手当に関する条例改正の件 

第１２号議案 職員の退職手当に関する条例改正の件 

第１３号議案 豊能町立認定こども園条例改正の件 

第１４号議案 豊能町乳幼児等の医療費の助成に関する条例等改正の件 

第１５号議案 豊能町介護保険条例改正の件 

第１６号議案 大阪府豊能地区教職員人事協議会規約の変更に関する協議 

       について 

第１７号議案 平成２６年度豊能町一般会計補正予算の件 

第１８号議案 平成２６年度豊能町国民健康保険特別会計事業勘定補正予 

       算の件 

第１９号議案 平成２６年度豊能町後期高齢者医療特別会計補正予算の件 

第２０号議案 平成２６年度豊能町介護保険特別会計事業勘定補正予算の 

       件 

第２１号議案 平成２６年度豊能町下水道事業特別会計補正予算の件 

第２２号議案 平成２７年度豊能町一般会計予算の件 

第２３号議案 平成２７年度豊能町国民健康保険特別会計事業勘定予算の 

       件 

第２４号議案 平成２７年度豊能町国民健康保険特別会計診療所施設勘定 



 

 3－80 

       予算の件 

第２５号議案 平成２７年度豊能町後期高齢者医療特別会計予算の件 

第２６号議案 平成２７年度豊能町介護保険特別会計事業勘定予算の件 

第２７号議案 平成２７年度豊能町下水道事業特別会計予算の件 

第２８号議案 平成２７年度豊能町生活排水処理事業特別会計予算の件 

第２９号議案 平成２７年度豊能町水道事業会計予算の件 
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    以上、会議の次第を記し、これを証するためここに署名する。 

 

 

 

    平成  年  月  日署名 

 

 

 

      豊能町議会 議 長 

 

      署 名 議 員  ４番 

 

        同    ５番 

 

 

 

 

 

 


